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令和４年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年３月２日（水）午前１０時開会 

（第１日目） 

１．開 会 宣 告 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

      会 期 自 令和４年 ３月 ２日 

          至 令和４年 ３月１８日 

日程第 ４ 村長挨拶 

日程第 ５ 発委第 １号 白馬村議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第 ６ 議案第 ２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 ７ 議案第 ３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第 ４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１１ 議案第 ７号 白馬村税条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第１４ 議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１６ 議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号） 

日程第１７ 議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号） 

日程第１８ 議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算 
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日程第２２ 議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算 

日程第２３ 議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２４ 議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算 

日程第２６ 議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算 

日程第２７ 予算特別委員会の設置について 
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令和４年第１回白馬村議会定例会（第１日目） 

 

１．日  時 令和４年３月２日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   増 井 春 美      第 ７ 番   太 谷 修 助 

   第 ２ 番   横 川 恒 夫      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   切久保 達 也      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   加 藤 ソフィー     第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   尾 川   耕      第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   田 中 麻 乃      第１２番   太 田 伸 子 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長   田 中 克 俊    住 民 課 長   太 田 洋 一 

 教 育 課 長   横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）諸般の報告 

 ２）会議録署名議員の指名 

 ３）会期の決定 

 ４）村長挨拶 

 ５）議案審議 

   発委第１号 説明、質疑 

   議案第２号から議案第２２号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 

 ６）予算特別委員会の設置について 
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８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．議案第 ２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定について 

 ２．議案第 ３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定について 

 ３．議案第 ４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 ４．議案第 ５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正する条

例について 

 ５．議案第 ６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例について 

 ６．議案第 ７号 白馬村税条例の一部を改正する条例について 

 ７．議案第 ８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 ８．議案第 ９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 

 ９．議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について 

１０．議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

１１．議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号） 

１２．議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

１３．議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

１４．議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号） 

１５．議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号） 

１６．議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算 

１７．議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算 

１８．議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算 

１９．議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算 

２０．議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算 

２１．議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算 
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開会 午前１０時００分  

  １．開会宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和４年第１回白馬村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

  ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 諸般の報告   

議長（太田伸子君）  日程第１ 諸般の報告をいたします。 

 最初に、監査委員から、令和３年１２月分、令和４年１月分の一般会計、特別会計、水道事業会

計、下水道事業会計の例月現金出納検査報告書と令和３年度財政援助団体等監査の結果が提出され

ております。内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもっ

て報告に代えさせていただきます。 

 次に、北アルプス広域連合議会及び白馬山麓事務組合議会の開催状況について報告いたします。 

 北アルプス広域連合議会令和４年第１回定例会が２月１６日及び１７日に行なわれました。内容

につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告に代えさせ

ていただきます。 

 次に、白馬山麓事務組合議会令和４年第１回定例会が２月２５日に行なわれました。内容につき

ましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告に代えさせていた

だきます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 次に、本定例会において受理いたしました陳情は、お手元に配付いたしました陳情文書表のとお

りですが、この文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託

することに決定いたしました。 

 △日程第２ 会議録署名議員の指名   

議長（太田伸子君）  日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１１９条の規定により、第８番 津滝俊幸議員、第９番 松本喜美人議員、第１０番 

加藤亮輔議員、以上３名を指名いたします。 

 △日程第３ 会期の決定   
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議長（太田伸子君）  日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、別紙令和４年第１回白馬村議会定例会会期日程表のとお

り、本日から３月１８日までの１７日間と決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月１８日までの

１７日間と決定いたしました。 

 △日程第４ 村長挨拶   

議長（太田伸子君）  日程第４ 村長より招集の挨拶を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  おはようございます。令和４年度第１回白馬村議会定例会を招集をいたしまし

たところ、議員各位にご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 昨年１１月３０日に感染力が非常に強いオミクロン株の感染が国内で初めて確認され、１２月下

旬からは市中感染と見られる感染が全国各地で確認されるとともに、年明け以降、これまでにない

極めて速いスピードでの感染拡大が続いております。 

 １月の２７日からは、全国３４都道府県にまん延防止等重点措置が適用されるなど、感染拡大が

憂慮される状況が現在も続いております。 

 本村においても、年明け以降の感染確認は１月のわずか一月で２８９人に上がっており、２月も

１５２人の感染確認がされており、今後も予断を許さない状況であります。 

 長野県は、１月２７日から県内に適用されていたまん延防止等重点措置の先月２０日までの期限

を、専門家懇談会で期間の延長について議論をし、この延長は全県を対象とし、期間は東京などと

同じ今月６日までとして国に正式に要請し、今月６日まで延長となりました。 

 私は機会があるたびに繰り返し申し上げておりますが、今後も気を緩めることなく、住民の皆さ

ん一人一人が感染しない、させないという意識を常に持ち、予防対策を続けるよう、引き続きご協

力をお願いします。 

 先月、中国北京において冬季オリンピックが開催され、本村ゆかりの選手が５名出場いたしまし

た。長野冬季オリンピックの開催から２４年がたちましたが、７大会連続で白馬村からオリンピッ

ク選手が出場をしております。 

 今回のオリンピックはコロナ禍での開催のため、選手に対する応援は、村民が会場に集まる従来

のパブリックビューイングの形は取らず、新たな試みとしてウイング２１ホールに仮設のスタジオ

を設け、選手の元コーチ、村出身のオリンピアン等の関係者をゲストにお迎えをし、オンライン方

式によりユーチューブやＺｏｏｍを使った応援を配信をいたしました。オンラインの応援も回を重

ねるごとに参加人数も増え、多い日には１００件ほどのアクセスと２００名を超える参加があり、

パブリックビューイングの２週間の期間中では延べ６００人ほどの参加があり、選手に熱いエール

を送ることができました。 
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 中でも、ノルディック複合個人ラージヒルでソチ大会、平昌大会、銀メダリストの渡部暁斗選手

が銅メダルを獲得をし、ノルディック複合でのオリンピック３大会連続メダルは日本勢初の快挙と

いうことでもあり、今大会、日本選手団旗手を担ったリーダーが５大会目のオリンピックで変わら

ぬ強さを発揮いたしました。 

 さらに、複合団体ラージヒルでは渡部暁斗、渡部善斗の２人を含めた布陣で臨み、１９９４年、

リレハンメル大会以来２８年ぶりとなる銅メダルに輝き、村民に大きな感動と勇気を与えてくれま

した。 

 観光課関係の状況でありますが、この冬のシーズンの状況について、途中経過でありますが報告

をさせていただきます。 

 １月末までの村内スキー場の利用者数は前年比１３４％となり、２８万９,０００人余りでありま

した。これを一昨年と比較しますと、１２月時点では９割近くまで戻りつつあったものが、１月末

では７割弱となっており、外国人観光客の来訪がゼロということもありますが、１２月まで見られ

た持ち直しの動きに、まん延防止等重点措置がブレーキをかけているという状況であります。 

 ただ、２月の３連休に限っては重点措置適用期間でもあるにもかかわらず多くの来訪があり、各

所でにぎわいが見られました。幾つかの宿泊施設に状況を伺ってみましたが、宿泊業では、まん延

防止等重点措置による影響が特に大きいと異口同音におっしゃっておりました。 

 それでは、各課における事業実績状況について、ご報告をさせていただきます。 

 総務課関係では、ふるさと納税の見込額ですが４億８,０００万円余りを見込んでおります。１月

末の状況ですが、収入額については対前年比約１２４％、品目については現在２４３件で、昨年か

ら５７件の増加となっております。返礼品の傾向は、白馬産米、宿泊補助券、電子感謝券、リフト

券が多くの人気を集め、白馬産米につきましては定期発送の申込みが増えております。 

 また、ふるさと白馬村を応援する条例につきましては、これまでの指定項目に対する積立て方法

について改正したいため、本議会に議案を提出しておりますので、ご審議をよろしくお願いをいた

します。 

 灯油費等給付金ですが、１月の２０日より申請受付を開始をし、２月２８日現在で申請書発送件

数は３,８３２件で、申請書受付件数は３,０１０件、給付済み件数は２,８９１件で２,８９１万円

となっております。 

 気候非常事態宣言、ゼロカーボンシティに向けた基本計画の策定ですが、１月２０日に白馬村再

生可能エネルギーに関する基本方針等連絡協議会の齋藤会長より、白馬村再生可能エネルギーに関

する基本方針の策定について答申がありました。委員の皆様には、準備会から合わせますと延べ

１０回の協議会が開催をされ、白馬村のゼロカーボン達成に向け深い議論をしていただき、白馬村

のゼロカーボンの計画づくりに様々なお立場からお知見を頂きましたことに対しまして、この場を

お借りして改めてお礼を申し上げます。 
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 答申には、村民、事業者、行政が一丸となった徹底的な省エネルギーと再生可能エネルギーの普

及拡大の推進、さらにはエネルギーの域内循環の向上による地域経済の波及効果の向上について、

脱炭素先行地域への応募についての提案がありました。 

 この計画策定を皮切りに、まずは村民全員が、この計画に記載をされている村の温室効果ガス排

出量の現状を知り、人ごとではなく一人一人ができることから取組を始めること、そして白馬村の

ゼロカーボン達成に向けて一歩一歩進んでまいりたいと考えております。 

 今後は、答申された重点項目につきまして取り組むべき内容を取捨選択し、優先順位をつける中

で、スピード感を持って対応してまいります。 

 観光課関係では、プレミアム付き応援券事業は、商品券の使用期限は１月末日でありましたので、

現在は商品券の換金、事業費の精算段階に入っております。 

 販売した商品券は８,５０５冊、額面にして９,３５５万５,０００円になりますが、この

９９.４％に相当する９,３００万円の換金が終了しています。 

 利用を業種別に見ると、７５％が小売業、２３％が飲食・サービス業で利用されています。また、

大型店における利用は３４％であったことから、大型店に偏ることなく、地域内で広く利用された

と見てよいと捉えています。 

 次に、１月５日から２月の１５日まで実施をいたしましたＰａｙＰａｙ地域活性化キャンペーン

事業についてですが、決済金額の最大１５％に相当するプレミアムポイントの還元総額は３,２４２万

円余りで、関連する決済金額は２億７,６５１万円余りとなりました。１日当たりの決済金額を見ま

すと、平日の平均額が４００万円であったのに対し、休日は１,２００万円となっており、週末の決

済金額が平日の３倍となっている点が大きな特徴でありました。 

 また、２月の３連休は多くの都道府県において、まん延防止等重点措置が適用される中で迎える

ことになりましたが、この期間における１日当たりの決済金額は１,９００万円と群を抜いており、

このことからも、この３連休には多くの来訪があったことが分かります。 

 本事業では、村内におけるキャッシュレス環境の整備促進ということも期待していたところです

が、実施前後の変化を見ますと事業者数は７１０か所から８１０か所へと増加をしており、一定の

成果を得ることができたと考えます。 

 補正予算（第８号）でお認めをいただきました中小企業者等臨時支援交付金事業の実施状況につ

いてですが、申請期限である２月２８日までに８７９件の申請があり、これまでに５００件、

１,５００万円の支給が完了し、残る３７９件を速やかに支給ができるように事務を進めている

ところです。 

 住民課関係では、北アルプス広域連合で実施をしております白馬山麓清掃センターの解体撤去工

事につきましては順調に解体撤去作業が進み、整地工を残すのみとなったところで、降雪の影響を

受けたことからスケジュールに若干の遅れが生じているとのことです。今後、現地の状況を見なが
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ら、３月末の工期内までに仕上げていくとの報告を受けているところです。 

 また、令和４年度には白馬山麓清掃センターの解体跡地に白馬リサイクルプラザの建設工事が着

手されることとなっておりますので、引く続き、地元、近隣の皆様のご理解とご協力をお願いした

します。 

 健康福祉課関係では、新型コロナワクチンの３回目接種になる追加接種を、国の方針に基づき、

２回目の接種から６か月以上経過をした１８歳以上の方を対象に、土日祝日の集団接種を複数回追

加実施をし、現在、スピード感を持って全庁的な協力体制により進めているところです。 

 ２月末現在の全人口８,６５５人に対する３回目の接種者数は２,９７４人で接種率３４.４％と

なり、高齢者の追加接種は２月末までに終了をいたしました。高齢者以外の方についても、接種間

隔が６か月経過していない方を除いて接種の対象となる全ての方への追加接種が今月中に終わるよ

う体制を整え実施してまいりますので、接種券が届いた皆様はできるだけ、ワクチンの種類等にか

かわらず早めに接種を受けていただき、感染拡大防止と重症化リスクの低減に努めていただくよう

お願いいたします。 

 また、５歳から１１歳の小児へのワクチン接種につきましては、今月中旬以降、希望者に対し集

団接種により実施してまいります。保護者の方宛てにワクチン接種について希望調査を送付させて

いただいておりますので、お子さんと一緒にワクチン接種について、よくご検討くださいますよう

お願いをいたします。 

 農政課関係では、長野県の令和４年度主食用米等の生産目安値は１８万５１１トンで、うち北ア

ルプス管内の割当ては昨年比９６.８％、１万８,５８９トン、面積換算で３,０５７ヘクタールにな

りました。当村は地域間調整後２,２１９トン、４０５ヘクタールとなり、昨年度より微減の予定で

す。 

 今後もコロナの影響による米の消費量減少、価格下落は続くと予想され、米から高収益作物等へ

の転換を、国、県の情報に注視をしながら取り組んでまいります。 

 林務関係では、森林経営管理制度に基づくアンケート調査を、モデル地区である内山地区の森林

所有者へ実施をしました。この調査結果に基づき、森林環境譲与税を活用しながら水源涵養林整備

を進めてまいります。 

 有害鳥獣対策としては、２つの群れのサルにＧＰＳ発信機を装着し行動調査を行なっており、あ

る程度行動範囲が特定されたため、今後は捕獲に向けた対策を進めていきます。 

 土地改良関係では、新田・森上地区の北城北部地区ほ場整備事業は、地元実行委員会を中心に農

地保全と営農推進のため、合意形成、事業エリア決定に向け、話合いが進められております。 

 また、犬川用水電動ゲート・小水力発電事業は、北アルプス地域振興局の指導を仰ぎながら、設

計・水量調査業務を進めております。 

 建設課関係では、本年度の除雪事業関連ですが、昨年１２月中旬以降の断続的な降雪がありまし
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たことから、委託路線、直営路線とも、ほぼフル活動の体制で除雪に当たっているところです。こ

の１月末までの降雪量で比較してみますと、既に例年ベースの年間累加降雪量を上回っている状況

で、これに伴う除雪関連経費も当初予算額を上回る見通しとなりましたことから、本議会でご審議

をいただきますよう補正予算において所要額を追加計上させていただきましたので、ご審議をよろ

しくお願いをいたします。 

 上下水道課関係では、一部新聞報道で塗料メーカーによる水道管用塗料に関する不適切な行為と、

それに伴う製品の出荷停止が報道されておりました。本村での水道工事においては、使用資材の中

に対象資材が含まれていなかったことを確認しておりますが、今後も水道水の安全性については各

種情報収集に努め、適切に対応してまいります。 

 教育委員会関係、教育課では、令和４年に入り、全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大をし、

学校でも感染例が多く報告をされるようになりました。学校では感染する期間が早いオミクロン株

に対応するため、学級に感染した児童生徒が判明した場合は、最終登校日から５日間の学級閉鎖を

するようにして感染拡大を防ぐこととなりました。この２月末までに村内の小中学校では、複数の

学級が数日間の休業を行なっています。 

 また、感染リスクを避けるために部活動は原則実施せず、学校の行事についても、校外の方と接

触する機会がある児童生徒が密になるようなものは中止等の措置を行なってきました。 

 現在の感染状況は落ち着きを見せてまいりましたが、引き続き、学校、家庭内での感染予防対策

の徹底をお願いしているところです。 

 学校施設では、新型コロナウイルス感染症対策として蛇口水栓の非接触方式への改修工事を順に

行なっており、この３月に南小の工事を行ない、全ての施設が完了する見込みです。 

 また、国の補正予算により、白馬中学校トイレの洋式化工事が国庫補助事業として採択をされ、

工事については予算を繰り越して令和４年度に着工をしたいと考えております。 

 ３月は卒業のシーズンであり、村内の小中学校でも、この定例会の会期中に卒業式が執り行なわ

れます。昨年度に引き続き、今年度の卒業式も関係者のみの参列で行なわれることとなりました。

時間を短縮する工夫をしながらも、心に残る式典を行なっていただきたいと各学校にはお願いをい

たしました。議員各位におかれましても参列はかないませんが、卒業生にエールを送っていただく

ようお願いをいたします。 

 子育て支援課関係ですが、来年度のしろうま保育園及び家庭的保育事業者ファミリアはくばの入

所状況でありますが、３歳未満児７１名、３歳以上２６名の申込みがありました。３歳以上は全員

で、３歳未満児は６４人で、入園を決定をさせていただきました。４月１日時点では待機児童はお

りませんが、育児休業を希望する方を除き、３人の３歳未満児が入園できないこととなり、子育て

支援ルームの一時預かり保育を利用していただくことで、保護者の方にご案内をさせていただいて

おります。 
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 近年は３歳未満児の希望が多くあることから、令和４年度の当初予算には、３歳未満児を対象と

している小規模保育施設建設費補助金事業を予算計上をしており、早期に待機児童が解消できるよ

う努めてまいります。 

 国の事業である子育て世帯への給付金関係ですが、ほぼ該当者への給付は終了しておりますが、

３月３１日までの申請期限のある給付金もありますので、引き続き周知してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、しろうま保育園でも児童や職員が感染をしたこと

を受け、大町保健所の助言を頂き、２月５日から２月の１０日まで臨時休園とさせていただきまし

た。保育園では消毒、手洗い、マスクの着用、換気等、引き続き感染対策をしっかり行ないながら

保育を行なってまいります。 

 生涯学習スポーツ課では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、１月末から２月にかけて開

催予定であった第５８回白馬少年スキー大会が種目により中止となりました。また、第１００回の

記念大会となる全日本選手権大会クロスカントリー競技につきましても、１月末の開催から３月の

１６日からの開催に延期となるなど、昨年に引き続き、冬のスキー大会開催もコロナウイルスの影

響を受けました。 

 年末年始の休館中のウイング２１において、想定を超えるマイナス気温により、夜間の凍結によ

るパネルヒーターの管破裂などの事案が起こりました。この漏水により、各種設備にも影響が出て

いるため、本議会において、補正予算として修繕について計上しておりますので、ご審議をよろし

くお願いいたします。 

 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）について、若干説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算総額に１億４,１７０万３,０００円を増額をし、予算総額を

６７億７,２６４万５,０００円とするものです。 

 補正の主なものとしまして、歳入は普通交付税の増額と、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けている事業者の支援を目的として交付をされる第６波対応事業者支援交付金の新規計上と基金繰

入金の減額です。 

 歳出では、全般的に事業が完了した予算の精算によるものが主なものでありますが、国の補正予

算に伴い、北城南部地区のほ場整備事業を前倒しして行なうためのほ場整備事業の増額と、新型コ

ロナウイルス感染症の第６波による事業者の売上げ減少の影響を緩和するため、売上げ減少率及び

事業規模に応じて支援金を支給するための経費を新たに計上、大雪に伴う除雪稼働時間の増加によ

る除雪委託料など、除雪事業の増額ですので、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 次に、令和４年度白馬村予算では、一般会計の予算編成方針として第５次総合計画の基本理念を

実現をさせるための事業に取り組むことはもちろんですが、新型コロナウイルス感染症がもたらし

ている社会変革をチャンスと捉えて、各種施策に対して前例踏襲することでなく、厳しい取捨選択

を行ない、将来性のある村づくりのため、全職員が一丸となって予算編成を行ないました。 
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 具体的な指標といたしましては、長期的な健全財政を堅持をするため、令和４年度も一般財源の

枠配分方式を用いて歳出の徹底した圧縮を行ない、健全化判断比率の上昇を食い止めるために地方

債の新規発行額は元金償還額以下に抑える方針としました。予算規模は５８億７,６００万円で、前

年度当初予算５６億３,６００万円と比較すると２億４,０００万円、４.３％の増となります。 

 令和４年度における重点事業は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票

と印鑑証明を取得できるようにする事業として６００万円余り、先ほどの未満児保育の希望者増加

に対応するため、小規模保育事業所を新設する民間企業への支援事業として４,５００万円、世界水

準を意識した観光地づくりとして地域の中核となる企業の取組を支援するため、令和４年度が最終

年度となります地方創生推進交付金事業に１億２,０００万円、２０１９年１２月の白馬村気候非常

事態宣言と２０２０年２月のゼロカーボンシティ宣言の理念に基づいて、犬川に小水力発電施設の

建設事業に４,７００万円余りを計上しております。 

 歳入の村税は１４億３,８００万円で、昨年度に比べ２億２,０００万円の大幅な増額となりまし

た。固定資産税において、中小事業者等に関わる税額の軽減や評価額が上昇した土地に対する課税

標準額の据置きなど、令和３年度に限り実施をした新型コロナウイルス感染症の影響による負担軽

減の特例措置が終了したことが主な要因です。 

 続いて、令和４年度の特別会計等の予算規模でありますが、国民健康保険事業勘定特別会計は

１０億１,４９８万９,０００円で、前年比３,８９０万１,０００円の減額、後期高齢者医療特別会

計は１億７８０万円で、前年比２２４万４,０００円の増額となっております。 

 水道事業会計予算は、収益的収入が３億９８０万１,０００円、収益的支出が２億６,６７１万

２,０００円で、資本的収入は４,８８５万３,０００円、資本的支出が１億４,８１７万６,０００円

で、不足する９,９３２万３,０００円は損益勘定留保資金などで補填することとしております。 

 下水道事業会計予算は、収益的収入が４億７,８５０万６,０００円、収益的支出が４億７,８５０万

６,０００円で、資本的収入は３億６,２２４万５,０００円、資本的支出が４億７,５６８万

８,０００円となり、不足する１億１,３４４万３,０００円は損益勘定留保資金で補填することとし

ております。 

 本定例会に提出します案件は、議案２１件であります。 

 議案につきましては、担当課長などに提案理由の説明をさせますので、慎重なご審議を賜ります

ようお願いを申し上げ、本定例会の開会に当たりましての挨拶といたします。 

議長（太田伸子君）  これより、発委の審議に入ります。 

 なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定により、１議員１議題につき３回

まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることができないと定めら

れておりますので申し添えます。 

 日程第５ 発委第１号につきましては、会議規則第３９条第２項の規定により委員会付託をせず、
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質疑、討論、採決をすることにいたします。 

 △日程第５ 発委第１号 白馬村議会会議規則の一部を改正する規則について   

議長（太田伸子君）  日程第５ 発委第１号 白馬村議会会議規則の一部を改正する規則についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。第７番太谷修助議会運営委員長。 

議会運営委員長（太谷修助君）  発委第１号 白馬村議会会議規則の一部を改正する規則につきまし

てご説明いたします。 

 今回の改正は、標準町村議会会議規則の改正に伴い、会議規則の改正を行なうものであります。 

 ２枚目裏面の新旧対照表を御覧ください。 

 第２条第１項の改正は、議員が活動しやすい環境整備の一環として、議員活動上の諸要因に配慮

するため、「事故」のみの規定を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、そ

の他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項は、議員が出産を理由に欠席する場合について、母

性保護の観点から出産に係わる産前産後の欠席期間の範囲及び事前に欠席届を提出することができ

る旨規定するものです。 

 第８９条の改正は、議会への請願手続において一律に求めている押印の義務の規定を「署名また

は記名押印」に改めるものです。 

 表の改め文にお戻りいただきまして、附則として規則の施行日を公布の日とし、令和３年度から

適用するものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。発委第１号 白馬村議会会議規則の一部を改正する規則についてを原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

 これより議案の審議に入ります。 

 △日程第６ 議案第２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定について   

議長（太田伸子君）  日程第６ 議案第２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定につい
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てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定につき

ましてご説明いたします。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

 まず、辺地の定義でありますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等

に関する法律第２条において、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域

に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島などで、住民の数その他について政令で

定める要件を該当しているものと定められております。 

 具体的には、地域の中心を含む５平方キロ以内の面積の中に５０人以上の人口を有し、地域の中

心から最寄りの駅や医療機関等の距離などを点数で換算した辺地度点数が１００点以上の地域が辺

地地域となり、白馬村では内山、落倉、野平の３地域、行政区では内山、落倉、立の間、野平、青

鬼、通の６地域が辺地地域となります。 

 次に、辺地総合整備計画ですが、先ほど申し上げました辺地地域の交通条件や生活文化水準の向

上のために公共的施設を整備するため作成する財政上の計画であります。 

 この計画は、同法第３条第４項に定められている県知事との協議、議会の議決を得て総務大臣に

提出するものであります。 

 この計画に基づいて実施する公共的施設の整備については辺地対策事業債の充当が認められ、元

利償還に要する経費は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入されることになっており

ます。 

 今回策定する計画につきましては、令和４年度から令和８年度までの５年間における公共的施設

の財政計画となります。ただし、財政計画は予定事業費でありますので、実際の事業化、予算編成

時には事業費が変動することがございます。 

 今回の辺地計画の個別計画について内容をご説明いたします。 

 まず、１ページの内山辺地についてでありますが、前回計画に引き続き、観光レクリエーション

施設整備事業で、事業費は５か年で２億８,６２０万円を計画しており、メイン会場の法面や木橋の

改修、老朽化に伴うコース内等の施設の改修及び整備などを計画しております。 

 次に３ページ、落倉辺地ですが、前回計画に引き続き、村道３１０１号線、通称水芭蕉通りなど

の改良事業を計画しております。事業費は５か年で５,０００万円を計画しております。 

 最後に７ページ、野平辺地ですが、青鬼地区は伝統的建造物群保存地区、棚田百選に認定されて

おり、近年は中高年層の観光スポットとしてにぎわっています。今回は、建造物群の中にある土蔵

保存事業を観光レクリエーション施設整備事業として計画し、事業費は５か年で５００万円を計画
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をしております。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第７ 議案第３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定について   

議長（太田伸子君）  日程第７ 議案第３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定についてご説明

申し上げます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項及び白馬村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例第６条の規定により、次のとおり議会の議決を求めるものです。 

 １、公の施設の名称、白馬村八方体育館。２、指定管理者となる団体の所在及び名称、白馬村大

字北城５７３２番地の２、一般財団法人八方振興会理事長丸山米喜。３、指定の期間、令和４年４月

１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

 本施設の指定管理者の候補者であります八方振興会は、これまで白馬村八方体育館の指定管理者

として管理を行なっており、指定期間終了に伴い再指定をしたいものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第８ 議案第４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条

例について   

議長（太田伸子君）  日程第８ 議案第４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  議案第４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について説明いたします。 

 今回の条例改正は、別表中に白馬村いじめ問題対策連絡協議会、白馬村いじめ問題調査委員会を

追加したいものであります。 



－16－ 

 議案４枚めくっていただきますと新旧対照表になりますので、そちらのほうを御覧ください。 

 白馬村再生可能エネルギーに関する基本方針等連絡協議会の下に、白馬村いじめ問題対策連絡協

議会、白馬村いじめ問題調査委員会を追加するものです。 

 両会とも既に設置要綱がつくられ活動しているところですが、根拠法令のいじめ防止対策推進法

では、この協議会は条例で設置することになっておりますので、今回改めて条例を改正するもので

す。 

 なお、この条例の施行は令和４年４月１日としたいものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第９ 議案第５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正

する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第９ 議案第５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  議案第５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一

部を改正する条例について説明いたします。 

 今回の条例改正は、議案第４号による条例改正に伴い、別表中に白馬村いじめ問題対策連絡協議

会委員を追加したいものです。 

 最終面の新旧対照表を御覧ください。 

 農地利用最適化推進委員の下に、白馬村いじめ問題連絡協議会委員を追加するもので、報酬は他

の委員と均衡を取り、日額６,１００円、半日額３,８００円としたいものです。 

 なお、白馬村いじめ問題調査委員会委員は、別表のうち、上記非常勤職員のうち専門の知識を有

するなど社会通念上、その報酬を考慮すべきと判断される者の項を適用すべきと考え、今回、追加

しておりません。 

 この条例の施行は令和４年４月１日としたいものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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 △日程第１０ 議案第６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１０ 議案第６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第３条寄附金の指定等、第１項の文末の事業の指定を「ものとする」を「ことができる」に改正

し、第５条積立て、第１項では同項第１号を本文に加えることにより文言を整理し、第２項及び第

３項を加えるものです。 

 これは条例に規定する９つの事業についてご寄附を頂いておりますが、それぞれの基金の積立額

に差が生じてきており、各事業における健全な執行が図れるよう、第２項では、その積立額が１億

円を超える場合は当該事業以外の事業の財源に充てるため、事業の区分を変更することを可能とす

る規定を加えるものです。 

 第３項では、ただいま説明いたしました第２項の区分変更を行なうために、寄附者に対してあら

かじめ変更できる旨を周知しなければならない規定を加えるものです。 

 改め文に戻っていただきまして、この条例は令和４年４月１日から施行したいものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１１ 議案第７号 白馬村税条例の一部を改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１１ 議案第７号 白馬村税条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。田中税務課長。 

税務課長（田中克俊君）  議案第７号 白馬村税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたし

ます。 

 本条例は、法人村民税の法人税割の税率につきまして本則を改正いたしますとともに、附則にお

きまして特例措置を講ずるものでございます。 

 それでは、新旧対照表でご説明いたしますので、議案の最終ページを御覧ください。 

 第３４条の４で規定いたします法人税割の税率を、現行の「１００分の８.４」から標準税率であ

ります「１００分の６」に改めるものでございます。 
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 次に、附則におきまして、法人税割の特例規定を新たに設けるものであります。この規定は、本

則で規定する税率にかかわらず、令和５年３月３１日から令和８年３月３０日までの３年間に終了

する各事業年度、もしくは各計算期間における法人税割の税率、またはこの期間内に解散もしくは

合併により清算する法人の税率を中間税率であります「１００分の７.２」とするものであります。 

 １ページお戻りいただきまして、改正条例の附則を御覧ください。 

 施行期日として、この条例は公布の日から施行としますが、第３４条の４の改正規定は令和５年

４月１日から施行といたします。 

 また、経過措置といたしまして、第３４条の４の規定は令和４年４月１日以後に開始する事業年

度の法人について適用し、同日前に開始した事業年度の法人の税率につきましては、従前の

「１００分の８.４」とすることを規定しております。 

 説明は以上であります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１２ 議案第８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１２ 議案第８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。 

 今回の改正は、全世代型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の

施行に伴う地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税について未就学児の被保険者均等割

額の５割を軽減するもので、７・５・２割軽減となる低所得者世帯については、それぞれの軽減後

の均等割額から５割を軽減するものであります。 

 そのほかに、法律、政令改正に伴う規定の明確化と引用条項の改正の整備及び国保税の納税通知

書等の様式を規則で定めるための所要の改正を行なうものであります。 

 新旧対照表８ページをお開きください。 

 中ほどからになりますが、第２３条第２項を改めるもので、内容は、６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前にある被保険者、いわゆる未就学児がある場合における当該納税義務者に対して

課する被保険者均等割額は、それぞれ各号に定める額を減額して得た額とする、とするものです。 

 第１号は基礎課税額、いわゆる医療費分として区分されるものですが、被保険者均等割額の未就

学児１人の減額する額となります。アは７割軽減後の均等割額から５割を軽減した世帯の場合は
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２,３８５円、イは５割軽減世帯の場合は３,９７５円、９ページになりますが、ウは２割軽減世帯

の場合は６,３６０円、エは軽減が適用されない世帯の場合は７,９５０円と定めるものでありま

す。 

 ２号は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の未就学児１人の減額する額となり

ます。第１号と同様に、アは７割軽減世帯の場合は１,９９５円、イは５割軽減世帯の場合は

３,３２５円、ウは２割軽減世帯の場合は５,３２０円、エは軽減が適用にならない世帯の場合は

６,６５０円と定めるものであります。 

 １０ページ、第２７条は国保税の納税通知書、その他の必要な様式を規則へ記入するための改正

で、見出しを含めて改めるものであります。 

 そのほかの改正につきましては、法律、政令の改正に伴い引用する条項のずれを改める改正及び

規定を明確化するための整備等となります。 

 改め文２ページをお願いいたします。 

 附則で、この条例の施行日は、未就学児に係る被保険者均等割の軽減に関する改正及び第２７条

の改正につきましては令和４年４月１日とし、その他の所要の改正は公布の日からとするものであ

ります。 

 第２項適用区分として、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によると

するものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１３ 議案第９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて   

議長（太田伸子君）  日程第１３ 議案第９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。 

 最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 今回の改正は、生活雑排水汚泥の収集運搬及び処理に係る経費が上がったことから、手数料額１リ

ットル当たり「２３円」を「２７円」に改めるものであります。 

 １ページ前にお戻りいただき、改め文をお願いいたします。 
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 この条例の施行日は令和４年４月１日からとしたいものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 ただいまより５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０７分  

再開 午前１１時１２分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 △日程第１４ 議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１４ 議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について説明いた

します。 

 最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 今回の一部改正は、宿泊料金を規定する第３条に関係する別表を改正するもので、宿泊料金の区

分を１人１泊の素泊まりのみに改めるものです。 

 改正前の条例では、１泊２食や１泊朝食、１泊夕食といった区分となっており、宿泊以外のサー

ビスに相当する食事料金を含めた料金を規定していました。これを改正後の条例では、区分は１人

１泊の素泊まり料金、つまり宿泊サービスの提供に相当する料金のみとし、その上限額を大人が１万

円、小学生が５,０００円、小学生未満が３,０００円と規定するものです。これにより、食事のサー

ビスと価格設定において自由度が高まることになりますので、指定管理者の創意工夫を凝らした施

設経営を期待することができます。 

 なお、この条例の施行日は令和４年４月１日にしたいものであります。 

 説明は以上になります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１５ 議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て   
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議長（太田伸子君）  日程第１５ 議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例についてご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律が公布さ

れ、同法附則で消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正され、これを踏ま

え所要の改正を行なうものです。 

 最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 改正内容ですが、第３条第２項ただし書を削るものとなります。 

 改め文にお戻りをいただき、附則第１項では、この条例の施行日を令和４年４月１日とし、同第

２項では、現に担保されている権利については、この条例の施行日以後も従前の例により担保に供

することができる経過措置を設けるものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１６ 議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）   

議長（太田伸子君）  日程第１６ 議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）につ

きましてご説明をいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,１７０万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を６７億７,２６４万５,０００円とするものであります。 

 第２表債務負担行為の補正につきましては、６ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為補正は、まず、石彫公園や北アルプス広域連合施設の敷地に係る馬畔共有地

地上権設定敷地借地料ですが、契約により固定資産税評価額の変動に伴う限度額の変更と北アルプ

ス広域連合が行なう旧清掃センター解体撤去工事などの負担金に係る令和３年度マテリアルリサイ

クル整備事業ですが、工事費の減額に伴う限度額の変更であります。 

 第３条、地方債の補正につきましては、７ページをお開きください。 

 第３表地方債補正では、まず、臨時財政対策債は、普通交付税の再算定により５,５０６万
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３,０００円が臨時財政対策債償還基金費として交付されることによる限度額の減額です。 

 庁舎等改良事業、落倉自然園木道改修に係わる観光レクリエーション施設改修事業、道路新設改

修事業、スノーハープのその他施設災害復旧事業は精算による限度額の減額であります。 

 農業基盤整備事業は、国の補正予算に伴い、北城南部地区のほ場整備事業を前倒しで行なうため

限度額を増額、学校施設改修事業も、国の補正予算に伴い、中学校女子トイレの洋式化工事を行な

うため限度額を増加するものであります。 

 １０ページ、歳入明細を御覧ください。 

 主なものについてご説明をさせていただきます。 

 １０款１項１目地方交付税２億８３１万６,０００円の増額は、普通交付税の増額により一般

財源の不足額を補うためのものです。 

 １２款１項３目農林業費負担金１,８５０万円の増額は、先ほどご説明いたしました国の補

正予算に伴い、北城南部地区ほ場整備事業の土地改良事業受益者負担金を増額するものです。 

 １３款１項１目総務使用料１,０００万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により

ジャンプ台リフト使用料が減ったことによるものです。 

 １１ページを御覧ください。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金８３２万４,０００円の減額は、対象児童数の減少により、児童

手当負担金７０４万６,０００円の減額などによるものです。 

 １２ページを御覧ください。 

 １４款２項７目総務費国庫補助金１,２６１万９,０００円の増額は、国の補正予算により新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が追加交付されたため、９８９万１,０００円増額

などによるものです。 

 ８目農林業費国庫補助金１,２６５万円の減額は、犬川小水力発電事業に係る農業用水路等長寿命

化・防災減災事業補助金を国庫支出金から県支出金への組替えと、事業精算に伴う減額によるもの

です。 

 １３ページを御覧ください。 

 １５款２項４目農林水産業費県補助金１,１９１万７,０００円の増額は、先ほどの農業水路等長

寿命化・防災減災事業補助金を県支出金への組替えによる１,０８９万７,０００円の増額などによ

るものです。 

 １０目商工費県補助金６,９５０万円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事

業者の支援を目的として交付される第６波対応事業者支援交付金の増額によるものです。 

 １４ページを御覧ください。 

 ３項１目総務費県委託金１,００９万１,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響に

対する補填金として、ジャンプ台管理委託金の増額などによるものです。 
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 １７款１項１目一般寄附金１,６６７万４,０００円の増額は、白馬インターナショナルスクール

準備財団と白馬スキークラブへのクラウドファンディングによる寄附に伴うものです。 

 １５ページを御覧ください。 

 １８款１項１目財政調整基金繰入金３,０００万円の減額と２目減債基金繰入金７,０００万円の

減額は、普通交付税の増額と各種事業の実施状況などを鑑みて基金の取崩しを抑えるものです。 

 ２０款５項１目雑入６万８,０００円の増額は、主に雪害によるウイング２１屋根修繕費に係

る損害保険料１３７万５,０００円の増額などによるものです。 

 １６ページ、２１款１項村債に関しましては、先ほど第３条地方債補正で説明をいただいたとお

りであります。 

 １７ページ、歳出明細を御覧ください。 

 全般的に人件費や事業が完了した予算の精算によるものが主なものであります。 

 １款１項１目議会事務事業１０万２,０００円の増額は、議会全員協議会室のマイク購入費３５万

２,０００円の増額などによるものです。 

 １８ページ、２款１項５目姉妹都市提携事業４５３万７,０００円の減額は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、姉妹都市交流などの中止による減額です。 

 少し飛びまして、２０ページを御覧ください。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳事業２０９万６,０００円の増額は、デジタル社会形成整備法

により住民基本台帳法が改正され、それに伴うシステム整備に対応するための社会保障・税番号制

度システム整備委託料２７２万８,０００円増額などによるものです。 

 少し飛びまして、２３ページを御覧ください。 

 ３款１項４目社会福祉施設事業９６２万２,０００円の減額は、佐野地区高齢者支え合いセン

ター建築取下げによるものです。 

 ２４ページ、６目住民国保事業８７４万円の減額は、国民健康保険保険基盤安定負担金の再算定

による繰出金の減額です。 

 ２５ページ、２項１目児童手当等給付事業１,３４８万２,０００円の減額は、事業完了による児

童手当９６５万円減額などによるものです。 

 ２６ページから２７ページにかけまして、３目しろうま保育園運営事業６１０万円の減額は、会

計年度任用職員の予定人員を確保できなかったことによる人件費の減額です。 

 ２７ページ、４款１項１目合併処理浄化槽整備事業３５６万１,０００円の減額は、補助件数の決

定による減額です。 

 ２８ページ、４目母子保健事業２４４万１,０００円の減額は、事業終了による減額です。 

 ２９ページ、５款１項３目農業振興事業３００万円の減額は、取組事業者なしのため、経営体

育成支援事業費補助金の減額によるものです。同じく、農地集積協力金交付事業２６６万
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５,０００円の増額は、北城南部地区ほ場整備対象農地において、第３・第４工区の機構集積が実施

されたため、これに対する地元実行委員会への協力金の交付です。同じく青年就農給付金交付事業

３００万円の増額は、事業計画の変更により、交付対象者２名の追加採択によるものです。 

 ３０ページ、４目ほ場整備事業２,５３３万８,０００円の増額は、先ほど説明をいたしました国

の補正予算に伴い、北城南部地区のほ場整備事業を前倒しで行なうためのものです。同じく犬川用

水電動ゲート設置小水力発電事業２５４万円の減額は、業務に伴う入札差金分の減額になります。 

 少し飛びまして、３２ページを御覧ください。 

 ６款１項２目平地観光施設管理事業３２６万円の減額は、先ほど地方債の補正でも説明をいたし

ました事業完了による落倉自然園木道改修工事費の減額です。 

 ３３ページ、２項１目新型コロナウイルス感染対策事業７,２５０万円の増額は、新型コロナウイ

ルス感染症の第６波による事業者の売上げ減少の影響を緩和するため、売上減少率及び事業規模に

応じて支援金を支給するものです。 

 ３３ページから３４ページにかけまして、７款２項２目除雪事業１億１,３８０万円の増額は、地

区や除雪請負事業者と十分調整しているわけですが、大雪に伴う除雪稼働時間の増加による除雪委

託料の増額、燃料費の高騰による燃料費、関連する光熱水費の増額によるものです。 

 少し飛びまして、３６ページを御覧ください。 

 ９款１項２目学校環境整備事業４８１万６,０００円の増額は、先ほど説明をいたしました国の補

正予算に伴い、中学校女子トイレの洋式化工事を行なうためのものです。 

 少し飛びまして３８ページを御覧ください。 

 ５項２目ウイング２１維持管理事業７４９万１,０００円の増額は、主に温水ヒーター凍結による

漏水被害などに係る修繕費５５２万８,０００円増額などによるものです。 

 少し飛びまして、４０ページを御覧ください。 

 １２款１項３目ふるさと納税基金事業１,８９２万９,０００円の減額は、ふるさと納税の返礼品

などの増加に伴う特定財源への付け替えにより基金積立金を減額するものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１７ 議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）   

議長（太田伸子君）  日程第１７ 議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）についてご説明いたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８７４万１,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を１０億６,５０６万円とするものであります。 

 ５ページの歳入明細をお開きください。 

 ５款１項１目一般会計繰入金８７４万１,０００円の減額は、保険基盤安定事業の確定に伴い、

一般会計からの繰入金が確定したことによるものです。 

 ６ページの歳出明細を御覧ください。 

 ２款８項１目傷病手当金６０万円の増額は、新型コロナウイルスに感染し、労務に服することが

できず、給与等の支払いが受けられなかった方からの傷病手当申請件数の増加が見込まれることか

ら増額するものであります。 

 ３款１項１目被保険者医療給付費分９４３万円の減額は、歳入で説明した一般会計からの保険基

盤安定繰入金分の減額と、先ほど説明いたしました傷病手当金及び７ページ一番下の６款２項１目

国庫補助金返還金８万９,０００円の増額による予算の組替えを行なうものであります。 

 なお、国庫補助金返還金の増額は、令和２年度の新型コロナウイルスに係る災害臨時特例補助金

の精算により返還が生じたことによるものであります。 

 ６ページに戻りまして、４款１項１目特定健康診査等事業４２万円の減額及び７ページ、２項

１目疾病予防費、人間ドック補助金８０万円の減額は、年度末を見込んでの減額及びその下の６款

１項３目償還金１２２万円の増額による予算の組替えを行なうもので、償還金の増額は令和２年度

普通交付金に係る第三者行為等の追加により返還が生じたことによるものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１８ 議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）   

議長（太田伸子君）  日程第１８ 議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてご説明いたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４２万５,０００円を減額し、歳
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入歳出予算の総額を１億３１３万１,０００円とするものです。 

 ５ページの歳入明細を御覧ください。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料２４２万円の減額は、長野県後期高齢者医療広域連合からの

算出により当初予算に計上しますが、年度末を見込む中で特別徴収保険料と過年度普通徴収保険料

について減が見込まれることによるものであります。 

 ３款１項１目一般会計繰入金は、後期高齢者医療特別会計へ繰り出される事務費として一般会計

繰入金が３１万円の減額、保険基盤安定繰入金１万６,０００円の減額は、金額確定による減額

であります。 

 ４款１項１目繰越金は、金額の確定により３２万１,０００円を増額するものであります。 

 ６ページの歳出明細を御覧ください。 

 １款１項２目保健事業費、人間ドック補助金１万１,０００円の増額、２款１項１目広域連合負

担金は２４３万６,０００円の減額。歳入で説明いたしました保険料収入の減と保険基盤安定繰入

金の減によるものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１９ 議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）   

議長（太田伸子君）  日程第１９ 議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてご説明いたします。 

 第２条として収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入は１款水道事業収益に

１４０万円追加し、３億１,１４７万９,０００円とし、支出では１款水道事業費用を２４０万円減

額し、２億５,５５６万４,０００円とするものです。 

 内訳としては、１枚おめくりください。 

 収入の１款１項１目給水収益、水道使用料を１００万円減額し、３目その他営業収益、収益的加

入分担金を２４０万円増額するものです。 

 収益的支出の主なものは、１款３項過年度損益修正損を２２０万円減額するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 
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 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２０ 議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号）   

議長（太田伸子君）  日程第２０ 議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号）

についてご説明いたします。 

 第２条として、収益的収入の１款下水道事業収益に６４９万９,０００円を追加し、５億

２,１８３万２,０００円とし、支出の１款下水道事業費用を９３１万５,０００円減額し、５億

５,６６０万９,０００円とし、３条として、予算第４条本文括弧書き資本的収入が資本的支出に対

して不足する額を１億２,２３１万４,０００円に改め、１款資本的収入１,６４７万３,０００円を

減額し、３億３,２１７万７,０００円とし、支出では１款資本的支出７３７万４,０００円を減

額し、４億５,４４９万１,０００円とするものです。 

 次のページ、１ページを御覧ください。 

 収益的収入は、１款１項１目下水道使用料を４７０万円減額し、２項１目補助金は、一般会計補

助金１,２５０万円の増額は予算の組替えが主なものです。 

 収益的支出では、１款１項４目減価償却費９３８万６,０００円を減額するものです。 

 ２ページを御覧ください。 

 資本的収入の主なものは、１款２項補助金、一般会計補助金を１,２５０万円の組替えによる減額

と、区域外流入分担金の実績や県補償金等の精算に係るもの、資本的支出は、建設改良に係る精算

分の減額でございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２号から議案第１６号までは、お手元

に配付してあります令和４年第１回白馬村定例会常任委員会等付託書のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第１６号までは常任委員会
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等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 △日程第２１ 議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２１ 議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算を議題といたしま

す。 

 提案の理由を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算につきましてご説明

いたします。 

 私からは歳入と議会、監査及び総務課所管の歳出につきまして、その概要を説明し、その他の歳

出につきましては担当課長が順次説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般会計予算書２ページを御覧ください。 

 第１条、令和４年度白馬村一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８億７,６００万円と定め

るものであります。 

 第２条、債務負担行為の期間及び限度額につきましては、１０ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為として、まず、長年の懸案事項である庁舎の空調設備設置等事業ですが、債

務負担の期間は令和１６年度まで、限度額は２億３,７６０万円であります。 

 次に、北アルプス広域連合が行なった白馬リサイクルプラザ建設に係る令和４年度マテリアルリ

サイクル整備事業ですが、債務負担の期間は令和１４年度まで、限度額は２,４６８万２,０００円

であります。 

 第３条、地方債の目的等につきましても、１０ページを御覧ください。 

 第３表になりますが、交付税の不足を補うための臨時財政対策債を７,０００万円、以下、各種の

事業になりますが、庁舎等改修事業として庁舎の屋根改修工事に１,５６０万円、観光レクリ

エーション施設改修事業として辺地対策事業債を活用したスノーハープのメイン会場の法面改修

に伴う測量設計委託に４１０万円、農林業整備事業としてほ場整備事業、小水力発電事業、農業用

水路蓋設置工事、林道細野線の落石防止柵補修工事の計３,２４０万円、道路新設改良事業に１億

４,９４０万円、除雪機械更新事業に７４０万円、学校教育施設改修事業として公共施設等適正

管理推進事業債を活用した学校環境整備事業に５１０万円、合計２億８,４００万円の借入れを

予定しております。起債の方法につきましては、証書借入れまたは証券発行で、利率３.５％以内

となります。 

 ２ページに戻りまして、第４条、一時借入金の借入れの最高額は１５億円としております。 

 続いて、１３ページからの歳入明細を御覧ください。 

 １３ページから１４ページにかけまして、歳入の２４.５％を占める１款村税は１４億３,８４５万

８,０００円で、内訳は村民税が４億２,１１６万６,０００円、固定資産税が８億９,３７３万

１,０００円、軽自動車税が３,５４５万５,０００円、村たばこ税が６,０００万円、入湯税が
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２,８１０万６,０００円で、特に固定資産税が前年度と比べると１億９,５８３万３,０００円の大

幅な増額で見込んでおります。 

 １５ページ、２款地方譲与税７,４７０万９,０００円も、県の収入見込み額や過去の実績から、

前年度と比べると４５３万９,０００円増額で見込んでおります。 

 １６ページ、７款地方消費税交付金２億２,６００万円も、県の収入見込み額や過去の実績、消費

税率１０％の影響から、前年度と比べると３,６００万円増額で見込んでおります。 

 １７ページ、９款地方特例交付金のうち、新型コロナウイルス感染対策地方税減収補填特別交付

金が令和３年度課税の１年分限り対象となるため、前年度と比べると１億９,６４０万４,０００円

の大幅な減額となっています。 

 １８ページ、歳入の３５.６％を占める１０款地方交付税２０億９,６００万円は、普通交付税は

国の地方財政計画や過去の実績から、特別交付税は地方創生推進交付金事業や特殊事情なども踏ま

え、合わせて３億７,９００万円の大幅な増額を見込んでおります。 

 １８ページから１９ページ、１２款分担金及び負担金８,４９７万９,０００円は、１項１目民生

費負担金の保育所保育料負担金が１２１万２,０００円増額となっていますが、３目農林業費負担金

の白馬村土地改良区負担金が３３７万７,０００円減額、土地改良事業受益者負担金が１,２２５万

円減額などにより１,５５８万９,０００円の減額です。 

 ２０ページから２１ページにかけまして、１３款使用料及び手数料６,１６３万５,０００円は、

１項１目総務使用料のケーブルテレビ白馬ＩＲＵ契約利用料が５０万円増額となっていますが、観

光使用料がナイトシャトルバスを利用する外国人観光客の来訪の見通しが立たないため、シャトル

バス利用料４００万円減額などにより３７０万６,０００円の減額です。 

 ２１ページ、１４款国庫支出金１項国庫負担金１億６,８６２万８,０００円は、１目民生費国庫

負担金の障害者自立支援給付負担金が１４９万円の増額などにより１２８万９,０００円の増額で

す。 

 ２２ページから２３ページにかけまして、２項国庫補助金３億８,９８３万４,０００円は、１目

民生費国庫補助金に、待機児童の解消を図るため、新たに保育所等整備交付金を４,０００万円

計上、３目土木費国庫補助金の防災安全交付金９,４５８万８,０００円増額、６目総務費国庫補助

金の非課税世帯等臨時給付金給付事業１,０００万円増額、７目農林業費国庫補助金の犬川小水力発

電事業に係る農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金１,３２０万円増額などにより１億

１,１５５万２,０００円の増額です。 

 ２３ページ、３項国庫委託金２,１６６万３,０００円は、１目総務費国庫委託金のナショナルト

レーニングセンター委託金２１３万９,０００円の増額などにより２２４万３,０００円の増額です。 

 ２３ページから２４ページにかけまして、１５款県支出金１項県負担金は１億１,１０６万

７,０００円で、１目民生費県負担金の国民健康保険保険基盤安定負担金４７８万９,０００円の減
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額などにより３６万７,０００円の減額です。 

 ２４ページから２６ページにかけまして、２項県補助金は１億３,５３０万９,０００円で、１目

総務費県補助金の地域発元気づくり事業補助金５１７万５,０００円増額、４目農林水産業費県補

助金の犬川小水力発電事業に係る農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金３３６万円増額、

同じく、新たに水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金６００万円計上などにより１３２万

２,０００円の増額です。 

 ２６ページから２７ページにかけまして、３項県委託金は７,５３０万５,０００円で、１目総務

費県委託金にジャンプ台管理委託金の減額などにより１９８万８,０００円の減額です。 

 ２７ページから２８ページにかけまして、１６款財産収入の１項財産運用収入は１,６４１万

６,０００円で、１目財産貸付収入の指定管理対象施設貸付収入１２０万円の増額などにより

１００万７,０００円の増額です。 

 ２８ページ、１７款寄附金は１億５,３０５万２,０００円で、主なものはふるさと白馬村を応援

する寄附金１億５,０００万円です。前年度にありましたふるさと白馬人づくり寄附金３００万円は

令和４年度はないため、２０４万７,０００円の減額となっています。 

 ２９ページから３１ページにかけまして、１８款繰入金は３億４,３８３万２,０００円で、１目

減債基金繰入金では給食センター建設に係る村債、新防災情報配信システムに係る村債、ごみ処理

広域化のための施設整備に係る村債など、元利償還が始まることによって公債元金事業が４,８５０万

６,０００円増額しておりますので、その特定財源とするため４,８００万円、ただし、前年度と比

べると減債基金繰入金は２００万円の減額となっております。白馬村を応援していただいた皆様

の期待に沿えるよう有効に活用させていただくため、ふるさと白馬村を応援する基金からは、

令和５年度以降のさらなる行財政運営の健全化を考えて２,５６７万７,０００円減額し、２億

７,３０１万１,０００円となっています。 

 ３１ページに移りまして、鹿島荘改築事業のための北アルプス広域連合負担金などに福祉基金か

ら６４８万円、中小企業融資利子補給補助金に中小企業融資利子補給基金から１,１９３万

４,０００円の繰入れなどを予定しております。 

 財政調整基金は、令和４年度においては５年ぶりに当初から繰入れ計上せずに予算編成をいたし

ました。その結果、財政調整繰入金は１億２,８００万円の大幅な減額となっています。 

 １９款繰越金は３,６００万円です。 

 ３２ページから３４ページにかけまして、２０款諸収入全体では１億３,３１１万２,０００円で、

主なものは１項延滞金加算金及び過料に村税延滞金等３０４万円。３項貸付金元利収入に白馬村商

工振興資金預託金回収金２,０００万円、４項受託事業収入に介護保険地域支援事業受託金

３,８８３万１,０００円、３４ページに移りまして、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実

施事業に関する長野県後期高齢者医療広域連合補助金５２３万８,０００円、二酸化炭素排出抑
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制対策のためのＥＶシェアリング事業補助金５００万円などです。 

 ３５ページ、村債の内容は、先ほど地方債で説明したとおりでございます。 

 続いて、３６ページからの歳出明細を御覧ください。 

 １款議会費７,３８０万９,０００円は、議員１２名の報酬手当、職員２名の人件費などを計上し

ております。 

 ３７ページ、２款１項１目一般管理事業２億５,２９４万８,０００円は、特別職２名、総務課及

び会計室職員１４名、会計年度任用職員９名分の人件費などを計上しております。 

 少し飛びまして、４０ページ、２目財産管理事業６,０４４万６,０００円は、庁舎等の維持管理

費が主なものであります。今年度も庁舎屋上等屋根の改修などに庁舎改修修繕工事費２,０９０万円

を計上しております。 

 ４１ページ、３目交通安全対策事業４８万円は、白馬村交通安全協会への補助金、４２ページ、

４目防犯対策事業４０万円は、白馬村防犯協会への補助金、５目姉妹都市提携事業４７０万

３,０００円は、静岡県河津町、和歌山県太地町などとの姉妹提携交流費であります。 

 ４２ページから４６ページにかけまして、６目企画費２億９,９０７万６,０００円の主なものは、

企画一般事業の北アルプス広域経常費負担金１,４０６万８,０００円、白馬インターナショナルス

クール準備財団と白馬スキークラブへの協働のまちづくり推進補助金２,６６５万円、４３ページ、

コミュニティ推進事業の各地区に対する地域づくり事業等補助金５４０万円、４３ページから

４４ページ、ケーブルテレビ白馬管理運営事業の主なものは、電柱添架使用料等７１１万８,０００円、

続きまして、４４ページ、ふるさと納税事業７,５５０万９,０００円の主なものは、返礼品業務委

託料６,５４９万４,０００円です。 

 ４５ページから４６ページ、移住交流集落支援事業は、地域おこし協力隊及び集落支援員の報酬

や補助金、ふるさと人材奨学金返還補助金など１,８４６万５,０００円を計上しております。 

 ４６ページ、非課税世帯等臨時給付金事業１,００５万円は、新型コロナウイルス感染症の影響が

長期化する中、住民税非課税世帯と家計急変世帯を支援するための経費です。 

 ４７ページ、８目電算事業７,８２６万５,０００円の主なものは、電算総合行政情報システム委

託料１,３２７万５,０００円、行政手続オンライン化に伴うシステム改修委託料１,０３０万

７,０００円、平成２９年度に実施をしたセキュリティー強靭化事業から５年が経過し、システムラ

イセンスなどを更新するための委託料３,４５７万１,０００円、北アルプス広域連合への共同化シ

ステム負担金１,１７０万円です。 

 ４７ページから４８ページ、９目地球温暖化対策事業６３４万３,０００円の主なものは、二酸

化炭素排出抑制対策事業委託料５００万円などであります。 

 少し飛びまして、５２ページ、４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会事業は選挙管理委

員会委員の報酬、研修旅費及び郡選挙管理委員会連合会への負担金などで３０万５,０００円、
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５２ページ、２目明正選挙推進事業１０万円は、明正選挙推進委員の報酬です。 

 ５２ページから５３ページ、３目参議院議員選挙事業６８１万８,０００円は、令和４年夏に執行

予定の参議院議員通常選挙の経費です。 

 ５３ページから５４ページ、４目村長選挙事業３８８万８,０００円は、令和４年７月執行予定の

任期満了に伴う村長選挙執行に係る経費です。 

 ５４ページから５５ページ、５目長野県知事選挙事業６６６万９,０００円は、令和４年８月執行

予定の任期満了に伴う長野県知事選挙執行に係る経費です。 

 ５５ページから５６ページ、５項１目統計調査総務費２４万１,０００円は、統計調査総務事業、

就業構造基本調査などの経費であります。 

 ５６ページ、６項１目監査事業６１万１,０００円は、監査員の報酬、研修旅費及び県協議会へ

の負担金などであります。 

 飛びまして、１０６ページから１０７ページ、８款１項１目非常備消防事業３,４４６万

３,０００円は、消防団員の報酬、公務災害補償の掛金、退職報償金などであります。 

 １０７ページ、２目常備消防事業は、北アルプス広域連合への負担金などで１億５,７１４万円、

３目消防施設管理事業は、消火栓設置工事費やその他、管理負担金などで４５１万円、１０７ペー

ジから１０８ページ、４目防災事業は、新防災情報配信システムの保守委託料などで９８０万

３,０００円を計上しております。 

 飛びまして、１２８ページ、１１款公債費７億５,９４４万６,０００円は、長期債償還の元金及

び利子、一時借入金の利子であります。 

 １２９ページから１３１ページは、１２款１項基金費１億１,１９５万３,０００円、財政調整基

金利子及び減債基金利子、ふるさと白馬村を応援する寄附金に基づく積立金、地域情報化施設基金

への積立金、ふるさと白馬人づくり基金利子に基づく積立金であります。 

 １３１ページ、１３款予備費といたしまして２００万円を計上しております。 

 １３２ページから１４０ページにつきましては給与費明細書となります。 

 １４１ページにつきましては債務負担行為に関する調書であり、御覧いただくことで説明は省略

をさせていただきます。 

 １４２ページは地方債に関する調書ですが、令和２年度末現在高から令和３年度末、令和４年度

末と着実に減少し、２年度末と４年度末を比べると約７億５,０００万円、１０％ほど現在高は減少

する見込みであります。 

 以上で、私からの説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時０５分  

再開 午後 １時００分  
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議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、長澤会計室長。 

会計管理者会計室長（長澤秀美君）  それでは、会計室関係につきましてご説明をいたします。 

 予算書は４６ページになります。 

 ２款１項７目会計管理費は４０７万６,０００円です。主な内容につきましては、口座振替手数料

が１０８万３,０００円、大北農協役場出張所の負担金が８０万円となっております。 

 会計室関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、田中税務課長。 

税務課長（田中克俊君）  それでは、税務課所管事項につきましてご説明をいたします。 

 予算書は、４８ページをお願いします。 

 下段でございますが、２款総務費２項徴税費１目税務総務費７,０７２万５,０００円は、一般職

員１０名と会計年度任用職員１名の人件費が主なものでございます。なお、一般職員には、長野県

地方税滞納整理機構へ派遣する職員１名の人件費も含んでおります。 

 ４９ページ、２目賦課徴収費４,５４０万３,０００円のうち、賦課徴収事業４,１７６万３,０００円

の主な内容ですが、会計年度任用職員報酬１８６万６,０００円は、課税準備、申告相談、外国人対

応に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬。賦課収納業務電算委託料１,７７６万

２,０００円は、各税目の賦課及び徴収のための電算処理の委託料でございます。この中には、令和

５年１月からサービスを開始いたします軽自動車ワンストップサービスとＪＮＫＳ対応システム、

令和５年度から運用する地方税共通納税システムの税目追加と地方税統一ＱＲコードの導入に関す

る委託料も含んでおります。 

 おめくりいただきまして、５０ページ、地番図更新等作成委託料５１８万１,０００円は、庁内で

活用いたしますＧＩＳシステムの地番図情報を更新するための委託料で、登記履歴システムに関す

る業務も含んでおります。土地評価替え業務委託料２５７万５,０００円は、令和６年度土地評価替

えのための不動産鑑定委託料、家屋評価システム導入委託料２４２万円は、家屋評価の精度向上の

ために新たに導入するシステム構築の委託料、納税システム使用料等２１８万７,０００円は、口座

振替、コンビニ収納等の各システムの利用料のほか、ＧＩＳと連携した固定資産税システムのライ

センス料でございます。 

 次に、債権回収事業３６４万円の主な内容ですが、長野県地方税滞納整備機構負担金１８９万

７,０００円は、１８件の滞納案件を移管するために滞納整理機構の規約に基づいて算出しました負

担金を計上してございます。裁判所予納金１００万５,０００円は、相続人不存在土地等の処分に関

して相続財産管理人選任の申立てに係る費用で１件分を計上しております。 

 税務課の関係につきましては、以上でございます。 

議長（太田伸子君）  次に、太田住民課長。 
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住民課長（太田洋一君）  住民課関係についてご説明いたします。 

 予算書５１ページをお開きください。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費３,５６３万４,０００円は、職員２名分の人件費のほか、住基

電算委託料６９４万９,０００円のうち５８３万円は、コンビニ交付システム構築に係る委託料が含

まれております。そのほかにコンビニ交付に係る費用としてシステム確認試験のための普通旅費

１万８,０００円、システム使用料等１８１万円のうち、コンビニ交付システム等の使用料として

３５万８,０００円、一番下のＪ─ＬＩＳ運営負担金は地方公共団体情報システム機構への負担

金として５万８,０００円を計上しております。そのほかに、中ほどの戸籍電算委託料８２７万

２,０００円は、戸籍法の一部改正によりシステム改修が必要なため、前年度より６７０万円余

りの増額となっております。 

 飛びまして、６７ページをお願いいたします。 

 ３款１項６目住民総務費２億４,１７７万９,０００円で、説明欄、住民総務事業１,９８４万円

１,０００円は、職員３名分の人件費のほか、人権擁護や保護司活動などの経費が主なものでありま

す。 

 ６８ページ、上から３つ目の住民国保事業１億４９０万８,０００円は、国民健康保険事業勘

定特別会計への繰出金です。 

 その２つ下の後期高齢者医療事業１億１,７０３万円は、高齢者の保健事業と介護予防等の一

体的事業を実施する費用として、会計年度任用職員報酬は職員１名分の人件費、消耗品、通信運搬

費、一体的事業委託料５７万２,０００円を含む９９１万２,０００円が経常事業費となり、特定財

源として長野県後期高齢者医療広域連合からの補助金５２３万８,０００円を計上しております。 

 １８節療養給付費負担金７５７万８,０００円と長野県後期高齢者医療広域連合負担金３９２万

６,０００円は、長野県後期高齢者医療広域連合の試算により計上をしております。後期高齢者

医療特別会計繰出金として２,７３６万４,０００円を計上しております。 

 ７目福祉医療費４,２２０万３,０００円は、１８歳までの子供、独り親家庭、重度心身障がい者

への医療給付費が主なものであります。 

 少し飛びまして、７６ページをお願いします。 

 ３款３項１目年金総務費４７６万１,０００円は、職員１名分の人件費が主なものであります。 

 ４款１項１目環境衛生費５,４２３万６,０００円は、説明欄、環境衛生事業３,０７４万

８,０００円の主なものは、職員３名分の人件費のほか、７７ページになりますが、雑排水収集処

理委託料３１７万１,０００円、北アルプス広域葬祭場の運営負担金として４１３万３,０００円

です。狂犬病予防対策事業は１７万２,０００円です。公衆トイレ管理事業７８９万８,０００円

は、村内１６施設の公衆トイレの維持管理に要する費用で、光熱水費、トイレ管理委託料等を計

上しております。 
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 飛びまして、８２ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目塵芥処理費１億７,２８２万８,０００円で、主なものは１１節一般廃棄物処理手数

料８４０万円は、大町市が所有する最終処分場へのガラス、陶器くずの埋立費用、１２節塵芥処理

委託料４,１６８万７,０００円は、地区集積場、粗大ごみ集積場からのごみ収集運搬処分等に要す

る費用。 

 ８３ページ、石彫復旧移設工事費２５５万円は、白馬リサイクルセンター建設に伴い仮移設した

石彫を、ふれあいの杜に本設置するための工事費となります。北アルプス広域連合負担金１億

９７２万２,０００円は、ごみ処理広域化に伴う広域連合施設の運転維持管理及び施設整備に係

る費用の負担金となります。生ごみ処理機購入補助金は、前年比３１万円を増額し、８０万円を計

上いたしました。 

 ２目し尿処理費６,７３３万６,０００円は、クリーンコスモ姫川の維持管理に係る白馬山麓事務

組合負担金で、前年比２,１５７万円の減額となりました。 

 住民課関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  続きまして、上下水道課関係についてご説明をいたします。 

 ７８ページをお開きください。 

 ４款１項１目環境衛生費、合併処理浄化槽整備事業でございます。下水道処理区域外に設置され

ます合併処理浄化槽に対する補助金として１,５３１万８,０００円を計上し、設置件数は３８件を

見込んでおります。 

 また、続きましては小規模水道の関係でございますが、青鬼、通といった集落の小規模水道の維

持管理事業としまして修繕費を見込んでおります。 

 上下水道課関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  健康福祉課関係につきましては、６０ページ下段からになります。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の本年度予算額５,７５１万９,０００円は、職員４名分の人件費と

民生児童委員会２２名に係る謝礼や活動委託料、次ページ、白馬村社会福祉協議会の運営補助金

２,１２２万６,０００円などでございます。 

 次に、２目老人福祉費は予算額４,９８３万７,０００円です。説明欄を御覧ください。老人福祉

事業は２,１７２万７,０００円で、主な支出内容は、中ほど、老人福祉施設措置費の１,９７７万

８,０００円で、ここ２年、コロナ禍で開催できていませんが、報償金など敬老会の開催経費につい

てもこちらに計上してございます。 

 次に、介護予防・地域支え合い事業１,２２８万８,０００円は、高齢者などの配食サービス事業

委託料や、次ページ、お願いします、温泉施設利用高齢者等助成金２００万などで、高齢者の在宅
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生活を支援するための予算をこちらに計上してございます。 

 次に、乗合タクシー運行事業１,３９５万２,０００円は、乗合タクシー運行に要する経費として

タクシー会社への委託料などを計上してあります。 

 ６３ページ、権利擁護事業は、北アルプス成年後見支援センターの運営負担金１１２万３,０００円

が主なもので、次の高齢者移動支援事業６０万円は、４月以降に新型コロナワクチンを接種する

６５歳以上の方の接種会場までの往復のタクシー代でございます。 

 続いて、３目障害者福祉費は予算額１億５,０４０万円で、利用者数、利用回数等の増加により、

前年度比５２１万２,０００円の増で予算計上となりました。 

 心身障害者福祉事業１億４,２４１万４,０００円は、障がい者の自立した生活を支えるための各

種給付を行なうもので、６４ページをお願いします、自立支援給付費１億１,１８８万円、児童

福祉給付費２,２０７万円などが主な内容でございます。 

 次に、地域生活支援事業７９８万６,０００円は、障がい者の地域生活を支えるサービス、用具

の給付等を行なうもので、主なものは障がい者自立支援センターの運営負担金、次ページの日常生

活用具給付費、日中一時支援事業給付費などでございます。 

 続いて、４目社会福祉施設費１,２１０万３,０００円は、保健福祉ふれあいセンター維持管理事

業６４２万６,０００円と社会福祉施設事業５６７万７,０００円は、養護老人ホーム鹿島荘改築等

に係る北アルプス広域連合への負担金でございます。 

 ６６ページをお願いします。 

 ５目介護保険費は予算額２億６０２万５,０００円で、説明欄、介護保険事業１億６,３２６万

８,０００円は、北アルプス広域連合への負担金などでございます。 

 続きまして、地域包括支援センター地域支援事業は４,２７５万７,０００円で、職員１名、会計

年度任用職員３名の人件費のほか、６７ページを御覧ください、介護予防・日常生活支援総合事業

委託料７７９万９,０００円は、通所サービスＣ型の委託料ですとか、一般介護予防事業の委託

料が主なもので、そのほか社会福祉協議会負担金１,５００万８,０００円は、地域包括支援セン

ター勤務の社会福祉士、主任ケアマネ各１名の人件費の負担金でございます。 

 続きまして、少し飛びますが、７８ページをお願いします。 

 ４款１項２目保健予防費は予算額５,３３８万７,０００円で、保健予防事業５,２７７万

３,０００円には職員２名と新型コロナワクチン接種に係る会計年度任用職員３名分の人件費を計

上してあるほか、主なものではワクチンの集団接種に係る医師等の謝礼７４０万円や、７９ページ

中ほどにございます健診等委託料２,８６５万２,０００円は、胃がん検診など各種住民健診に係る

委託料で、高齢者のインフルエンザ予防接種委託料ですとか、コロナワクチン個別接種の委託料な

ども含まれております。 

 ８０ページをお願いします。 
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 ３目医療対策費は８３０万円の予算です。内訳は、病院輪番群制の運営等に係る北アルプス広域

連合への負担金５６９万７,０００円を含みます医療対策事業の６３０万円とスキー傷害診療事業

が２００万円でございます。 

 健康福祉課関係の説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、田中農政課長。 

農政課長（田中洋介君）  農政課関係についてご説明いたします。 

 ８４ページをお開きください。 

 ５款１項１目農業委員会費１,２１４万８,０００円は、農業委員１２名、農地利用最適化推進委

員１名、計１３名分の報酬２４９万２,０００円、職員１名分及び会計年度任用職員１名分の人

件費、農家台帳システム使用料８３万２,０００円、北安曇地区農業委員会協議会負担金、農業

者年金の受託事業が主なものとなります。 

 ８５ページにかけた２目農業総務費４,０８３万２,０００円は、職員６名分の人件費と農協派遣

職員の人件費及び農業推進協議会等への負担金が主なものです。 

 ３目農業振興費は４,２０３万７,０００円です。農業振興事業の２,２８１万２,０００円の内訳

は、会計年度任用職員２名分の人件費、８６ページをお開きください。農業体験実習館バリアフ

リー化工事１４８万２,０００円、白馬村農業再生協議会への経営所得安定対策等推進事業への

補助金４０２万７,０００円、認定農業者に対する農業機械等購入支援金補助の２５０万円、収

入保険負担金４０万円、有機ＪＡＳ認定経費負担金１０万円、水田麦・大豆産地生産性向上事業

補助金の６００万円が主なものとなります。産地づくり対策事業ですが１４５万１,０００円で、

水稲病害虫防除への補助金と産地づくり対策の負担金が主なものとなります。 

 ８７ページにかけました中山間地域等直接支払事業８７６万６,０００円は、農業生産条件が

不利な６団体へ交付するものでございます。環境保全型農業直接支払事業５０万円は、環境保全

に効果の高い営農活動に対しての支援となります。特産品事業１００万７,０００円は、高収

益作物の白ネギ試験ほ場の栽培委託、農産物の販売促進等を図るものとなります。青年就農等給付

金交付事業ですが７５０万円、新規就農者への初期段階での支援で、対象者は５名を見込んでお

ります。 

 次に、４目農地費ですが、１億５,１２９万９,０００円です。多面的機能支払交付金事業３,４００万

９,０００円は、農業の多面的機能維持の地域活動や営農活動を支援するため、活動組織に交付しま

す。 

 ８８ページを御覧ください。 

 村単土地改良事業１,２９４万４,０００円は、会計年度任用職員１名の人件費、松川予備取水口

維持管理に関する委託３１３万１,０００円、地区要望等の改良工事２５０万円、農業集落排水事

業特別会計への繰出金２９８万円が主なものとなっております。奈良井湿原保全事業１２０万
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８,０００円は、奈良井エリアの環境保全のための草刈り委託が主な内容です。 

 ８９ページ、御覧ください。 

 ほ場整備事業５,４９６万６,０００円は、北城北部地区の実施計画換地等の調整業務委託料

１,９５０万円、北城南部地区の農業用水路蓋設置工事８６６万６,０００円、北城南部地区に係る

負担金２,６６０万円であり、令和４年度は３工区、４工区の工事を行ないます。地域用水機能増進

事業５６万２,０００円は、木流川施設の維持管理が主な内容となっております。犬川用水電動

ゲート小水力発電事業は、工事費４,７００万円で、工事期間は令和５年度までを見込んでおりま

す。 

 ２項１目林業振興費ですが、１,８９９万４,０００円です。林業振興、林道補修事業で２７８万

７,０００円は、９０ページになりますが、林道細野線の落石防止工事の１９４万７,０００円が主

なものとなります。森林整備事業１９６万５,０００円ですが、緩衝帯整備等の森林づくり推

進支援事業の委託料、間伐に係わるかさ上げの補助金となります。森のエネルギー推進事業はペレ

ットストーブ購入補助で３台を見込んでおります。有害鳥獣対策事業６４３万１,０００円ですが、

実施隊員への報酬、捕獲の報償費、わな用トレイルカメラの通信費のほか、駆除委託料３１２万

６,０００円、９１ページ御覧ください。駆除従事者への補助金４６万５,０００円、個人向けの電

気柵購入補助金６０万円、組織的に取り組む協議会等への負担金７４万２,０００円が主なも

のとなります。森林経営管理制度推進事業７５１万１,０００円ですが、ナラ枯れ被害木の処理委託

料２３１万６,０００円、農業体験実習館への木質バイオマス暖房機設置工事２３１万２,０００円、

広域連携による森林専門員配置のための負担金１１０万６,０００円、まきストーブの購入補助は

３台を予定しております。 

 ９２ページ、御覧ください。 

 ３項１目地籍調査事業１,６８８万７,０００円ですが、職員２名分の人件費のほか、数値測量

業務の委託３８０万円、ＯＡ機器借り上げ８８万４,０００円が主なものでして、北城２４区の八

方地区を継続調査する予定です。 

 農政課関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  それでは、観光課関係について説明してまいります。 

 予算書は９２ページ下段からになります。 

 ６款１項１目観光総務費は３,５７６万円です。説明欄を御覧ください。９２ページから

９３ページにかけまして、観光総務事業３,２７５万９,０００円は、一般職職員４名、会計年度

任用職員２名の人件費のほか、白馬の夏祭り協賛金や八方駐車場管理組合負担金等の観光総務関係

負担金が主なものです。長野県観光協会事業３００万１,０００円は、親海湿原の遊歩道改修に係る

事業費の償還金です。 
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 次に、２目観光施設整備費は２,２７９万５,０００円です。平地観光施設管理事業８５６万

３,０００円では、観光施設修繕費９２万１,０００円、白馬駅前観光案内業務を含む施設管理等委

託料３６８万３,０００円や、９４ページにかけまして、駅前休憩所運営業務委託料１５２万

円が主なものです。山岳観光施設維持補修事業は１,４２３万２,０００円です。山小屋等施設の修

繕費１３４万７,０００円、登山道の維持管理業務や山岳情報提供業務等の施設維持管理委託料

４６５万９,０００円、頂上宿舎の出入口引戸を修繕するための工事請負費１４１万５,０００円の

ほか、八方池山荘建て替え計画基本設計業務委託料４００万円を新たに計上しています。施設の建

て替えに向けて必要な調査や研究、調整を進め、基本設計を作成します。 

 次に、９５ページに移りまして、３目観光宣伝振興費は１億９,４５８万１,０００円です。

２１観光戦略事業６,９２７万円では、宿泊産業イノベーション研修事業に係る委託料４９２万

円、白馬村観光局負担金４,６９９万５,０００円、アルペンライナー、北陸新幹線シャトル、白

馬バレーシャトルバスの運行負担金や、広域型ＤＭＯである白馬バレーツーリズムの運営負担金

を含む観光振興負担金等１,７０５万６,０００円が主なものです。ゆるキャラ活用事業は

１９２万８,０００円です。 

 サイクルツーリズム事業は３３８万３,０００円です。地域おこし協力隊員の人件費のほか、

９６ページに移りまして、サイクリングコース整備維持管理委託料１８０万円が主なものです。 

 地方創生推進交付金事業は１億２,０００万円です。５年計画の最終年度となるグランピング等に

よるアクティビティ強化、魅力増強事業に係る予算で、推進交付金委託料７１５万円、白馬マルシ

ェの運営やアクティビティのプロモーション等に対する交付金事業負担金１億１,２８５万円を計

上しています。 

 次に、４目観光安全浄化対策費は１,０６２万１,０００円です。高山植物やライチョウ保護活動、

八方尾根自然研究路植生回復事業に対する負担金のほか、９７ページに移りまして、八方第３駐車

場公衆トイレの大規模改修に対する補助金として、観光地域づくり重点支援事業補助金４６０万円

を計上しています。 

 次に、５目観光特産費は１,５２４万１,０００円です。工事請負費１２４万３,０００円は、道の

駅白馬の壁紙等を修繕する費用です。道の駅白馬土地購入費１,３５０万円は、賃借契約期間の

満了に伴い、敷地２筆を取得するための費用です。 

 次に、６目遭難対策費は２９７万９,０００円で、遭難防止対策に係る登山相談所の設置に

要する費用、山岳遭難防止対策協会への負担金が主なものです。 

 続きまして、９８ページ、２項商工費１目商工振興費は５,８８７万９,０００円です。商工振興

事業は３,６３９万９,０００円で、白馬商工会に対する負担金や補助金として融資制度事務経費負

担金３０万円や経営改善普及事業補助金７９０万４,０００円、地域総合振興事業補助金等を

計上しているほか、マル経資金の利子に対する補助金として小規模事業者経営改善資金利子補給補
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助金５０万円や、創業支援事業補助金７００万円、商工振興資金預託金２,０００万円も計上

しています。 

 新型コロナウイルス感染対策事業は２,２４８万円で、コロナ禍における中小事業者の資金繰り支

援として中小企業融資利子補給補助金１,１９３万５,０００円、信用保証料補給事業負担金

１,０００万円を計上しているほか、交通手段を持たない旅行者に輸送サービスを提供する

受診支援対策協議会負担金５３万６,０００円も計上しています。 

 観光課関係の説明は以上になります。 

議長（太田伸子君）  次に、矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  続きまして、建設課関係、予算書９９ページからお願いいたします。 

 ７款１項土木管理費、説明欄の土木総務事業は４,４００万５,０００円で、職員５名分の人件費

のほか、白馬駅前無電柱化工事に伴う県単事業負担金１,０００万円などが主な内容です。 

 その下、７款２項１目道路橋梁総務事業は３６０万９,０００円で、次の１００ページにかけま

して、道路台帳の補正委託料２９９万２,０００円などが主なものであります。 

 その下、２目道路維持費の説明欄、道路維持補修事業３,６８７万１,０００円は、村道の維持管

理に要する費用で、道路照明の電気料など光熱水費として１９０万円、１０１ページ上段の村道維

持に係る補修工事費に１,９００万円、各地区への資材支給用原材料費として７５０万円など

を計上しております。 

 その下、除雪事業につきましては２億２,２１６万８,０００円で、前年度とほぼ同水準の計上で

あります。光熱水費５１０万円は、ロードヒーティングや無散水消雪施設の電気料、除雪委託料

１億８,９００万円は、前年と同額で計上いたしました。機材借上料３２８万７,０００円は、定置

式の凍結防止剤散布機のリース料、原材料費の８５０万円は凍結防止剤の購入費用であります。 

 １０２ページ、説明欄の除雪機械整備事業１,３４６万円は、老朽化した除雪車両の更新費用

であります。 

 その下、７款２項３目道路新設改良費、説明欄の道路新設改良事業１,０３８万６,０００円は、

職員及び会計年度任用職員、各１名分の人件費が主なものです。 

 村道改良国庫補助事業２億１,１９６万９,０００円は、工事を先送りしておりました神城地区の

踏切改良工事のほか、橋梁の修繕工事、点検などに係る経費を計上いたしまして、財源は国から

の交付金９,９９９万円などを見込んでおります。道路改良起債事業６,７５３万５,０００円は、

舗装の個別修繕計画に基づく工事請負費６,４４６万９,０００円などが主なものです。 

 １０３ページ、村道改良単独事業５９６万９,０００円は、南神城駅前整備期成同盟会負担金

４６２万９,０００円などが主なものです。 

 ７款２項４目の交通安全施設整備費２５０万円は、前年と同額の計上であります。 

 その下、７款３項１目河川総務事業は５３１万５,０００円で、前年に引き続き、準用河川の支障
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木伐採の工事請負費として３３８万２,０００円を見込んでおります。 

 １０４ページに入りまして、７款４項１目、説明欄、都市計画事業１,３１５万１,０００円は、

航空写真作成委託料１,０７１万円を新規に計上いたしました。その下、都市計画マスタープ

ラン改定事業８７８万２,０００円は、前年に引き続き、計画の策定経費を計上しました。 

 その下、７款４項２目都市公園維持管理事業１６０万円は、大出公園及び周辺施設の維持管理経

費が主なものであります。 

 １０５ページ、７款５項１目の住宅管理費です。村営住宅管理事業１３０万２,０００円は、村営

住宅に係る修繕費など、経常的な費用を見込んだものであります。 

 ７款５項２目の住宅費は克雪住宅普及促進事業補助金で、前年と同額の９０万円を計上いたしま

した。 

 建設課関係の説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  それでは、教育課所管事項につきましてご説明いたします。 

 少し戻っていただきまして、４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目企画費のうち、白馬高校支援事業９,５４４万９,０００円は、地域おこし協力隊

１名の報酬、白馬山麓事務組合等負担金、地域おこし協力隊助成金が主なものとなっております。 

 それでは、飛びまして、１０８ページになります。 

 ９款１項１目教育委員会費、教育委員会総務事業１８８万６,０００円は、教育委員４名の報酬と

大北市町村教委連絡協議会負担金が主な内容です。 

 ２目事務局費８,００６万９,０００円は、教育委員会のうち、教育委員会事務局一般事業

６,２３８万１,０００円ですが、教育長と教育課職員４名、会計年度任用職員２名の人件費が主な

ものであります。なお、教育委員会関係の退職手当組合負担金が一括計上されております。 

 １１０ページ下段、学校環境整備事業１,７０７万３,０００円は、学校施設の修繕や設備更新等

を計画的に実施しているもので、令和４年度は南小の灯油タンクや床の修繕、小学校の遊具の更新

などを計画しております。 

 １１１ページ、２項小学校費１目学校管理費２,１４４万４,０００円は、南小学校管理事業

１,０２８万５,０００円、北小学校管理事業１,１１５万９,０００円で、ともに学校用務員１名の

人件費と学校施設管理に係る経常的な経費であります。 

 １１２ページの下段、２目教育振興費７,５６９万８,０００円のうち、南小学校教育振興事業

１,９３１万７,０００円は白馬南小学校の教育振興に係る費用で、学習支援講師３名ほかの人件費

と学校教育に係る消耗品などの経常経費です。 

 １１４ページ、北小学校教育振興事業３,８８６万９,０００円は、白馬北小学校の教育振興に係

る費用で、学習支援講師５名ほかの人件費と学校教育に係る消耗品などの経常経費です。 
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 １１６ページ、スクールバス運行事業１,７５１万２,０００円は、４か月の試験運行に係る経費

です。 

 ３項中学校費１目中学校管理事業８７４万１,０００円は、白馬中学校用務員１名の人件費と

施設管理に伴う経常的な経費です。 

 １１７ページ、２目中学校教育振興事業５,３２９万４,０００円は、学校講師４名ほかの人件費

と学校教育に係る消耗品等の経常経費です。 

 続きまして、１２６ページをお願いいたします。 

 中段の５項３目学校給食費１億５４４万９,０００円は、給食センターの運営に係る費用で、栄養

職員１名と常勤調理員１１名ほかの人件費、１２７ページ、施設の光熱水費、賄材料費や施設保守

委託料が主なものです。 

 歳入のところのふるさと白馬村を応援する基金繰入金は、第３子以降の給食費を減免し、不足す

る部分と準要保護児童生徒援助費の給食費援助に係る部分に充当するものであります。 

 教育課の関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、下川子育て支援課長。 

子育て支援課長（下川浩毅君）  子育て支援課関係につきましてご説明させていただきます。 

 ７０ページをお開きください。 

 ３款２項１目児童福祉総務費２億６,４３２万２,０００円のうち、児童福祉総務事業２,１３８万

４,０００円は一般職３名の人件費、放課後子どもプラン事業１,１２８万８,０００円は放課後児童

クラブ指導員４名と放課後子ども教室のコーディネーター１名、指導員２名の人件費が主な内容で

ございます。 

 ７１ページ、児童手当等給付事業２億３,１６５万円の主な内容は、施設型給付費４,３１８万円

余りは白馬幼稚園への給付費、地域型保育給付費１,４８３万円余りは家庭的保育施設への給付費、

保育所等整備補助金４,５００万円は民間事業者による小規模保育施設建設費の補助金、そのほか児

童手当１億２,７００万円などを計上してございます。 

 ２目子育て支援費２,０８２万円は、相談員２名と一般職の保育士２名の人件費のほか、

７２ページをお開きください、北アルプス連携自立圏事業負担金５２万円余りは、病児病後児保育

事業の負担金、自治振興組合負担金２４万円余りは、子育て支援情報発信アプリ「母子モ」の負担

金が主な内容でございます。 

 ３目保育所費１億７,１１３万２,０００円のうち、しろうま保育園運営事業１億４,９０５万

１,０００円は一般職及び臨時的任用職員、会計年度任用職員の各保育士、また調理員の人件費でご

ざいます。 

 ７３ページをお開きください。 

 給食等賄材料費１,０６３万円余りなどが主な内容でございます。 
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 ７４ページ、子育て支援ルーム運営事業２,２０８万１,０００円は、なかよし広場など地域子育

て支援拠点事業と休日保育や一時預かりなどの保育サービスに係る費用で、一般職２名と会計年度

任用職員２名の常勤保育士の人件費が主な内容でございます。 

 少し飛びまして、８０ページを御覧ください。 

 ４款１項４目母子健康費４,３９７万２,０００円のうち、母子健康事業４,２９３万２,０００円

は一般職、保健師２名と事務及び専門職の会計年度任用職員の人件費、８１ページ、医薬材料費

８４２万円余りは予防接種のワクチンの購入費、健診等委託料１,２２１万円余りは予防接種

や妊娠一般健康診査等の委託料が主な内容でございます。母子保健衛生事業１０４万円は、産後ケ

ア事業等委託料２６万円、８２ページ、産婦検診委託料４４万円などが主な内容でございます。 

 以上で、子育て支援課関係の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  次に、松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  生涯学習スポーツ課関係について説明いたします。 

 予算書５６ページをお開きください。 

 ２款７項１目スポーツ事業総務費は、会計年度任用職員１名と一般職員２名の人件費でございま

す。 

 ５７ページの２目施設管理費１億１,４８２万８,０００円は、スノーハープとジャンプ競技場の

維持管理費で、スノーハープの維持管理事業は２,４６５万円、ジャンプ競技場維持管理費は

９,０１７万８,０００円で、どちらも施設の維持管理に係る燃料費、光熱水費、施設の管理委託料

が主なものであります。ジャンプ競技場維持管理費には県の管理委託金４,２１０万円とジャ

ンプ競技場リフト利用料２,２００万円等を含め、施設の維持管理を進めてまいります。 

 ５８ページをお開きください。 

 ３目スポーツ事業振興費は２,３１０万９,０００円で、各負担金や補助金が主なものでありま

す。 

 続いて、４目ナショナルトレーニングセンター費７１３万９,０００円となっておりますが、ジャ

ンプ競技場やクロスカントリー競技場の利用料等を含め、国からは全体で１,７５９万６,０００円

の委託料があり、オリンピック、ワールドカップ等の国際大会に向けての選手強化が行なわれま

す。 

 少し飛びまして、１１９ページをお開きください。 

 中段の９款４項社会教育費１目社会教育総務費は１,３５８万円で、社会教育委員６名の報酬、

会計年度任用職員１名、一般職員１名の人件費、１２０ページをお開きください、ウイング２１芸

術文化実行委員会への負担金が主なものでございます。 

 ２目公民館費は５５５万５,０００円で、各地区分館長の報酬と会計年度任用職員としての公

民館長の人件費、各種講座の講師謝礼等、講座に係る費用が主なものでございます。 
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 ３目図書館費は１,３２５万２,０００円で、主な内容は図書館の運営に係る経費で、会計年度任

用職員として図書館の司書２名の人件費や蔵書システムに係る経費、１２２ページをお開きくださ

い、図書等の購入費が主なものになっております。 

 ４目文化財保護費は１,１５３万４,０００円で、前年比９１８万４,０００円の増額となっ

ておりますが、氷河調査、神城断層地震の撓曲整備工事が主なものであります。 

 １２３ページ、５項保健体育費１目保健体育総務費でありますが１,６４９万９,０００円で、ス

ポーツ推進委員９名の報酬と会計年度任用職員１名及び一般職員２名の人件費であります。 

 １２４ページをお開きいただきまして、こちらはスポーツ祭、審判の委託料並びにスポーツ少年

団の助成金、それからスポーツ協会の補助金が主なものでございます。 

 ２目体育施設費は３,９４３万４,０００円で、体育施設維持管理事業１,２６６万５,０００円と

ウイング２１維持管理事業２,６７６万９,０００円で、主な内容は施設の維持に関します光熱水費

ですとか各種の委託料、施設の受付、維持に係る会計年度任用職員の人件費となります。 

 以上で、生涯学習スポーツ課の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２２ 議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２２ 議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計

予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算につ

いてご説明いたします。 

 特別会計予算書４ページをお開きください。 

 第１条として、国民健康保険事業勘定特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億１,４９８万

９,０００円と定めるものであります。 

 第２条として、一時借入金の限度額を５,０００万円と定めました。 

 １０ページをお開きください。歳入について説明いたします。 

 １款国民健康保険税は、前年比１,３０６万４,０００円減の２億８２９万９,０００円を

見込んでおります。 

 １１ページ、３款県支出金１項１目保険給付費等交付金は６億８,７８４万５,０００円を見込

み、医療給付費へ充当される普通交付金は６億７,３２３万７,０００円、保険者努力支援制度交

付金等の特別交付金は１,４６０万８,０００円を計上いたしました。 
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 １２ページを御覧ください。 

 ５款１項１目一般会計繰入金は１億４９０万８,０００円で、保険基盤安定繰入金６,４１４万

３,０００円、人件費繰入金は１,６３０万５,０００円です。 

 ２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金は８００万円を計上しております。 

 １３ページを御覧ください。 

 ７款諸収入１項１目保険税に係る延滞金として１１０万円を見込んでおります。 

 １５ページをお願いします。続きまして、歳出についてご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費１,９８３万円は、職員２名分の人件費、電算化共同処理事業等委託

料など経常的な費用が主なものであります。 

 １６ページをお願いします。 

 ２項１目賦課徴税費３０３万６,０００円は、国民健康保険税の賦課徴収に要する費用であり

ます。 

 １６ページから１７ページの２款保険給付費１項療養諸費は、総額５億８,９０１万８,０００円

を計上、１８ページ、２項高額療養費は８,４０５万円を計上し、いずれも県から交付される普通交

付金を充当しております。 

 １９ページ、中段の４項１目出産育児一時金５０４万３,０００円、５項１目葬祭費３０万円は、

いずれも実績を勘案しての計上であります。 

 少し飛びまして、２１ページから２３ページにかけて、３款国民健康保険事業費納付金は県へ支

払う納付金で、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護給付金分の合計で２億８,９００万円

を計上しております。 

 ２３ページ、４款１項１目特定健康診査等事業は１,１７６万２,０００円で、検査実施機関への

委託料が主なものであります。 

 ２４ページ、２項１目疾病予防費６４９万７,０００円は、３０歳以上４０歳未満を対象とする若

年健診に係る実施機関への委託料、人間ドック補助金が主なものであります。 

 ２目医療費適正化事業費１５４万７,０００円は、会計年度任用職員１名分の人件費のほか、

医療費の削減に向け、医療費通知、ジェネリック医薬品利用差額通知に要する費用を計上しており

ます。 

 ２６ページ、６款２項２目国民健康保険事業費納付金返還金２２万４,０００円は、令和２年度国

民健康保険事業費納付金の精算に伴う還付金となります。 

 ２７ページから３１ページは給与費明細書ですので、後ほどご確認ください。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 



－46－ 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 ２時０２分  

再開 午後 ２時０７分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 △日程第２３ 議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２３ 議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算についてご

説明いたします。 

 特別会計予算書３４ページをお開きください。 

 第１条として、後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７８０万円と定める

ものであります。 

 第２条として、一時借入金の限度額を１,０００万円と定めました。 

 ３９ページをお願いします。歳入についてご説明いたします。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料は８,０１５万円で、前年比１４０万９,０００円の減を見込

んでおります。 

 ３款１項１目一般会計繰入金２１４万１,０００円、２目保険基盤安定繰入金は２,５２２万

２,０００円を計上しております。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 ４款繰越金１０万円、５款諸収入１６万円は、いずれも前年度と同額を計上しております。 

 続きまして、４１ページ、歳出明細をお願いいたします。 

 １款１項１目徴収費１４２万１,０００円は、保険料徴収に要する費用となります。 

 ２目保健事業費７２万円は、人間ドック補助金であります。 

 ２款１項１目広域連合負担金１億５３８万４,０００円は、村が徴収した保険料と保険基盤安

定繰入金を長野県後期高齢者医療広域連合へ支払うものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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 △日程第２４ 議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２４ 議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算につ

いてご説明いたします。 

 特別会計予算、４４ページをお開きください。 

 第１条として、農業集落排水事業特別会計予算の総額は歳入歳出それぞれ３９３万７,０００円

と定め、３年度当初予算と比べ６１万２,０００円の減額となっております。 

 第２条として、一時借入金の最高額は１５０万円と定めました。 

 ４７ページをお開きください。歳入歳出明細より予算の概要を説明いたします。 

 １款使用料及び手数料は８９万５,０００円を、２款１項一般会計繰入金は２９８万円をそれぞれ

見込んでおります。 

 ４款諸収入は、野平地区からの償還金に対する地元負担金として５万２,０００円を計上しており

ます。 

 ４８ページを御覧ください。歳出を説明いたします。 

 １款１項２目施設維持管理費２０６万６,０００円は、処理場及び下水道管渠の維持管理に要

する費用で、処理場の運転管理委託料１０６万２,０００円が主なものです。 

 ２款１項公債費１目元金は１５３万９,０００円、２目利子は２６万円をそれぞれ見込んでお

ります。 

 ５０ページを御覧ください。 

 地方債に関する調書で、令和４年度末の地方債残高は１,４４４万６,０００円となる見込みで

す。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２５ 議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２５ 議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算を議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算につきましてご説
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明いたします。 

 事業会計予算の予算書、５２ページをお開きください。 

 ３条は収益的収入及び支出の予定額で、収入の水道事業収益を３億９８０万１,０００円、支

出の水道事業費用は２億６,６７１万２,０００円で４,３０８万９,０００円の黒字を予定してお

ります。 

 ５３ページを御覧ください。 

 ４条は資本的収入及び支出の予定額で、収入を４,８８５万３,０００円、支出は１億４,８１７万

６,０００円で、不足する額９,９３２万３,０００円は、地方公営企業法の定めにより、損益勘定

留保資金、建設改良積立金及び消費税資本的収支調整額で補填することとしております。 

 ５４ページを御覧ください。 

 第６条の一時借入金の限度額を１億円、９条の棚卸資産の購入の限度額を２,０００万円と

それぞれ定めております。 

 予算の実施計画を説明いたしますので、７１ページの明細書を御覧ください。 

 収益的収入では、１款１項１目給水収益は水道使用料２億６,４０８万３,０００円、３目その他

営業収益として加入分担金９００万円が主なものでございます。 

 ７２ページを御覧ください。 

 収益的支出では、１款１項１目浄水費４,０６３万６,０００円は、職員１名分の人件費のほか、

主なものは１８節委託料２,０６３万１,０００円で二股浄水場の維持管理に要する費用、２５節動

力費５２８万５,０００円は二股浄水場の電気料でございます。 

 ２目配水及び給水費５,５８３万１,０００円は、配水管、配水池などの維持管理に要する費用

で、会計年度任用職員の人件費のほか、主なものは７３ページ中段となりますが、１８節委託料

５９３万６,０００円は水質検査や機器の点検、上水道台帳補正業務等で、２１節工事請負費

７９１万９,０００円は水道メーター交換工事や漏水の緊急工事などでございます。２５節動力費

１,５７９万２,０００円は、配水池等の電気料でございます。 

 続いて７４ページ、４目総係費３,６０９万５,０００円は、職員２名分の人件費のほか、主なも

のは１８節委託料１,３１３万５,０００円は水道料金システムやメーター検針が主なものですが、

本年度はインボイス制度の対応のための費用が含まれております。 

 次ページの中段、６目減価償却費は１億２３８万７,０００円を計上、２項営業外費用では、起債

償還利息及び消費税で２,０５９万９,０００円を予定しております。 

 ７６ページを御覧ください。資本的収入です。 

 １款１項分担金及び負担金は、工事負担金で３２３万円、２項企業債を４,３２０万円を見込んで

おります。 

 ５項出資金は、統合前の簡易水道事業が借りた起債の元金償還に対する一般会計からの出資金と



－49－ 

して２４２万３,０００円を見込んでおります。 

 ７７ページを御覧ください。資本的支出です。 

 １款１項１目配水設備工事費８,０１４万１,０００円は、２１節工事請負費５,６９６万９,０００円

が主なもので、給水不良解消、老朽管布設替え、機器更新工事、白馬駅前無電柱化に伴う工事等を

計画しております。 

 ２目営業設備費８９６万３,０００円は、計量法の規定により８年ごとに行なう水道メーターの交

換に伴う水道メーターの購入費でございます。 

 ２項企業債返還金は５,９０７万２,０００円で元金の償還でございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２６ 議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算   

議長（太田伸子君）  日程第２６ 議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計の予算につきまして

ご説明いたします。 

 事業会計予算８０ページをお開きください。 

 ３条は収益的収入及び支出の予定額で、収入を４億７,８５０万６,０００円、支出は４億

７,８５０万６,０００円です。 

 ８１ページを御覧ください。 

 ４条は資本的収入及び支出の予定額で、収入を３億６,２２４万５,０００円、支出は４億

７,５６８万８,０００円で、不足する額１億１,３４４万３,０００円は、地方公営企業法の定めに

より損益勘定留保資金で補填することとしております。 

 ８２ページを御覧ください。 

 第６条、一時借入金の限度額を３億円、第９条、他会計からの補助金といたしまして、一般会計

から３億３,９５０万円の補助を受ける予定でございます。 

 予算の実施計画を説明しますので、９７ページの予算明細書を御覧ください。 

 収益的収入では、１款下水道事業収益１項１目下水道使用料１億７,７７２万８,０００円、２項

２目補助金として、一般会計から１億１,３５０万円、長期前受金戻入１億８,６９７万４,０００円

が主なものでございます。 



－50－ 

 ９８ページを御覧ください。 

 収益的支出では、１款１項１目管渠費の主なものは１８節委託料２３３万６,０００円で、マン

ホールポンプの保守管理委託料等、２５節動力費として、汚水ポンプの電気料４０５万９,０００円

でございます。 

 ２目処理場費６,７１０万２,０００円は、浄化センターの維持管理に要する費用で、１８節委託

料は浄化センターの運転管理委託料や汚水汚泥の処理委託料と、それらに係る動力費が主なもので

ございます。 

 ３目総係費は、下水道使用料の賦課徴収に係る経費で、人件費のほか、９９ページ中段の１８節

委託料、料金システムの保守管理や下水道台帳の補正業務、また本年度はインボイス制度の対応も

含まれ５６２万８,０００円を計上しております。 

 １００ページでは、４目減価償却費は３億４１６万４,０００円。 

 ２項営業外費用では、企業債償還の利息４,３２６万５,０００円、消費税及び地方消費税として

１,６６２万円を見込んでおります。 

 １０１ページを御覧ください。資本的収入及び支出の関係でございます。 

 １款資本的収入の主なものは、１項企業債１億１,０００万円、２項補助金として、本年度、スト

ックマネジメント計画策定業務に社会資本整備総合補助金として１,３５７万円、一般会計補

助金として２億２,６００万円を計上し、３項負担金として、区域外流入分担金、受益者負担金、

東部地区の負担金、合わせて７０８万５,０００円、４項県補助金として、駅前無電柱化による物

件移転補償費として５５９万円を見込んでおります。 

 １０２ぺージでは、資本的支出について、１款１項建設改良費４,４９８万８,０００円で、

１８節委託料として無電柱化に伴う県道部の設計や２１節工事請負費として公共桝の設置工事、

２目処理場建設費で、１８節委託料ではストックマネジメント計画策定を計画しております。 

 ２項企業債償還金は４億３,０７０万円を見込んでおります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２７ 予算特別委員会の設置について   

議長（太田伸子君）  日程第２７ 予算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１７号から議案第２２号までは、いず

れも令和４年度予算の案件であります。この審議につきましては、議長を除く議員全員を委員とす

る予算特別委員会を設置し、審議を付託いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議案第１７号から議案第２２号までの議案は、

議長を除く議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審議することに決定

いたしました。 

 これで、本定例会１日目の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日３月３日午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、明日３月３日午前１０時から本会議を行なうこ

とに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時２８分  
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令和４年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年３月３日（木）午前１０時開議 

（第２日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和４年第１回白馬村議会定例会（第２日目） 

 

１．日  時 令和４年３月３日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   増 井 春 美      第 ７ 番   太 谷 修 助 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和４年第１回白馬村議会定例会第２日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（太田伸子君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は７名です。本日

は通告された方のうち４名の方の一般質問を行ないます。 

 質問される議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよう

お願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第６番田中麻乃議員の一般質問を許します。第６番田中麻乃議員。 

第６番（田中麻乃君）  第６番田中麻乃でございます。 

 ２月２４日、ロシアは、ウクライナへの軍事侵攻を開始しました。これは、国際法や国連憲章に

違反し、国際社会、ひいては日本の平和と秩序を脅かすものであり、断じて容認できるものではあ

りません。人々の命を奪い、とりわけ子供や障がい者、女性、高齢者など、弱い立場にある人々を

真っ先に犠牲にするのが軍事力の行使、戦争です。戦争は、人々から命、体や心の健康、大切な家

族、平穏な生活など様々なものを奪う、最大の人権侵害です。ロシア軍侵攻の停止と、即時、無条

件の撤退、平和実現に向け、行動することを心から望んでおります。人権が尊重されることにより

平和が守られ、平和であることにより人権が守られます。平和と人権には密接な関係があります。 

 本日質問させていただくジェンダー平等に関しても、社会的、文化的につくられた性別、ジェン

ダーを問い直し、全ての人の人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる社会づくり、村づくりのために、村のお考えをお伺いさせていた

だきます。 

 それでは、通告に従いまして、進めさせていただきます。 

 ジェンダー平等社会の実現を目指す男女共同参画への取組についてです。 

 新型コロナウイルス感染拡大は、日本社会の深刻なジェンダー格差を改めて浮き彫りにしました。 
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 ２０２１年版の自殺対策白書では、職に就いている女性の２０年の自殺者数は、１,６９８人で、

１９年までの５年間の平均と比べて、３割近く増加しました。新型コロナウイルスの感染拡大で、

飲食、サービス業など、女性が多い非正規労働者の雇用環境が悪化したことが影響と見られており

ます。 

 また、学生、生徒、小、中、高生、大学生、専修学校生などを表しております。の自殺者数が著

しく増加し、令和２年は１,０３８人、このうち、児童生徒、こちらは小、中高生を表しております

──の自殺者数は、４９９人と過去最多で、男女別に見ると、女性の児童生徒の自殺者数は、過去

５年平均で１２６人だったのに対し、令和２年は２１９人と、９３人も増加。児童生徒の自殺も女

性が多くなっています。 

 村では、平成３０年４月から令和５年３月まで５年間の計画である、白馬村第三次男女共同参画

社会づくり計画が策定されており、第１次の計画策定から、約１４年が経過しようとしています。 

 また、平成２８年４月には、白馬村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

も策定されております。 

 そこで、以下についてお伺いします。 

 １、村が策定した第三次男女共同参画社会づくり計画、白馬村における女性職員の活躍の推進に

関する特定事業主行動計画の進捗と達成度について伺います。 

 ２、村の男女共同参画推進の取組状況について伺います。 

 ３、特定事業主行動計画にある女性公職参加率の最新の数値について伺います。 

 ４、今コロナ禍にあって、女性の人権という観点で、どんな取組が求められているか伺います。 

 ５、村における男女間の賃金格差を把握されているか。また、格差改善の考えを伺います。 

 ６、村の女性のための相談窓口の過去５年間の件数と主な内容について伺います。 

 ７、内閣府男女共同参画局が行なった生理の貧困に関する地方公共団体の取組、こちらは、第

２回調査、２０２１年７月２０日時点のものです――では、長野県内２６市町村が、生理の貧困に

関わる取組を実施していると回答しています。生理の貧困における村の取組、考えについて伺いま

す。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  田中麻乃議員から、ジェンダー平等社会の実現を目指す男女共同参画への取組

について、７項目の質問を頂いておりますので、順次、答弁をさせていただきます。 

 １点目の村が策定した第三次男女共同参画社会づくり計画、白馬村における女性職員の活躍の推

進に関する特定事業主行動計画の進捗と達成度についてお答えをいたします。 

 まず、第三次男女共同参画社会づくり計画につきましては、男女がお互いにその人権を尊重しつ

つ、責任を分かち合い、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、一人一人の個性と能力を十分
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に発揮することができる社会づくりを目指すことを基本的な考えとしています。 

 そして、基本目標には、男女共同参画社会実現のための意識づくりと男女共同参画社会実現のた

めの社会環境づくりの２つを掲げ、令和５年３月までを計画期間として、それぞれ所管する担当課

において取り組んでいるところであります。 

 目標値の設定はしていないため、数値で表すことはできませんが、計画に記載をされている担当

課において、研修会への参加や勉強会の受講、情報提供等について、都度、行なっているところで

す。 

 現時点での事業の評価は行なっておりませんが、計画に記載をしているとおり、最終年度に検証

を行ない、次期計画へ反映をしていきたいと考えています。 

 次に、平成２７年９月に、女性職業生活における活躍の推進に関する法律が制定され、国や地方

公共団体に対して、次世代育成支援対策推進法と同様に、特定事業主行動計画の策定が義務づけら

れました。 

 村では、平成２８年度から令和２年度末までの５年間を計画期間とした、白馬村における女性活

躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、女性職員が十分に能力を発揮し、活躍できる環境

整備に取り組んでまいりました。 

 この計画には、女性の活躍推進と職員の仕事と生活の調和を図るよう、①として、女性職員の採

用割合、２として、採用試験の受験者数に占める女性の割合、３として、女性管理職の割合、４と

して、男性職員の育児休暇、配偶者出産休暇の取得率、５として、超過勤務の縮減、年次休暇取得

促進といった、５つの具体的な目標の設定をしています。 

 達成度については、１項目めは、女性職員の採用割合につきましては、令和元年に９人中３人、

３３.３％、令和２年には５人中３人、６０％、令和３年には２人中２人、１００％の採用割合とな

り、３０％の目標を達成をしているところであります。 

 ２項目めの採用試験の受験者数に占める女性の割合につきましては、平成２８年、３０.７％、平

成２９年、３３.３％、平成３０年、５４.５％、令和元年、５７.１％、令和２年、４２.３％と、

平成３０年からは、受験者割合４０％の目標を達成をしているところであります。 

 ３項目め、女性管理職の割合につきましては、目標の課長２名、課長補佐２名は、現状、各１名

で、達成できておりませんが、係長は、現状、１１名で、１０名の目標を達成をしております。 

 ４項目め、男性職員の育児休暇取得率１０％及び配偶者の出産休暇の取得率１００％については、

平成２８年度に初めて、男性職員１名が育児休暇を取得したのみで、目標達成には及びません。 

 ５項目め、超過勤務の縮減、年次休暇取得促進についてですが、超過勤務については年々減少傾

向にあります。平成２７年度の事務職の年間時間外勤務は、１人当たり１６４時間でありましたが、

令和２年度では、１人当たり５７.２時間まで減少しております。しかし、平成２７年度が神城断層

地震の直後であること。令和２年度がコロナ禍であることを考えると、比較は難しいものと考えて
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おります。 

 年次休暇取得の促進では、平成２７年の事務職員の平均取得日数は、７.４日でありましたが、令

和２年には平均９.３日と、１.９日増加をしています。先ほどの答弁のとおり、地震、コロナ禍に

より平時のデータではありませんので、比較は困難と考えます。 

 ２点目の村の男女共同参画推進の取組状況についてお答えをいたします。 

 １点目の答弁と重複しますが、基本的な第三次男女共同参画社会づくり計画に記載をされている

取組内容について、それぞれ所管する担当課において、取組を実施をしております。 

 具体的には、国や県か発出される男女共同参画に関する文書やチラシを、広報はくばや、行政ホー

ムページ等を活用した啓発をしたり、人権や子育て、介護、高齢者ＤＶ等の相談を受けたり、こど

もカフェを開催し、食育と併せて男性の育児参加を促したり、村民向けに、子育てや人権、ＤＶ等

の講演を実施をしたり、職員向けのハラスメント研修会開催等の取組を行なっています。 

 男女共同参画社会の構築に向けては、この計画内容を各課で推進するといった、１つの課で完結

をする案件は少なく、各課が横断的に連携を密にして取り組まなければならないと感じているとこ

ろであります。 

 ３点目の議員お尋ねの計画には記載はありませんが、女性の公職参加率についてお答えをいたし

ます。 

 村職員、議会、そして行政委員会には、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会が

あります。しかしながら、多くの委員会で女性委員がいないのは実情であります。白馬村役場庁内

の女性職員比率は、令和３年度で、８５名中２４名の２８.２％です。ちなみに、村の行政委員会及

び主だった審議会数４１の女性割合については、３７１人中６５人で、１７.５％であります。女性

の公職参加は、それ自体が重要な目標の一つであり、行政、立法機関に女性が参加すれば、女性、

子供、家庭に焦点を充てた政策や立法につながるものと思います。 

 しかしながら、村に置く多くの審議会の女性割合は、その多くが低い割合にとどまり、女性委員

の担い手の確保が重要となっています。現実と目標には大きな乖離があると言わざるを得ませんが、

この要素の一つとして、女性の活動団体の減少によると考えます。 

 ４点目のコロナ禍にあって、女性の人権のという観点でどんな取組が求められているか、につい

てお答えをいたします。 

 令和２年９月に、内閣府男女共同参画局が、コロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会を設

置をし、１１回の研究会が開催をされ、令和３年４月に報告書がまとめられました。 

 その報告によると、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は、雇用や生活面で特に女性に強く

影響が出ており、格差拡大の懸念があるとされ、具体的には、ＤＶ相談件数の増加、シングルマザー

の失業率の上昇、女性の自殺者数の増加、休校は、特に小学生の母親の就業に大きな影響があるコ

ロナ禍で女性の家事、育児、介護の、負担感が増加といった報告が上がっております。 
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 村では、個々のケースに当たっては、関係する課が中心となり、それぞれのケースによって、庁

内の関係する課や県の機関とともに連携をし、対応をしておりますが、市町村の枠を超えた国や県

レベルで取り組んでいかなければならない課題、あるいは企業が取り組んでいかなければいけない

課題もあり、社会全体で取り組んでいかなければいけないと考えます。研究会の報告書にもあると

おり、新型コロナウイルスという災害に遭った今、ジェンダー平等、男女共同参画が結果として、

社会全体に進んでいなかったことがコロナ禍において顕在化したと考えられます。 

 誰もが人権の考え方を尊重し、豊かで暮らしやすい社会が日常生活において定着するよう、地域

や学校、企業など連携をし、人権啓発活動を進める必要があると考えます。 

 ５点目の村における男女間の賃金格差の把握についてお答えをいたします。 

 改正女性活躍推進法の指針に、男女の賃金の差異の把握の重要性が明許されたことを踏まえれば、

賃金実態の把握、分析は重要であり、男女別年齢ごとの賃金分布を把握し、見える化を進めること

ができればと考えますが、村単独での実態の把握は非常に困難で、具体的な進捗はありません。 

 また、その改善策についてでありますが、男女間給与格差の主な原因は、女性管理職の少なさ、

妊娠、出産、育児等のライフイベントによるキャリアの中断、職種、職能の男女差等が上げられま

す。 

 これらの現状を変えるには、家庭で育児や介護を担う職員のため、個別の事情の把握に努めるた

めのミーティングの実施や、年休取得への柔軟な対応が必須であります。 

 また、男女に等しく成長機会を提供し、性差別なく、その能力を評価する制度の確立が必要と考

えます。多様な人材の、多様な働き方が認められる、平等で公平な職場環境を整え、女性管理職が

当たり前という社会の実現に向け、白馬村も取り組んでまいります。 

 ６点目の村の女性のための相談窓口の過去５年間の件数と主な内容についてお答えをいたします。 

 村では、女性のための相談窓口を、総合窓口を総務課とし、健康福祉課、子育て支援課、住民

課に設置をしています。子育て支援課関係では、平成３０年７月に子育て相談支援センターおひ

さまを立ち上げ、センターで受けている相談件数は、平成３０年度は２５６件、令和元年度は

６３５件、令和２年度が４２５件、令和３年１月までの件数ですが、２７０件で、主な内容は、

妊娠時の相談、育児相談、学習支援体制に関する相談、それから、保育園の学校生活に関する相

談、発達支援に関する相談が多くなっています。 

 健康福祉課関係では、平成２９年度６件、平成３０年度が５件、令和元年度が５件、令和２年度

は４件、令和３年度はこれまで７件で、主な内容は、複数の問題を抱える相談が多くなっています。 

 住民課関係では、人権相談を社会福祉協議会が開催する人権、心配事相談の中で年３回程度開催

をし、人権擁護委員が当たります。 

 相談件数は、平成２８年度２件、平成２９年度２件、平成３０年度５件、令和元年度２件、令和

２年度２件といった状況です。 
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 なお、そのほかに司法書士、民生児童委員、人権擁護委員が相談に当たる心配事相談も年４回開

催をしているところです。 

 最後に、経済的な理由などから、生理用品を入手することが困難な状況にある、いわゆる生理貧

困における村の取組、考えについてでありますが、議員が紹介された内閣府男女共同参画局の調査

による地方自治体取組事例に白馬村の掲載はありませんが、多くの自治体の事例があります。 

 小中学校の保健室での生理用品配布は白馬村の小中学校でも行なっており、中学校での養護教諭

によると、月に２人ほどの実績があるとのことです。 

 ただ３校とも、貧困を原因とした生徒児童のニーズではなく、たまたま忘れたという理由がほと

んどとのことで、特定の生徒ということもないようであります。 

 また、生理の貧困への取組は、住民の生活支援の一部であると認識をしており、村社会福祉協議

会で生活福祉資金として、緊急小口資金、さらに総合支援資金の相談を積極的に受付し、令和２年

４月以降先月まで、延べ３０６件、１億１,９００万円余りの資金貸付を実行をしております。 

 担当職員によると、相談内容は、食料品や生活用品の購入資金に関する件数が大変多く、必然的

にこうした資金が、貧困への取組になっていると思います。 

 今後、社協では、生活支援相談の窓口を務めてまいりますし、村の生理用品に特化した需要があ

るならば、防災備蓄からの流用配布など、他自治体の事例も参考に進めてまいりたいというふうに

思っております。 

 田中麻乃議員の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  答弁では、男女格差についての課題等はきちんと把握されているというとこ

ろは受け止めました。 

 計画について、前段のほうで申し上げた白馬村第三次男女共同参画社会づくりと特定事業主行動

計画について、細かく聞いていきたいと思います。 

 この計画策定に当たって、関わった職員の男女比率についてお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの計画の策定につきましては、総務課の中で策定をしてお

りますので、総務課職員が当たったということでご理解を頂ければと思います。男女というところ

でなく、総務課の庶務係で策定をしたということで理解を頂ければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  総務課でつくられたのはもちろん分かるのですけれども、その職員の中に、

恐らく男性も女性もいらっしゃると思うんですけれども、聞きたかったのは、男性だけで策定され

たのか。それか、恐らく職員の中に男性がいなかったかもしれないですし、中には女性がいらっし
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ゃるかもしれないんですけれども、その当時の様子をお伺いできたらと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  策定に当たった職員は、男性職員になります。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  恐らく、答弁を聞いておりますと、近年は、採用でしたり、受験者数は半数

を超えてきているということで女性比率は増えてきていると思うんですけれども、やはり、男女共

同参画というところでの計画において、役場の、庁内の状況にもよると思うんですけれども、その

策定に女性が入っていないというのはどうかなというところも思いますので、次期策定の際には、

総務課で策定する際にもぜひ女性の目線を入れていただければいいのかなと思います。 

 こちらですね、第三次男女共同参画社会づくり計画の一番最後なんですけれども、こちら計画の

進行状況などの把握という場面で、村民に分かりやすく計画の進捗状況を公表しますとありますが、

これまで住民にご公表いただいたのかどうかをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  実際にこういうものを行なったということでの、村としての実績と

いうものは公表等がされていないというふうに理解していただければと思います。国等から、先ほ

ど村長の答弁にもありましたとおり、国や県から流れてきているものを地区の役員さん経由で周知

をしているというのが実態というところでございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  公表はされていないということだったんですけれども、この第三次男女共同

参画社会づくりというのは、私も前段に申し上げたとおり、第１次から始まって１４年ぐらい経過

しているんですよね。そのたんびに５年間更新、更新で見直していっていると思うのですけれど

も、見直しの際に、村の実態であったりとか、住民の方々が何を思っているかも分からないまま、

役場の中で更新されているのかなというところを感じてしまいます。 

 そこでなんですけれども、第三次男女共同参画社会づくり計画においては、計画期間開始から、

先ほど申し上げましたように、計画の見直しを行なっているということなんですけれども、第１次

の計画に始まり、今までどのような点を改善し、新たな課題の対応、こちら計画にも書いてあるん

ですけれども、新たな課題の対応とは、過去に比べて何を、どういうことを把握して、どういうふ

うに改善していったかどうかをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  三次計画までの改善点というご質問でありますが、まず、第三次の

計画までの計画年数で十数年が過ぎてきているということを踏まえると、年代間での、いわゆる社
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会における男女共同参画社会の意識づけというものは、逆にいうと、若い年層については、割合と

浸透しているのかなというふうに思います。 

 この今回の三次の計画にもありますし、長野県の男女共同参画社会計画の中の課題にもあります

とおり、女性の社会参画については、ＮＰＯであったり、ＰＴＡ活動の参加については積極的なん

ですが、政策であったり、社会活動への参加というのは、消極的になっているのかなという部分が

触れられています。これは村の計画でも同じように触れていますし。 

 その一方で、社会全体が慣習という言い方をすれば１つになってしまうかもしれませんけれど

も、慣習として、その根強い意識というのがなかなか薄れないというのは、若年層でなく、やはり

その上の階層ということになりますので、課題からすると、ターゲットは、あくまでも一次から三

次を通して私の印象として持っているのは、その年代に意識を変えていただかないと、なかなかこ

の社会形成っていうのは厳しいのかなというふうに思っておりますから、改善点からすると、社会

が認めている年層、いわゆる世代間が認めている年代と、なかなかそれを脱却できない年相とを分

けてやるというところではなしに、もう明らかにその辺にフォーカスをしながら三次までの計画を

見直したという点では改正とは言えると思いますけれども、そこら辺がなかなか進まないというと

ころで、計画そのものの内容はあまり変わっていないという実態もあろうかというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  長野県の計画でも、やはり計画があって、どういう取組をして、どういうふ

うに改善したかっていうフローチャート的にきちんと公表されているんですよね。なので、総務課

長、答弁でもおっしゃっていただいたように、どういった課題点があって、どういうふうに改善し

たのかという形が見えれば、第三次、これから第４次も続いていくと思うんですけれども、住民の

方たちにも分かりやすいのかなと思いますので、次回はぜひよろしくお願いいたします。 

 もう１点、こちらも第三次男女共同参画社会づくりの計画に書いてあるんですけれども、

１０ページですね、こちらちょっと私、女性なんですけれども、分からないので、どういうお考え

なのかお伺いしたいんですけれども、第４章、施策の展開の取り組む内容の３、一人一人、特に女

性、こちら女性を強調されているんですけれども。 

 女性の意識の高揚改革とスキルアップ。女性が持っている意識を見つめ直し、女性が自信を持ち、

意見を伝えることや行動ができるように意識づくりに取り組みますとあるんですけれども、村が抱

えている、女性が持っている意識っていうのは、どういう課題があって、見つめ直す推移と、さら

には、特別女性を強調し、計画に記載した理由についてお伺いできたらと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの一人一人、特に、女性の意識の高揚改革とスキルアップ

という点ですけれども、やはり、現在では、就労率というのが、女性の就労率、非常に高くなって
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いるというのが実態かと思います。やはり、いろいろと政策とか地域に入って意見を言うときに、

そういう経験値というのが浅いということも否定はできないとは思います。ですので、当然、発言

できる方もいれば、発言がなかなかしづらいという方もいらっしゃると思います。そういう意味で

は、そういう方も、いわゆる知見がなくともしっかりと自分の意思を発言できるという点で、ここ

ら辺のものを据えているというふうに理解をしております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  おっしゃるとおり、特にこちらも男性だけの問題ではなくて、女性の意識改

革も必要なものかなというふうには思っております。 

 先ほど総務課長の答弁にもございましたように、時代の変化によって、こちらの男女共同参画、

ジェンダー平等に対する意識であったり、世代間ギャップがあるというのも、もちろん分かるんで

すけれども。こちらもキャッチフレーズが平成２０年から変わらない「～ちっちゃなことから始め

よう～自分らしさを生かせる社会づくり」として、ずっと変わらないままでおります。社会の情勢

は目まぐるしく変化しているというのは、皆さんもご存じだと思うんですけれども、さらに、コロ

ナ禍でジェンダーギャップ指数１２０位の日本というのは、ジェンダー平等は、取り組むべき急務

であると考えるんですけれども、今後、このキャッチフレーズ、もともとこのキャッチフレーズに

した理由と、もう１４年たつに当たって、変えない理由というのは何なのか、お伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、変えない理由というところで言いますと、当時、この計画に

つきましては、女性の担当者が非常に熱心につくったという部分があります。この“さんかく君”

というマスコットも、実際には、職員がオリジナルでつくったというところになります。さんかく

君の参画につきましては、計画書の中にもありますとおり、会話、行動、参加、いわゆるコミュニ

ケーションであったり、進んで参加をする、ゆっくりでもということで、そこから、できるところ

からというところで「ちっちゃなことから」というキャッチフレーズを使っているという部分で

す。 

 確かに、十数年が経って、時代に合っていないといえば、見直さないと言うつもりはありません

けれども、当時から、先ほども答弁させていただいたとおり、なかなか進まないという実態もある

もんですから、同じものを使っていたというのが実態です。見直しについては否定をするものでは

ありませんので、次期の計画に向けて考えてまいりたいというふうに思います。 

以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  当時、作成された女性の方々の職員のお気持ちが詰まったものということは

よく理解できました。平成１４年といいますと、私もちょうど新入社員として入った当時ですと、
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もう、何ていうんでしょう、結婚したら、子供を産んで辞めるものというのが、一部上場企業でも

当たり前のようになされておりました。やっと、大体、もう５年ぐらいたって、育休・産休を取る

同期が増えてきたなというイメージがありまして、もう本当に女性が社会進出するという状況にあ

るのは、もう本当にここ１０年の間なのかなと思っております。ですので、もちろん、その当時、

計画を策定された女性職員というのはとても勇気があるといいますか、その当時一生懸命やってい

ただいたものかと思うんですけれども、今の時代に合わせて、もともとの気持ちをきちんとつない

だ形で計画の見直し、今の時代に合わせた、特に、もっと進めるべきだという気持ちを持って、計

画の策定をぜひ見直していただきたいと思います。 

 １つご紹介なんですけれども、長野県の飯島町なんですけれども、職員の女性比率が多い自治体

としてとても有名です。こちら白馬村と同様に、平成２８年４月段階での飯島町の特定事業主行動

計画を見ると、もちろん正規職員の採用に当たっては、能力に応じた試験選考を行ない、年度によ

っては男女比は異なるんですけれども、６年間の平均で見ると、女性採用割合は５３.４％で、おお

むねバランスが取れている状態。これは平成２８年の状態ですので、白馬村の場合は、答弁にお答

えいただいたのが、つい最近の５年間ですので、とても、何年前、５年前に比べると、とても高い

数字なのかなと思っております。正規職員の女性割合は４８.７％、課長職は２７.３％、係長職は

５０％と、年々課長職及び係長職に就く女性職員の割合は増加傾向だそうです。飯島町は、性別関

係なく評価され、また、役職に対しても、女性が前向きに挑戦できる環境なんだなということを感

じております。 

 答弁にもございましたが、村の特定事業主行動計画にも、昨今の対応する、住民ニーズに対応し

ていくには、政策の立案、決定において、女性の視点を反映することが重要である。女性がその能

力を十分に発揮できるよう、職域の拡大や幅広い職務を経験できるような配慮をするとともに、研

修等を通して、意欲や自覚、マネジメント能力等の向上を図り、女性職員の積極的な登用を行なっ

ていく必要があるとあります。 

 先ほど答弁では、女性管理職、横ばい、２人で横ばいという結果でしたけれども、特別、村の課

長クラスへの管理職への女性登用はどのように考えているのかをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  庁内、役場での管理職女性登用については、これについて全く否定するもの

ではありません。 

 ちょっと古いことを言いますと、私たちが就職した頃は、課長どころか、係長すら、女性は１人

も、たしか、いなかったと思います。そんなような状況の中で今、まだ管理職っていう立場の人は、

本当にここ１０年で、今の会計室長含めて２名しかいないんですけれども、今後、数年の間には女

性管理職が必ず増えるというふうに思っております。 

 あと、職務につきましても、例えば、私も経験しましたが、村の予算６０億を担うような担当係
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長というのは、昔の考えで言うと、女性職員の登用はなかったと思います。だけど、そういったこ

とを今、積極的に行なっておりますし、また、例えば、税務課でいう徴収業務、これも非常にハー

ドというかですね、非常に精神的な負担も重い業務でありますが、この業務についても今、担当係

長は２代続けて女性が担うというような感じで、要は、男女間における、この職は、男じゃなきゃ

いけない、女じゃなきゃいけないという意識は、大分、軽減してきているというふうに考えますの

で、もともと４０過ぎた女性職員は、私たち若い頃、いなかったんですよね。そういった適正年代

というのがもうじき達する職員もおりますので、女性管理職の登用は、積極的に行なうべきだとい

うことでお答えしておきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  ここ数年で確実に増えてくるという答弁でしたので、ぜひとも、あと５年後

ぐらいにここの前にいる課長さんの割合が半分ぐらい女性になっているといいなというところを心

から願います。 

 今回ですね、答弁を聞いておりますと、賃金格差の件におきましても、やはり村の独自のデータ

がなかなか取るのが難しいというところなんですが、村民自身も村内の男女格差の実態を知らない

のではないかと感じております。まずは、村の実態であったり、村民の意識を把握することから始

めるべきではないかと思うんですが、お考えをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  それでは、私のほうからお答えしますが、取り方がどういう取り方

がいいのかという部分をいろいろ検討させていただきまして、やり方が可能であれば、取り組んで

まいりたいと思います。 

 ただ、一方で、国のほうでは、世帯所得の向上を考えるときには、男女の賃金格差というのは大

きなテーマであって、いわゆる開示ルールというのを見直すというようなお話もあります。それが

市町村の中でも活用できればですねいいとは思いますので、そこら辺は、県や国のほうの情勢を見

ながら、どういうやり方が可能なのか、また、議員からもご提案を頂ければ、取り組むことには前

向きに考えたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  先ほどご紹介させていただいた飯島町なんですけれども、平成３０年に男女

共同参画プラン見直しのための実態調査を行なっております。設問も、あなたが考える男女共同参

画社会はどのような社会ですかといった簡単なものから、家庭、学校、職場、地域、政治、法律制

度、社会通念、慣習、しきたり、社会全体として、それぞれの分野で男女平等になっていると思い

ますかなど、細かく２０問で構成されております。 

 住民の方々の自由回答も参考になる意見も多く出されておりました。飯島町の取組も参考にされ
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て、次回計画の見直しの際に、この住民アンケートを取り入れてはどうかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議員提案の飯島町のアンケート内容を確認をさせていただき、次の

計画に、どのように反映できるのかは考えさせていただきますけれども、アンケート等については

前向きに考えたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  あと質問時間、何分ですか。 

議長（太田伸子君）  １４分です。 

第６番（田中麻乃君）  １４分。はい。ありがとうございます。時間がないので、生理の貧困のほう

に移らせていただくんですが。 

 先ほど小口資金のほうは支援している、社会的課題だと考えていただいているということだった

ですけれども、こちらですね、若者グループ、もともと何で生理の貧困というのが話題になったか

といいますと、ハッシュタグ、みんなの生理という若者グループが取ったアンケート結果だったん

ですね。こちら金銭的理由で生理用品の入手に苦労した若者が２０％といって、諸外国と同様、生

理の貧困が日本にも存在することが明らかになったというところから、内閣府の男女共同参画局

が、先ほど私が申し上げた生理の貧困に係る取組調査を実施したということなんです。 

 こちらは、先ほど答弁にもございましたように、長野県内でも既に取り組んでいる自治体があり

まして、白馬村のほうでは生理用品の公共施設への設置というのはされておらずに、あくまで金銭

的な支援というところで私のほうでは捉えたんですけれども、こちらですね、新しく、今回の内閣

府の調査とはまた別に、地域女性活躍推進交付金というのを活用して、７６の地方公共団体で交付

金が決定した際に、各公共施設への生理用品の無料の設置だったりですとか、学校への無料配布と

いうのを行なっております。長野県内では、長野県と上田市、御代田町が活用しております。もち

ろん、生理は誰もが安全で健康に過ごすことができる人権問題と捉えて対応すべきものというの

は、行政の皆様もご理解いただいていると思うんですけれども、金銭的なものだけではなくて、公

共施設への生理用品の設置であったり、もし小口資金のご相談に来られた女性の方々への提供でし

たり、先ほど学校のほうでは貧困の問題ではなくてというふうにおっしゃっておられましたけれど

も、トイレットペーパーのように、生理用品が気軽に普通にトイレで活用できる方法など、物資と

しての支援についてのお考えをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  この質問の通告を受けまして、私も担当課だったり、保健師や教育委員会と

もちょっと相談させていただきました。非常に保健師のほうも前向きに対応してくれまして、早
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速、庁舎のトイレに置いてみようかというような提案があったので、じゃあ、試しにちょっとやっ

てみようと、今段取りをしております。あと、学校関係については教育委員会の所管になりますけ

れども、ぜひ需要を把握できるならば把握した上で行なえばどうかないというのは、私からちょっ

と意見は述べさせていただいております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  前向きなお答えをありがとうございます。生理というのは、必ずしも周期的

に予定どおりに来るわけでもなくて、急に始まるということもあります。男性の方には分かりにく

いかと思いますが、分かりやすく言うとすれば、本当にトイレに行ったときに、個室にトイレット

ペーパーがない状態ということをぜひ想像していただけたらと思います。 

 貧困とは別に、女性の保健衛生という点から考えたときに、健康の権利として考えるという面で

もあると思いますので、ぜひ前向きに取り組んでいただけたらと思います。 

 学校のほうですけれども、こちらの質問をする際に、やはり３姉妹のお母様から相談を受けたと

いうのがきっかけになっております。特に貧困ではなくても、やはり生理用品に係る予算であった

り、急になるお子さんもいらっしゃって、急になった緊急、切迫性があるのに、保健室に行って、

もらいにいかなきゃいけないっていうところも、やはり、すぐに手に取れる状態にあったほうがい

いかなと思っております。その点についてのお考え等、また、教職員の方たちだけではなく、子供

たち自身の意見も聞くべきだと思うんですけれども、その点についてお考えはいかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  ご意見があったことを学校に伝えたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第６番（田中麻乃君）  やはり、なかなか教育委員会のほうまでお話はいかないかもしれませんけれ

ども、特に生理用品のことだけではなくて下着や服の着替えを望む場合であったり、生理痛や生理

不順など、児童生徒、保護者からの相談もあると思います。ですので、そういったところもぜひ学

校のほうとご相談いただいて、生理用品のトイレの設置などもご検討いただけたらと思います。今

何分ですか。 

議長（太田伸子君）  あと８分です。 

第６番（田中麻乃君）  ８分。はい、分かりました。 

 生理は女性だけの問題と捉えるのではなく、ジェンダー平等社会を実現する社会的な課題だと捉

えて支援体制をしっかり整えることを求めたいと思います。 

 あと１点ですね、防災についてお伺いさせていただきます。 

 自然災害が頻発化しており、防災・減災をさらに進めることが求められておりますが、内閣府男

女共同参画局は、各自治体が防災復興計画を整備するための男女共同参画の視点からの防災復興の
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取組指針を策定されております。 

 こちら、東日本大震災においては、救助、救援、医療及び消火活動、復旧、復興等の担い手とし

て多くの女性が活躍し、現在も活躍しておりますが、意思決定の場の女性の参画が少ないこと、災

害対応における女性が果たす役割は大きいことを認識し、女性の意思決定の場への参画や、リー

ダーとしての活躍を推進することが重要であると、女性を防災復興の主体的な担い手として位置づ

けています。 

 また、女性の視点を取り入れた避難所運営のポイントなどを示しております。 

 飯島町の男女共同参画の計画には、もうそちらも盛り込まれておりました。特に、災害時の避難

所は、更衣室や授乳室がなかったり、支援物資を配布する人が男性だったため、女性が生理用品を

受け取りにくかったなどの声もあります。この点について、村の防災計画がどうなっているのか。

災害用の備蓄品に生理用品は確保しているのか。また、神城断層地震での対応はどのような課題が

あったのかをお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、防災の関係の備蓄品の関係から入りますけれども、備蓄品に

つきましては、一応、生理用品については備えつけというのをしてあります。数については、ちょ

っと私、数字を把握しておりませんけれども、徐々に増やしていくべきものというふうに捉えてお

ります。 

 もう１点、女性の災害時の参画につきましては、恐らく防災計画というよりも、避難所の運営マ

ニュアル、そちらのほうが現実的かなというふうには思います。 

 ただ、女性目線または女性としての参画をどこまで触れているのかという部分については、男

性、女性は問いているという部分ではないというふうに私、理解をしておりますから、その中でし

っかりと活動をしていただくべきものと思います。 

 ただ、地域防災計画への具体的な位置づけが必要ということであれば、それはまた別途、考えて

いきたいというふうに思います。 

 最後に、神城断層地震におけるという点になりますけども、当時を振り返ってみますと、やはり

当時の避難所というのは、広い空間の中に皆がいるというもの、それがやはりプライベート空間が

必要というところから段ボールでの仕切りであったり、そういう点が当時の災害を思い出したとき

には、その空間ができたというところでいくと、大きな形にはなったと思います。 

 ただ、今回の通告にある女性問題といいますか、生理の関係でいくと、私はちょっと記憶はない

ので、実際にはあったのかもしれませんけども、本部の中での意見の中に出てきたという記憶は、

私の中にはちょっとないという状況でございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 
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第６番（田中麻乃君）  そうです、これからだと思いますので、さらに女性の声を反映した、女性が

安心できる避難所運営、また女性の視点を生かした防災・減災対策の強化をよろしくお願いいたし

ます。 

 最後になりますけれども、３月８日は国連が定めた国際女性デーです。女性の権利と政治的、経

済的分野の参画を盛り立てていくために、１９７５年に制定されました。記念日に選ばれた３月８日

は、１９０４年にアメリカで女性労働者が婦人参政権を求めてデモを起こした日です。１９１０年

にコペンハーゲンで行なわれた国際社会主義会議でもこのデモを受けて、女性の政治的自由と平等

のために戦う記念日が提唱されるなど、制定に向けた動きは２０世紀初頭から始まっていました。 

 日本でも女性の生き方を考える日として、国際女性デーＨＡＰＰＹ ＷＯＭＯＮ ＦＥＳＴＡを

全国で展開しています。これは、男女ともにジェンダー平等について考え、アクションする日とし

て、国際女性デーを日本でも社会的ムーブメントとすべく、２０２０年現在は、長野県を含む２２都

道府県で、開催２０００で開催。２０３０年までに４７都道府県での開催を目標に全国的に拡大し

ています。 

 このようなこときっかけに、男女平等は個人の権利として当たり前になってほしいと思います。

女性であるがゆえに能力を発揮できないのは、企業や社会にとっても大きな損失であり、持続可能

な社会ではありません。日本でも、白馬村でもジェンダー平等は、個人の幸せを実現する社会にし

ていくために欠かせないものであるということを申し上げて、私の一般質問を終わりにさせていた

だきます。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第６番田中麻乃議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１０時５９分  

再開 午前１１時０４分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第３番切久保達也議員の一般質問を許します。第３番切久保達也議員。 

第３番（切久保達也君）  ３番切久保達也です。 

 雪に恵まれたシーズンインでしたが、コロナオミクロン株の感染拡大によりまん延防止措置にな

り、観光事業には大変大きな打撃を受けている白馬村でございます。さらに、大変寒いシーズンで

ある中で石油代・電気代等の値上がりによって白馬村の経済にさらに大きな打撃が起きていると。

そのようなシーズンなんですが、何とか負けずに頑張って未来に向けてやっていかなければならな

い。そのように思っております。そんな中で、白馬高校は白馬村にとって大変大事な学校でありま

す。しつこいようですが、また白馬高校について質問をさせていただきたいと思います。 

 白馬高校について。 

 白馬高校は、地元に存在する、地域に根づいた高校として地域貢献する人材輩出を期待されてき
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ました。２０１４年に全校生徒１４７名となり、県教育委員会の基準を下回り再編対象となりまし

た。白馬村・小谷村、両村として予算支援し魅力化改革を行なってきました。両村として観光業界

で活躍する人材育成を目指し、国際観光科を新設し全国募集で生徒を募りました。１７年度には

２００名を超えるまでに回復をいたしましたが、２０２０年度から再び減少しております。令和

３年度、在校生は１６３名で、新型コロナにより全国募集説明会の中止などにより新たな入学者数

は４８名になってしまいました。 

 そこで、次のことをお伺いします。 

 １、今年度は地域みらい留学に参加し全国募集を行ないましたが、その成果はあったのか。 

 また、白馬高校を受験した生徒（前期合格者数・後期志願者数）は何名になったのか伺います。 

 ２、公営塾では大学受験対策に特化した特進クラスを設置しています。今年度受験した主な大学

はどこか伺います。 

 また、第２回山麓事務組合議会定例会では大学との連携を計画していきたいとのことでしたが、

具体的な計画があるのか伺います。 

 ３、寮について、今現在も多額の維持費が投じられ、行政の大きな負担になっていますが、年間

維持管理費の見直しが必要と考えますが、今後に向けた考えはございますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  切久保達也議員から白馬高校について通告がございましたので答弁をさせてい

ただきますが、１つ目の白馬高校の関係、まず、今回の質問はいずれも白馬高校の支援業務に関し

てのものであり、その全ては白馬山麓事務組合が業務を担い、先週２５日に白馬山麓議会において

類似した質問がされ、私も答弁をしておりますが、白馬村議会で質問されましても実際に業務を担

当している職員が不在でありますので、再質問等につきましては十分答えられない場合があること

をご理解をいただきたいというふうに思います。村に質問の場合には、白馬高校支援や存続に関し

て、山麓組合業務以外の切り口で行なっていただければなというふうに感じております。 

 それではまず、全国募集についてでありますが、お答えを申し上げます。 

 コロナ禍前に行なっておりました銀座ＮＡＧＡＮＯや大阪・名古屋での学校説明会をこの２年間

行なうことができず、その影響もあり県外からの令和２年度入学者は１１名、令和元年度に比べ

１１名減で、令和３年度は８名減と、さらに減となったところであります。本年度から全国募集を

共同で行なっている「地域みらい留学推進協議会」に参画をし、地域みらい留学学校説明会を全国

７０校の参加で行ないました。説明会はオンライン対面のみで行ない、高校のテーマとして「特徴

的な学び、探究的な学び」を、支援係では住まいの環境をテーマに６月から８月までの間、６回説

明会を実施をいたしました。 

 ここで参加した生徒保護者からのアンケートでは、地域みらい留学に行ってみたい人の割合は

９７％、進学先を決める上で重要なこととして寮や住環境・授業内容・地域のつながりが上位を占
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め、進路の最終判断は、８月から１０月までの間に６割の生徒が決める時期だと分かりました。こ

の質問の成果と受験をした生徒の数でありますが、生徒の数については地域みらい留学を見て学校

見学に来た生徒は５名、そのうち前期選抜で２名の生徒が受験をしました。人数的には成果にはす

ぐにはつながりませんでしたが、説明会に参画した他校の取組が勉強でき、来年度以降に反映し、

魅力的な特徴のある高校をアピールしてまいります。 

 参考までに、白馬高校全体の受験生は、前期普通科１６名募集に対して１９名が受験をし、国際

観光科は１８名の募集に対し１８名の受験がありました。後期の受験志願状況については、今日の

午後確定となりますが、先週の県教委の発表の速報値によると普通科７名、国際観光学科はゼロと

大変憂慮すべき数字となっております。 

 次に、公営塾についてと大学との連携計画についてお答えをいたしますが、まず、公営塾の特進

クラスにつきましては、公営塾で学習指導を行なっている中で学力のある生徒がいることに着目

し、地元の白馬高校へ通いながら自分の目指したい大学へ進学できるように開設をしたのが特進ク

ラスであります。白馬高校はＡＯ入試やスポーツ推薦で大学へ進学する生徒が多く、一般入試で大

学を目指す生徒は他校へ進学する状況となっており、今年度もそうした流れからＡＯ入試を中心と

した大学入試が多くなっているのが現状であります。特進クラスは今年度から行なっているため、

すぐに結果につながることは難しいですが、公営塾として今年度進学が決まっている主な大学は、

県立静岡文化芸術大学・松本大学・松本短期大学・松商短期大学です。昨年度は、鳥取大学・静岡

文化芸術大学・京都外国語大学・名古屋外国語大学・近畿大学などとなっており、公営塾での学習

結果が表れてきているところであります。現在通っている２年生も目標に向かって頑張っていると

のことであり、１人でも多く塾に通い、一般入試や海外大学といった進学先に合格できるような体

制づくりに取り組んでまいります。 

 また、大学との連携についてでありますが、現在行なっている大学との連携は、白馬村と小谷村

が行なう「白馬高校魅力化プロジェクト」推進のため、信州大学と白馬高校及び公営塾で連携協定

を行なっております。内容は、大学生による白馬高校生への学習支援・キャリア教育・地域の課題

発信解決等を目的として、主に白馬村で活動を行なっておりました。ここ２年はコロナ禍にあり、

フィールド学習ができない状況であるため満足のいく学習ができておりませんが、高校とも相談を

しながら今後進めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、大学との連携を計画していることについてでありますが、國學院大學で、この４月に観光

まちづくり学部観光まちづくり学科が開設をされます。白馬高校からも１名が合格して進学するこ

とが決まっております。この学部は観光学の領域において、地域に軸足を置いたまちづくりの実践

を目指すもので、少子高齢化時代、いかにして地域を維持し次世代へ引き継いでいけるのか、観光

や交流に関する計画を立案し、地域経済の活性化へと導く施策・提案等の企画力を持った持続可能

な地域の実現への人材育成を目的として新設をされます。内容も観光マネジメント・グローバル環
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境デザイン・伝統文化などといった白馬高校国際観光学科で学んでいる教科が多くあり、新学部に

は白馬山麓エリアに詳しい教授も在籍をしているため、フィールド演習や卒業研究などの対象地域

として白馬村・小谷村を選んでいただいたり、白馬高校と連携した学習を行ないながら、観光学を

さらに学びたいと思う生徒の進学先の１つとして高校とも連携をしながら、指定校につなげていく

よう接触を図っているところであります。 

 最後に、寮の維持管理費見直しについてでありますが、令和２年度に島根県に視察をした折、地

方創生推進交付金を活用している事例があり、今年度から白馬山麓の事務組合も仲間に加えていた

だき、令和６年度までの４年間について交付金を申請することが可能となりました。この交付金は

国の財政措置が大変厚く、令和６年度までは寮のスタッフの人件費・寮給食委託料・下宿みなし料

委託料・公営塾の受験コース委託料・広告料・地域みらい留学負担金など、充てながら寮運営を行

なってまいります。令和６年までは活用した運営ができるため白馬村・小谷村の負担軽減が図られ

ますが、７年度以降、現在と同じ運営方法では再び財政負担が大きくなります。さらに、男子寮・

女子寮とも老朽化が進み修繕費も増加しているのが現状であります。既存施設は多額の費用をかけ

て取得をしたものであり、新館のリース期間が終わる令和９年度以降を目安に、必要性を含め場所

の選定や規模を決めていくこととなっておりますが、全国募集を行なっている高校の中には民間の

施設が寮・下宿となり、管理人が生徒の生活を見守っているところもありますので、下宿へのシフ

トも視野に入れながら寮の維持費削減に取り組み、現在ある寮の改築・新築を含め、今後の高校支

援の内容を含めて来年度中に方向性を決めてまいりたいというふうに思っております。 

 切久保達也議員の１つ目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  １つ目の質問の地域みらい留学の効果ですが、あまりなかったというよう

なことかなと思います。今数字を聞いてですね、国際観光科ですね目玉である国際観光科の人気が

ないといいますか、人数が少ない、この理由、原因というものはどのように分析をされているのか、

現状分かる範囲で、もしお答えできればお願いしたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  国際観光科、できた当時は目新しさもあったり全国的な話題になったという

ことで、逆に想定を超える全国からの志願者があったという状況でありますが、ここんとこ似たよ

うな形態の全国募集の学校が激増しているというところもあって分散をしているのかなというとこ

ろ。あと何より、何でもコロナのせいにしてはいけないんですけれども、コロナが発生したことに

より保護者の方がなかなか目の届かないというかですね、県外へ子供を出す、県外へ出しちゃうと

もう何か月か帰って来ないかもしれないというような今ご時世になっているということも、ちょっ

とマイナスに働いているのかなと思ってます。くどくなりますけれども、やはり学科自体に魅力化

しないと、それは人は集まらないなと、そこに思いっ切り傾注していくしかないのかなというふう
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に考えています。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  観光科の志願者が少ないという理由はやはり、コロナが大きいのかなとい

うことは私も理解します。やはりコロナによって観光業そのものが未来が見いだせない、今の現状

だと思います。あえてそういう勉強を親がさせるのかというようなことも理解しなければならない

のかなということは、私も感じております。高校でやってます高校生ホテル・リアル実習・海外と

のオンライン交流など、非常に良い取組はしてるのかなというふうに思っております。あのアン

ケートによる学校評価も昨年の４０％から８０％に向上しております。そういった中で国際観光科

に生徒が集められなかったということは、非常に残念なことだと思います。しかし、国際観光科と

いう学科ありますので、また未来に向けて観光科のカリキュラムは研究をしていくべきかなと、そ

んなふうに思っております。 

 次に、地元の両中学校に対する情報発信とか交流強化ですね、やはりコロナで遠方に出せないと

なりますと、やはり地元の学校からより多く来ていただきたいという考えになろうかと思います。

その地元への情報発信や交流っていうものは、どのようなことをやられているのかお聞かせくださ

い。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  そうですね、２本の柱。全国募集から人を集める、それ１つの柱。もう１つ

はやはり、地元の中学生を地元の高校へ入れるということ。その２本の柱があると思っておりまし

て、もう１本の大きな柱、地元生への周知が足りないのではないかと、やはりいろんな方から指摘

をされています。保護者に伝わっていないのではないかと。白馬高校へ入った場合、結構いろんな

優遇される、例えば大学行ったら奨学金の返済の補助とか、そういったものも創設しているんだけ

どなかなか保護者に伝わっていないんではないかといったことがあるので、これはもう先日から打

合せの中で積極的に中学校の保護者、中学生はもちろんですけれども、そこら辺にそういった地元

生ならではのメリットを伝えるようにということで、山麓組合のほうでは準備を進めているところ

であります。ですので、現状でいうとちょっと足りなかったんじゃないかなというところはあるか

と思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  地元の両中学校に情報発信というのは非常に大事なことだと思います。私

が単独でいろいろちょっと聞いた感じですと、地元の高校の情報をある程度どう集めているのかな

ということを聞いたときにですね、親と子供も大変仲がよくて、親同士でもＳＮＳで交流をしてい

る。その学校の情報もですね、子供は当然先輩のＳＮＳ等で情報を集めているようでございますけ

ども、親もですね、その子供の先輩等とＳＮＳ等でつながっていると。そういうとこから多く情報

を集めているというようなことを聞きまして、ちょっと私もびっくりしたんですけども、そういっ
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た中で、今の時代ＳＮＳというのは経済的にも全て非常に大事なツールだというふうに感じており

ます。先日、山麓事務組合でいただいた資料でもその辺のＳＮＳに触れたことは書いてあったんで

すけども、その辺の部分もですね強化していくべきかなというふうに思いますし、やはり中学生の

意見そのものをなるべく吸い上げるというようなアンケート等でもいいと思うんですが、やってい

ただければいいかなと、そんなふうに感じております。 

 次に、昨年１１月に四国の高知県・愛媛県の高校３校に視察に、山麓組合の高校支援係の皆さん

と私も含めて１１名で視察に行かせていただきましたけども、何か参考になった点や新たな計画と

いうようなものがあるのかどうかお聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  すみません。実際私今回は行かなかったので、また、行った教育課長後ほど

述べると思いますけれども、復命を見た中、あと私も昨年度の島根県の視察は行かせていただい

て、復命を見た中で、まず思ったことは、どこも小さい町なんですよね。財政カードとかいうのを

事前に見せてもらったら本当に財政力指数は白馬より格段に低いような厳しい自治体であるけれど

も、皆さん見ていらっしゃったとおり、立派な寮を持っていて高校存続を図っていると。やはりそ

れだけ、高校の存在っていうのを、その自治体挙げて守っているというような実態があるというこ

とと、あとは、恐らく中高一貫というのは、四国もあったかと思うんですが、島根県はまさに小中

高一貫で取り組んで地元の子たちが地元の学校へ行くような、そういった流れができている。そこ

の主導をしているのはやはり、私の見た場合では島根県教育委員会でありました。そういった流れ

が長野県にもなければできないのかなと。１地域だけちょっと頑張って中高一貫、中高一貫と言っ

てもなかなか厳しいのかなということで、県の教育委員会にはそういった部分をもう要望していく

のが本来なのかなという感想を持ちました。 

 あと、四国の感想については教育課長が申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

議長（太田伸子君）  横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  四国のほう、副村長行かれなかったんで私からお答えしますが、先ほどの

中高一貫については、高知県が全国に先駆けて一番最初に取り組んだという内容でお伺いしました。

ですので、高知県のほうはその中高一貫の先進地ということなんですけども、動きとするとやはり

県教委のほうの主導でと、高校ですので、という形で、それを義務のほうも巻き込んでというよう

な流れが最初にあったということで、ここら辺のところの動き方というのはやっぱり、県教委のほ

うの考え方がポイントになるかなというように考えております。長野県は、まだその中高一貫とい

う部分の考え方についてはそれほど進んでいる県ではありませんので、今後、山麓事務組合等のほ

うで県教委のほうとお話しをしていただく中で進めていただくには、そこがポイントになろうかな

というふうに私のほうでは思いました。 

 以上です。 
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議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  私も視察に行かせていただいているんですけども、高知県の視察しました

梼原高校というところは、連携型中高一貫教育というものを積極的に取り組んだということで、一

時地元からの入学者数３割程度まで落ち込んだんですが、進学率が６割まで上昇したということを

伺っております。しかし、長野県は一貫教育というものを進めていませんので、すぐに導入という

ことにはならないなというふうには思っているのですが、あえて白馬だからできるというようなも

のをちょっと提案させていただきたいんですけども、先日の山麓事務組合の定例会で提出されまし

た白馬高校各種検定料補助金交付要綱というものがあります。英語技能検定とスキー・スノーボー

ドバッジ検定がありました。スキーのほうはですね２級以上の合格者への補助になっているわけな

んですが、ここからが提案なんですが、２級以上の合格者はですね、スキースクールで認定指導員

というもの、長野県スキー連盟の資格になるんですが、これをスキースクールごとに認定すること

ができます。これを認定していただいてですね、今地元の小学校・中学校というのは必ずスキー実

習というものをやっております。このスキー実習のですねインストラクターを、白馬高校生が務め

てみたらどうかというようなことを思っております。一貫教育とはまたちょっと違う展開なんです

けども、白馬高校生が地元の小中学生と触れ合うという意味でですね、地元ならではの、そういっ

たことができるのではないかなというふうに考えております。これは提案ですので、また考えてい

ただければというふうに思います。 

 次に、大学受験対策なんですけども、進学した生徒、先日あの資料いただいているんですが、こ

こには４大のほうに２３名、それから短大に６名という進学者でございます。進学者がですね

４０％まで来ているということで、進学者が多いということはですね高校の１つの魅力だというふ

うに思っております。引き続き期待したいところなんですが、当初は私伺ったときはですね、ＭＡ

ＲＣＨを目指すという目標がありました。少しずつ近づいているのかなというふうには思ってはい

るのですが、先ほど大学との連携という中で、國學院大學との連携をスタートさせたということな

んですが、ＭＡＲＣＨを目指すという部分で、ちょっと難しいと思いますが、ＭＡＲＣＨのそうい

う大学と連携をするというようなことは難しいのでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  そうですね、一般受験でのＭＡＲＣＨというのはやはり目標にはしていま

す。それはあくまで公営塾行って、一般受験をしてＭＡＲＣＨまでっていうことでありまして、現

状ではスキー部から今年も早稲田へ行く生徒もおったりして、学校的にはそういった実績もあるん

ですけれども、一般受験でという大目標にはもう少しかかるのかなというふうには考えています。

ただ、いわゆる國學院大學も非常に今積極的に人気が高い大学になっておりますので、そういった

ところも足がかりにしていければと、魅力化の１つにしていければということで取り組んでいると

ころであります。 
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議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  連携大学で國學院大學の観光学部というものがあって、そこと連携をして

いくということで大変よいことだというふうに私も感じております。また、私が親御さんから聞い

た部分なんですけども、高校から大学への進学ルートというものが、白馬高校は見えづらいという

ような話をされてました。当然スキー部は、そういったものははっきりしているんですけども、そ

れ以外の生徒に対してのそういったルートですね、そういうところが見えてくるともっと白馬高校

に行かせようというような、そういう親の考えになるんじゃないかというような話も伺ってますの

で、それは大学と連携することで多くのメリットが出るんかなと。また、大学のほうもですね、今

生徒を集まるために結構大変だというふうに伺っております。大学側にもメリットになると思いま

すので、そういった連携を多くやっていただければいいのかなと、そんなふうに感じております。 

 最後に、あの寮についてになるんですが、この冬のシーズンも、先ほど冒頭で言ったように降雪

に恵まれて大変寒いシーズンになっています。年始の１月２日、３日あたりですね、私が自分で目

視したところマイナス２０度まで行った日がありました。私の家でもですね温水ヒーターが破裂し

まして、大変痛い目に遭いました。村内で、あるホテルでは４基のボイラーが全て破裂して今シー

ズンの営業に、できるかどうかという大惨事になったと、そういうことも聞いております。そのと

きに私は頭の中に浮かんだのが、白馬高校の寮がこの寒さで大丈夫だったのかなということを頭の

中に浮かびました。寮のボイラーは聞いたところ３２年ほど稼働しているものだというふうに伺っ

てまして、大変心配をいたしましたし、設備も大変老朽化が進んでますので耐震強度の面でも心配

があるということも報告されています。寮の修繕費は毎年決して少なくない予算をかけているわけ

ですので、毎年修繕費がかかり過ぎているなということは私も感じているところでございます。先

ほど地方創生交付金で６年まで一応ある程度そういった修繕費のほうも見込めるということでござ

います。また、７年以降にまた心配なことが出てきてしまうわけなんですけども、そこで伺います

が、今はコロナによって不動産の動きも少ないわけなんですが、コロナ収束後には今の寮をですね

売却して、それを原資にして新築するといったような考え方はできないかどうか、それはいかがで

しょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  確かに今のご提案は、山麓事務組合の支援係内でも話には出ております。た

だ、もともと本来はやはり白馬高校の、いわゆる行く末、今後についてのまず方向性が決まらない

限り、それに付随する寮の方向性は決まっていかないんだろうなというふうには考えております。

例えば、２年後にまた生徒数が回復して、いわゆる存続の危機を脱した暁には前向きな寮の新設等

も考えていけるわけでありますけれども、高校の改革案というのが令和４年度示されて、その内容

によってどうなるかというのは非常に左右されます。それと、さっき村長答弁でありました、この

４月は非常に入学生が減ります。間違いないと思います。そうした中、令和４年度・５年度がまさ
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に存続に向けての正念場となります。恐らく令和５年度・令和６年度の高校生の人数によって、令

和７年度のいわゆる県の考え方が決まってくるというふうに認識しておりますので、そこら辺を見

極める。あと、高校支援係としては令和４年度・５年度、何としても生徒数を再び上昇させていく

取組をしていかなければいけないと、まずはそっちのほうを最優先していきたいというふうに考え

ています。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  では、次の質問をさせていただきます。先日まで北京オリンピックが開催

されていまして、２月１６日のＮＨＫでの中継では、次の日に開催されるノルディックコンバイン

ドの団体戦のことについて放送されていました。そこに、白馬高校出身者がですね４名同時にテレ

ビに映りました。選手という立場と解説者という立場で、私も見ていてすごく不思議な気持ちにな

りまして、次の日の団体戦では見事に渡部両兄弟がメダルを取るという、白馬高校の生徒の活躍は

こうして全国にテレビを通じてああ出てるということで、より白馬高校の存続は大事だなと、そん

なことを感じたわけなんですが、ノルディックコンバインドのですねエリートアカデミーの選手た

ちを白馬で強化したいというような話がありました。そのアカデミーにはですねプロフェッショナ

ルコーチがついて、白馬高校とは別でやりたいというようなことでありました。ですので、そのア

カデミーってのはそんなに我々心配はする必要はないのかなと、そんなふうに思うんですけども、

逆にですね今オリンピックでも活躍しましたスノーボードとか、フリースタイルスキーという種目

がありますけども、そちらのほうはですね、いまだにあれだけ活躍してもですね、いい環境で受け

入れてくれる高校というのは実はほとんどない状態です。彼らは本当に個人個人でコーチを雇って

とか、そういった状況でやってるんですけども、そういった分野に手を差し伸べるというような、

そういった考えはございませんでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  確かにオリンピック、私も一生懸命見ましたけれども、メダル候補というの

は昔からあるアルペン・クロスではなくて、フリースタイルだったり、スノーボードだったりとい

う状況がありますので、そこら辺、この場で言えるわけではないですけれども、先ほどの小・中学

生のインストラクターと含めてありがたいご提案だと受け止めて、ちょっと話し合ってまいりたい

と思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  白馬高校の存続には地元中学からの入学者が１つのポイントになると思い

ますし、地元高校に進学していただけるように魅力化を進めていかなければ行く末はやはり白馬村

の人口減少ということに、加速要因になるかなというふうに思っております。何とかですね白馬高

校、誇りに持って入学してくれるようなことをみんなで考えていければと、そんなふうに思ってお

ります。 
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 では次に、もう１つの質問をさせていただきます。 

 地籍調査について。 

 地籍調査事業は、昭和６３年より南部の佐野地区よりスタートし、既に３４年が経過しようとし

ています。当初の計画では平坦地部分を約２０年ほどで完了する計画で進める予定だったと伺って

おります。 

 地籍調査のメリットとして固定資産税の課税の適正化、土地取引の円滑化、公共事業・民間開発

事業のコスト削減や災害復旧の迅速化などが挙げられます。 

そこで伺います。 

 １、地籍調査事業の進捗状況と今後の見通し・課題について伺います。 

 ２、昭和６３年に策定した計画では、調査完了した地区から成果に基づいて課税をする計画であ

ったと伺っています。しかし、住民からの意見により全地域の調査完了した段階で、地籍調査の成

果を固定資産税に反映するとのことでした。しかし、調査開始から既に３０年以上もの年月がかか

っておりますが、今一度検討する考えがあるのかどうか伺います。 

 ３、土地取引の円滑化や公共事業・民間事業コストの削減なども地籍調査の大きなメリットです

が、これから北城北部地区ではほ場整備事業やスキー場周辺での開発などが計画されています。し

かし、北城北部地区では、いまだ地籍調査事業が着手されていないことで、その効果は得られない

ことになります。現在調査を行なっている地区ではかなりの時間がかかっていると伺っております

が、北城北部地区への着手はいつ頃を予定しているのかお聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  切久保議員から２つ目の地籍調査について３項目の質問をいただいております

ので、順次答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の、地籍調査事業の進捗状況と今後の見通し・課題についてですが、地籍調査につき

ましては、明治期に未熟な測量技術によって作成された公図と現況の土地の筆界の相違から生ずる

様々な土地関連に関する問題を解決し、議員がご指摘されるようなメリットが村民生活にもたらさ

れることを目的として、昭和６３年度より事業を開始をいたしました。進捗状況は国の第７次の

１０か年計画での見直しによりまして村の総面積１８９.３６平方キロメートルから国有林など調

査対象外の土地を除いた１３６.４７平方キロメートルを調査対象としておりますが、特に村民生活

に影響の大きな宅地・農地などを中心とした２１.０２平方キロメートルの調査を完了させる方針と

して事業を進めているところであります。令和３年度までの調査実績でありますが、現在は村中央

部八方地区の調査を進めております。ほ場整備など、その測量結果が国土調査の成果と同等に取り

扱われる国土調査法第１９条第５項の指定を受けた地域を含めて１２.９８平方キロメートルの土

地調査を完了しております。進捗率といたしましては、全体の調査面積に対して、約９.５％、平坦

部に限って申し上げれば、約６２％となっております。今後の見通しでありますが、令和３年度で
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八方地区内の立会調査をほぼ完了し、令和４年度は補足調査を行ない同地区の地籍調査を完了させ

る予定であります。令和５年度以降は、村中央部の残り・大出地区・馬畔地籍・和田野地区・山麓

地区ヘの調査を進め、その後、村北部へ調査を進めていくことになろうかと思います。ただ、地区

によっては法務局公図と現況の土地筆界が大きく相違をしている土地も多く見られることから、確

実な調査を可能とするため関係部署・機関との調整など十分に事前調査が必要なケースも考えられ

るなど、以前から答弁をしておりますとおり、なかなか事業完了の見通しが立たないのが実情であ

ります。今後、効率的な事業の進捗が可能となるよう各地域の状況も勘案しながら調査地区の選定

をしたいというふうに考えております。 

 ２点目の、地籍調査の成果を固定資産税へ反映する考えはあるかという質問についてであります

が、固定資産税における土地の評価に用いる地籍は原則として登記簿に登記されている地籍による

ものとされておりますが、国が定める固定資産評価基準によりますと、例外規定として、国土調査

法による地籍調査後の登記面積が村内の他の土地との均衡上、特に不適当と認められる場合は地籍

調査前の登記地籍によることとされています。さらに固定資産税実務提要によりますと、その判断

は地目ごとの村内全地籍に対する地籍調査後の登記地籍の割合、地籍調査前後における地籍の相違

の程度、調査前後における地籍の相違による税額の変動の程度などを総合的に考慮して判断すべき

とされております。私自身といたしましては早期に課税に反映することが望ましいと考えており、

以前から中部地区の調査が終了した時点を一つのタイミングと捉えていると申し上げてまいりまし

た。この方針を基に本年度２回にわたって課長会議において協議をしたところでありますが、今後

実施をする地籍調査対象地区の状況を考慮した上で、遅くとも令和９年度の評価替え時には例外的

な取扱いを改め、原則どおり地籍調査後の登記面積で課税してまいりたいというふうに考えている

ところであります。 

 最後に、北城北部地区への着手はいつ頃を予定をしているのかですが、先ほども答弁したとおり、

ここで明確な時期をお示しするのは難しいことが現状であります。これまでの実績から１地区の調

査期間は最低でも３年を要し、村中央部の残りの地区の状況などから考えて、最短で令和１０年頃

に北部地区への着手ができればというふうに考えております。現在、ほ場整備事業の計画が北城北

部地区で進んでいますが、国土調査法第１９条の５項の規定に基づき、定められた一定の制度で測

量することでほ場整備の測量成果が地籍調査と同様の成果として指定されることになるというふう

に理解をしております。 

 地籍調査についての質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  大変時間のかかる事業であるということでございます。大体１地区で今３年

ほどはかかるというような話でございます。この３０年以上もの時間をかけているこの事業なんで

すけども、今現在も固定資産税の課税適正化には反映されていないというこの中で「この事業は本
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当に必要か」というようなことをですね言う村民の方もいらっしゃいます。しかし、地籍調査事業

というのは国の事業というふうに聞いております。伺いますが、国の事業にどのように関連がある

のか、お聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。田中農政課長。 

農政課長（田中洋介君）  今、国の事業かということですが、この事業は先ほど言いました国土調査

法というものに基づいて自治体がやっていくという事業になっております。ということで、村は、

その国土調査法に基づきまして昭和６３年から事業を開始したというようなことで理解しておりま

す。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員の質問時間は答弁も含め、あと５分４０秒で

す。質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  課税についてお伺いしたいと思うんですが、白馬村の中には村道として通

してる道路に個人所有の土地が入っている部分、結構あるというふうに伺っておるんですが、それ

に対しての課税というのは、どういうふうになっているのかお聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。田中税務課長。 

税務課長（田中克俊君）  地籍調査の関係とはあまり関係ないので一般論で申し上げますけれども、

地方税法上、非課税の土地というのが定められております。地方税法の第３４８条第２項、ここで

定められておりますが、その中で公共の用に供する道路というのが非課税の土地で含まれておりま

す。本来であれば道路用地というものは１つの地番を持って、分筆されているのが原則ではありま

すが、今おっしゃったように分筆されないまま、そこに村道が通っているところも村内ではござい

ます。こういったとこにつきましては、先ほど言いました、この非課税の要件を当てはめまして、

その部分につきましては非課税という扱いにさせていただいております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  もう１点、お伺いしたいんですが、北城北部地区でほ場整備事業が計画さ

れていますけども、ほ場整備されれば、換地されて面積登記されるということだと思うんですが、

現状の公図の面積で設計するとですねかなり面積が余ってくるような形になろうかと思いますが、

その場合は地籍調査のように実際に人が境界線を確認して、実寸で測って図面を設計していくのか

どうか、それをお聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。田中農政課長。 

農政課長（田中洋介君）  北城のほ場整備ですが、まだ国土調査済んでいないといことで、実行委員

会との会議のほうでも度々話出てくると思いますが、実際、ほ場整備すると縄伸びといいますか、

少し面積が増えるというのは状況がありまして、ただそれはほ場整備の中の測量の中で外周エリア
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を決めて測量することによって各面積を割り当てていくかというような作業になるかと思いますの

で、それが先ほど村長言いました国土調査法第１９条の第５項ということで、国土調査と同じよう

な一定の精度で測量することで、その成果を国土調査として指定するというようなことになろうか

と思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員、あと２分

です。切久保議員。 

第３番（切久保達也君）  最後に、ちょっとつまらない質問ですが、この国土調査というのは、現場

で一体何名でやられているのか教えていただけますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。田中農政課長。 

農政課長（田中洋介君）  役場の体制は３名でやってます。そのほかに業者さんが数名来てやるとい

うような状況になっています。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。 

第３番（切久保達也君）  いいえ、私の質問は以上です。 

議長（太田伸子君）  切久保議員の質問がありませんので、第３番切久保達也議員の一般質問を終結

いたします。 

 ただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時０３分  

再開 午後 １時００分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第１０番加藤亮輔議員の一般質問を許します。第１０番加藤亮輔議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  １０番、日本共産党、加藤亮輔です。 

 今日の大糸タイムズに白馬村の予算案が紹介されていました。今日と明日は一般質問ですが、来

週の１週間は予算の委員会審議です。時間の許す方は傍聴に来ていただきたいと思います。また、

予算書の予備は議会事務局にもありますから、興味のある方は、事務局へ申し込むなりしてくださ

い。できたら、この２週間は、みんなで白馬村の予算案を考える週にできればと思っています。そ

うすれば、より一層、白馬村への関心度が向上すると思っています。そういう観点で質問に入りた

いと思います。 

 まず最初に、義務教育無償化に見合う給食費を含む学校徴収金についてです。 

 １月に小学生を持つ保護者から、義務教育は無償化のはずだが、学校徴収金が多いよと。白馬村

だけの問題なのか、全国的な問題なのか調べてほしいということを指摘されました。また、少しは

減額できないのかいというような要望もいただきました。 
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 私が調べる矢先に、池田町、松川村が学校給食費の補助額を増額して、家計への軽減を図るとの

新聞ニュースを見ました。今回は少子化対策及び子育て支援策を充実させる観点から、給食費を含

む学校徴収金、また納入金と言っている県もあります。について４点質問いたします。 

 １、白馬村の小中学校の学校徴収金の内容と金額は。 

 ２番目、給食費の補助額を池田町、松川村は小学生３万５,８００円、中学生３万６,６００円に

引き上げると新聞報道されましたが、白馬村の２０２０年度の給食費の年額と補助総額は幾らでし

ょうか。 

 ３番目、文部科学省は保護者が子供の学校教育及び学校外活動のために支出した１年間の経費の

実態をとらえる子供の学習費調査を１９９４年度より、隔年実施しています。また、長野県の教育

委員会は毎年、学校納入金等調査を実施しています。 

 文科省の調査によると、２０１８年、平成３０年の学習費調査の塾など、学校外活動費を除いた

額は、小学校で１０万６,８００円、中学校で１８万１,９００円です。これが全国平均です。県の

調査を見ますと、白馬村は小学校で８万１,６００円、中学校１１万８,５００円です。この差額を

どのように考えますか。捉えていますか。 

 ４番目、持続可能な社会づくりの観点から、物を大切にする、ごみを削減する３Ｒ活動に取り組

んでいる学校、ＰＴＡ、ＮＰＯ法人が全国にありますが、白馬村の村内では、制服、かばん、楽器

などの学用品のリユース活動、回収してもう一度使ったり、修理して再び使う、再利用する取組に

ついて、どのように取り組んでいますか。 

 以上４点、お伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。平林教育長。 

教育長（平林豊君）  義務教育無償化に見合う、給食費を含む学校徴収金について、１つ目の白馬村

の小中学校の学校徴収金の内容と金額のご質問でありますが、内容につきましては、教材・教具等

の教科活動費、生徒会・学級活動費、各種行事費、遠足・修学旅行費、学校給食費、生徒手帳等の

生活進路指導費となります。 

 令和２年度学校徴収金総額は４,３７１万４,０００円で、内訳は、教材活動費が８１６万

８,０００円、生徒会学級活動費が２８万９,０００円、各種行事費が２５６万５,０００円、遠足・

修学旅行費が４８２万４,０００円、学校給食費が２,７３６万３,０００円、生活進路指導費が

５０万５,０００円となっております。児童１人当たり５万９,２９８円、生徒１人当たり９万

３,８２２円であります。 

 ２つ目の白馬村の２０２０年度給食費の年額と補助総額とのご質問でありますが、年額は、小学

生１食２８０円で、最大４万９,８４５円、中学生１食３２５円で、最大５万２,９７５円をご負担

いただき、決算額は、教職員等も含め３,１８８万１７０円となっております。 

 補助総額は、地産地消の取組を促進するため、児童１食当たり１０円、生徒１食当たり２０円を
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公費で負担しております。この額が１５８万５,２３０円です。 

 また、保護者の負担軽減を図るため、第３子以降の児童生徒の給食費を免除している額が

２９６万８,６２０円、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に給食費を補助している額が

３４８万９,１５４円、特別支援学級に就学する児童生徒等の保護者に、給食費２分の１の額を補助

している額が４８万５,２２０円で、総額８５２万８,２２４円であります。 

 令和４年度歳入予算では、児童３５７人、生徒２１８人分３,３７４万９,０００円を計上し、歳

出予算では、公費負担分１７０万円、就学援助費３８８万５,０００円、特別支援教育就学奨励費

１０７万１,０００円を計上し、第３子以降の児童生徒の給食費３４４万２,０００円を含めると、

合計１,００９万８,０００円となります。１人当たりに換算すると、約１万６,０００円を補助して

いることになります。 

 ３つ目の子供の学習費調査と学校納入金等調査の差額の要因についてのご質問でありますが、文

科省が実施している子供の学習費調査は、保護者が支出した経費並びに世帯の年間収入、保護者、

兄弟姉妹の状況等の実態をとらえ、教育に関する国の諸施策を検討、立案するための基礎資料を得

ることを目的とし、県教委が実施している学校納入金等調査は、児童生徒の保護者が学校に納入し

ている学校納入金等の実態を把握し、教育行政施策の基礎資料を得ることを目的とした調査であり

ます。 

 調査項目を比較してみますと、子供の学習費調査には、通学のための交通費、通学用自転車購入

費など、通学費、制服代、ランドセル、かばんなどが含まれているため、高額になっております。 

 最後のご質問の制服、かばん、楽器等の学用品のリユース活動の取組状況でありますが、学校等

が主体となって実施はしておりませんが、ＰＴＡ、バザー等での交換会や保護者間でのやりとりで

自主的に取り組んでいただいているのが現状であります。 

 以上、答弁といたします。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  丁寧な答弁、どうもありがとうございます。 

 まず最初に、ちょっと再質問の入口として、保護者の方から、この国、日本の国は、教育費は無

償化ということが憲法２６条に記載されていると、そういう精神からいくと、もう少し何とかなら

ないのかと。 

 教育基本法にかれこれ書いてあるんですけども、やはり、大元である憲法のほうがそういう感じ

で、無償化ということがうたわれておる以上、やっぱり国、それから各地方自治体も、それに沿っ

た取組をすべきじゃないのかということを言われて、私は次の言葉がなかなか出なかったんですけ

ど、白馬村として、そういう一番根幹にかかわる憲法２６条の精神と、それから、教育基本法４条

のことを鑑みると、やっぱり、何となく教育基本法を優先するようなきらいがあるんだけども、や

っぱり、憲法を優先してもらいたいなと私も思うんですけど、その辺は、教育委員会としてどのよ
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うなお立場か、まず、方向性だけお示し願いたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  無償化については憲法に書いてありますけども、別法令で授業料が無償と

いうことが定められております。 

 学校徴収金については私費の部分もありますので、受益者負担の考えもあって徴収していると。

これは全国で統一した考えでありますので、白馬村で突出して違うことをしているというわけでは

ございません。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問ありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  今の答弁がこの国の考え方になっているかなと思うんですけども、だけど

やっぱり、各地の自治体、国がなかなか足を踏み出さないから、各自治体の長が、それぞれ工夫を

したり、努力したりして、給食費についても、入学祝金についても、いろんなところで、少しでも

無償化に近づけようと努力をしてると思うんです。そういう上に立って、ちょっと私、表を作りま

して、皆さんにお配りしましたので、少し説明しながら質問をしていきたいと思います。 

 今、質問の１番目に出しましたこの資料１というものは、これは文部科学省が、ホームページで

も掲載されている子供の学習費の調査です。これは２年に１回、行なわれています。保護者が１年

間に支出する子供の１人当たりの経費を学校教育費、学校で使うものと学校給食費と、それから、

学校外の塾とかそろばんとか、そういう感じで使う教育費、３分割してあるまとめたものです。 

 今回、特に私が問題にしたいのは、学校教育費と学校の給食費をちょっと考えてみたいと思うも

ので、こういうものを印刷して、皆さんにお配りしました。 

 これ見ても分かるように、小学校の場合、やっぱり教育費というのはわりあいたくさんかかっ

て、総額では、１年間に３２万１,０００円かかると。中学校に行けば４８万８,０００円かかると

いうのが全国平均です。 

 次の資料２を見ていただくと、これは長野県の教育委員会が、学校へ納めた額、保護者から納入

していただいた額をホームページに記載されています。これは毎年、報告が載ってます。 

 それでとりあえず、この国の表、一番新しいのと一緒にするために、２０１８年、平成３０年度

のを使用しました。ここで見ると、各自治体がこういうぐあいに、長野県の自治体全てが網羅され

てます。そこに池田から松川、白馬、小谷というのが載っていまして、小学校、中学校、これぐら

いかかったよと、これぐらい集めましたよというのが出て、それで総額が出て、その横に、１人当

たりはこれぐらいですよというのが出てます。それを２０１８年、その横は２０２０年の額を記載

しました。 

 ここで見るとお分かりのように、２０１８年、平成３０年度は池田町、中学校の場合、１１万

３,０００円、それが２０２０年になると７万６,０００円、白馬村は中学生１１万８,０００円が

２０２０年になると９万３,０００円になるというような形で見ていただければ結構ですけど、
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ちょっと池田、松川は下がっている。この下がっている主な原因が、やっぱり私はこの学校給食費

が作用しているのではないかというふうに思いまして、次に、その資料２の下に、資料３で池田町、

松川村と白馬村の学校給食費の違いを記載しました。 

 先ほど、教育長から、池田町と松川村の学校給食費を対象にするために、白馬村の学校給食費を

報告していただきました。それで、答弁の中にもあったように、小学生は一応１０円、それから、

中学生は２０円、それ以外に、第３子以降については全額補助しているというような報告がありま

した。 

 第３子のところまでの計算はちょっとできないもので、とりあえず、１０円、２０円の小中学校に

補助をしている額を、大体、１年間２００日提供するということにすれば、小学生で２,０００円、

それから、中学生で４,０００円の補助金が出ると。それに引き換えて池田、松川は、この前の新聞

報道にもありましたように、小学生で３万５,８００円、中学生で３万６,６００円の補助をしてい

ますよと。それで、これからも、２人の首長はこの制度を拡大していくと、そういうふうに述べて

いた記者会見のニュースを私は新聞で見ました。 

 やっぱり、同じ大北管内で、一定の額の許容範囲の格差があるのは当然、その自治体の特徴を出

すためにあっても当然だけども、やはりこれだけの、２,０００円と３万５,０００円なにがしのお

金の、これだけの差は、ちょっと私はもう看過できないかなというふうに思います。 

 こういうことについて、２年前にも、この入口論の給食費を補助したらどうかという質問はやり

ましたけど、そのときには、そこまでまだちょっと手が回らないというような答弁でした。 

 今、こういうぐあいに見てくると、もう少し何とか補助していただくように取り組むべきだと思

うんですけども、これは教育長というよりも、総務のほうの判断にかかっていますから、村長、こ

の辺のニュースをいろいろ、村長も新聞は見たと思うんですけど、その辺見て、どのように感じた

か、御見解をまずお伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。まず先に、横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  先に、教育委員会のほうから答弁を申し上げます。 

 教育委員会としては、受益者負担ということで、賄い材料費ということで、材料費分だけを徴収

しているということでございまして、その部分で、保護者負担軽減ということで、それを公費負担

ということであって、予算が許せば、それはいいかなというような話ではありますけれども、村の

財政全体を考える中で、その分でいくと２,０００万円ぐらいになるんですけれども、２,０００万

円を公費で負担するということは、その他の部分を２,０００万円スクラップして、その財源を捻出

しなければいけないということになろうかと思います。 

 白馬村の全体施策の中で、子育てのそこを優先にするのか、あるいは、除雪ですとか観光を優先

にするのかということは、全体のバランスを見ながら考えるということでありますので、教育委員

会サイドとすれば、そこへ予算をつけていただければありがたいことでありますけれども、村全体
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を通して考えないと、それはいけないのではないかなというふうに教育委員会のほうでも理解をし

ているということです。 

議長（太田伸子君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  松川と池田の例をとって、白馬村との違いを表で提示をしていただいているわ

けでありますけども、白馬村と、また池田、松川とは、いろいろな財政事情が非常に違います。今

ちょっと、そんな話があったかどうか知りませんけども、村のこの何というか、昔からの観光で生

きる村として、観光予算に非常に拠出をしているということ、それから、冬の関係もそうでありま

すけども、除雪の関係も、松川、池田あたりは、ほとんどかからない、そういった状況の中で、特

に白馬村、小谷村もそうでありますけども、非常に除雪費もかかるというようなことで、村の全体

の予算を勘案をする中で対応していただいているわけでありますので、一概に、池田、松川がどう

かと言われても、村の財政事情もありますので、村としては、できるだけ下げるという取組はして

いるわけでありますけども、それはご理解をいただきたいというふうに思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  私も白馬村の主産業が観光だということは十分認識してます。それと同時

に、村づくりを行なっていくこの少子化の中で、村を継続的に、持続的にしていくと。最近は、Ｓ

ＤＧｓとかいろんな言葉で言われていますけども、やっぱり、白馬村を存続していくためには、や

っぱり、一番根幹になるのは人づくりだと思うんですが、このことは、村長もいろんなところで、

そういうご発言をされてます。 

 それで、まず、村の予算について、今回、３月議会で予算を審議するもんですから、少し、村の

予算がどうなっているかっちゅうことをちょっと調べてみました。資料４をちょっと皆さんに提供

しました。 

 この資料４は、ちょっと短いんですけど、１０年間の白馬村を含む大北４町村の決算カード、こ

れは総務省が出している決算カードですけど、それをもとにして、歳出合計額と教育費の割合を調

べてみました。 

 それを見ると、やはり、白馬村のところを見れば、２０１０年は総額の中の６.８％が教育費に使

われていたと。それで、その１０年間のトータルを平均化すると、この１０年間大体８.２％が教育

費に使われたというふうに出ます。池田、松川についてを見ますと、池田はこの１０年間で

１２.９％、それから、松川は１２.０％教育費に使われたというふうに出ます。 

 先ほど言われたように、白馬村は観光予算で、観光の町だから観光予算に使っている、雪が降る

から除雪費に多額のお金を使うということは、もちろんあります。それは、そこの自治体の特徴で、

やはり交付金、除雪費にすれば一定の交付金もありますし、その中で、みんなが賄って、各自治体

の配分が、最終的にはこういうふうになっているのが現実です。 

 それでもう１つ、この下の今度、類似団体比較カード、これも総務省が発表しているものですけ
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ども、これも１０年間、ちょっと調べてみて、これは白馬村と同じような自治体、人口が５,０００か

ら１万人の間の自治体で、産業構造も似通った自治体５種類５段階に分けて、全国で町村を１５の

カテゴリーに分けてしたのが、この類似団体比較です。だから、白馬村と似通った自治体の平均値

です。 

 白馬村は、先ほど言いましたように、この１０年間の教育費の割合は８.２％と。それから、類似

団体で見ると１０.２％と。本来だったら、２０年ぐらいの比較をしたほうが、もっと正確な数字が

出るかもしれないけど、そこまでちょっとやれなかったもので、勘弁していただきたいんですけ

ど、こういうところを見るとやっぱり、これでも２％違うと。 

 このランクの２％、１％は、大体６,０００万円から７,０００万円ぐらいになるから、１億

２,０００万円、３,０００万円のお金なんですわね。だから、これがやっぱり１０年続くと、計算

上は１３億円から１４億円ぐらいの違いが出てくるというところが指摘できるんですけども、この

辺がやっぱり、教育関係の、これは社会教育も全てだけど、そういう関係のところで、やっぱり格

差が出てきた原因に私はなっていると思うんですけど、こういう指摘に対して、そしたら、教育委

員長か村長、本当はやっぱり、予算の配分の問題ですから、これは横山副村長、答弁をお願いしま

す。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  この表を今、見せていただいて、議員ご指摘は、教育費の割合を中心的にお

っしゃっておりましたけれども、例えば、平成２７年度、白馬村の予算は７１億。ご存じのとお

り、平成２６年の神城断層地震の後の復旧事業で非常に膨らんでおります。 

 教育費以外が大幅に膨らんだ中で言うと、教育に別に、教育を手薄くしたわけではないけれど

も、比率は下がると、そういった見方ができるので、一概に、比率だけで比較するのはいかがなも

のかなというのが、まず指摘をさせてください。平成３０年だけ見れば、白馬村は一番教育費に費

やしているというふうになります。これは、ご承知のとおり、給食センターの建設であります。 

 ですので、こういったハードを含めた表はいかがなものかと思いますし、教育費以外でどういっ

た状況があるかということも総合的に勘案しないと、一概に、教育に手厚い、そうではないといっ

た議論はできないと感じております。 

議長（太田伸子君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  先ほど、白馬村の観光というような特性の話をいたしましたけれども、特に池

田、松川の面積、町の面積なんかは、白馬村の本当に４分の１くらい――じゃないか。本当に、白

馬村は――１８９平方キロですか。松川、池田にしてみれば４０、そういったところが非常に、村

政運営するにも、道路の問題にしても、いろいろの問題にして、本当に池田、松川なんか、こじん

まりまとまっているということが、非常にそういう部分ではうらやましいなと、こんなふうに思っ

てますけども、ご案内のように、白馬村は本当に南北に長い。そして、道路も本当に縦横無尽に、
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住民のために、そしてまた、観光客のために道路を何個も。そして下水道、水道もそうでございま

すけども、非常に、そういったところに予算を費やしているということはご理解をいただきたいな

と。 

 ただ、教育費に対して、特化してどうだって言われても、そこら辺は加藤議員、ちょっとご理解

をいただきたいなというふうに思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  もちろん、そういう考えは当然起こると思うんですね。 

そういうことは、重々私も承知してます。 

 先ほど、わざわざこの下に類似団体の表も付けて、全国の町村を１５のカテゴリーに分けて、こ

れは、白馬村以上に土地の多いところもあれば、少ないところもある。それから、災害の起きたと

ころもあれば、起きなかったところもある。これは全部の自治体がそういうふうに、災害の起きた

ところは増えた額で計算されています。だからそれ、トータル的にやっぱ見な。 

 ただ単に、こことＡとＢだけを見比べると、そういう齟齬というか、誤差が生まれるけども、や

っぱりこういうぐあいに類似団体にでも、やっぱり２％ぐらい違って、各町村でも、この大北管内

でもちょっと見劣りするなあというところはやっぱり、素直に私は認めるべきだと思うんですよね。

認めた上で、何とか工面できないかなあという立場に立ってやっぱり、村政運営をしていくと。 

 今回は、一番最初に申し上げたように、教育の無償化ということで村民から言われて、それに基

づいて自分なりに調査すれば、教育費がどうなってるかっていうところを特化して問題提起したわ

けです。 

 だから、そこについては観光に特化して、これから質問する場合もありますから、それはその中

の範囲で答えていただければ、私は何も、村政運営はこういう、私たちはこうやってるのだという

ことを発表してもらえば、私はいいと思います。それで、細かい問題で言うと、先ほどの給食費の

ことは、そういうことです。 

 それからもう１つね、ちょっと指摘しておきたいのは、これを見て、私もよく分かったんですけ

ど、資料１のこの小学校と中学校の子供の学習費用ですね。これを、中学校やったら中学校のとこ

を見ていただいて、１年生と２年生を見ていただくと、１年生は１９万４,０００円の学校給食費、

①のとこね、かかっています。２年生は１０万５,０００円と、９万円ぐらい違うんですよね。 

 何で１年、２年。これは小学校でも同じことが言えます。１年と２年では、小学校は１０万

９,０００円が、２年生になると３万６,０００円になる。これの一番の大きい原因をこの部門別

で、その下を見ていきますと、やはり、中学校の場合やと、制服費用４万７,０００円、２年、３年

になると５,０００円台になっちゃうんですね。 

 それから、通学用品が１万７,０００円が、２年、３年は７,０００円台になっちゃう。それから、

その上の通学費ですか。通学費も１万７,０００円と２年、３年は４,０００円台になるということ
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で、極端にこの１年と２年は違うと。 

 これは何を意味しとるかというと、やっぱり、１年生は新入児童・生徒で、やっぱり、制服も買

わなあかん、ランドセルも買わなあかん。いろいろ入り用があるということの表れだと思うんで

す。 

 それで、ただ単に、池田、松川なんかは小学校は１万円、それから、中学校になると３万円と

５万円の入学祝い金を出していますわね。そういうところもね、私、こんな入学祝い金までは、や

っぱり村に言うよりも、みんなで何か工面する方法を考えたほうがいいんじゃないかなと内心思っ

てたんだけども、これだけの格差を見るとやっぱり、自治体が少し、差し伸べると言おうか、援助

するっていうのは分かると思うんですわ。 

 だから、そういうとこも含めて池田、松川については、やっぱり学童、生徒に対してきめ細やか

な配慮をしたことをやってるなというのが、私は素直に認めるべきだと思う。それについて、やっ

ぱり白馬村も格差を拡大していくんじゃなくて、格差を縮めるような方向で取り組んでいただきた

いなというのが、今回の質問なんですわ。 

 その辺について、今年は予算案も提案されていますから別ですけど、今後どういうふうにしてい

くつもりか、何か見解なりお考えがあれば、よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。平林教育長。 

教育長（平林豊君）  加藤議員の言われるとおりだと思います。近隣に対してですね格差が生じるこ

とは問題がありますので、できるだけですね、格差が生じないような形でですね、これから、近隣

の市町村の中身を見てですね検討してまいりたい、このように思ってます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  どうも前向きな答弁ありがとうございます。 

 あと、最後にもう１つですけど、ここに書きました学用品は割合高い。それから、１回とは言わ

ないけど、二、三回しか使わない学用品もある。そういうものがもったいないから、ＳＤＧｓの観

点から言っても、もう少し３Ｒと言おうか、そういう観点でも、この村の中で活動できないかなと

いうことで調べたところで、ちょっと発表したいと思うんですけど。飯綱町は、この学用品リユー

ス実行委員会というものをつくって、これは、社会福祉協議会のボランティアグループがそういう

リユース実行委員会をつくって、小学校、中学校の学童が使った、まだ十分使えるいいものを集め

て、それを新入生の希望者にお配りしたり、また、大きいものについては、４年生でまだ使える子

供にお配りしたり、いろいろ回し合って、言葉は不十分ですけど、みんなで再利用しているという

取組です。 

 それから、新潟県の新発田市の市の教育委員会では、学校にそういう学用品の、まだ新しくて十

分使えるものをみんなが提供するボックスを置いておいて、そこへ入れて使ってもらうと。それを

こういうボランティアグループが全部回収して、きれいに洗濯とか修理をして、また、学校の体育
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館とか、そういうとこの一番後ろのとこにみんなで展示して、みんなに使ってもらうとか、それか

ら、一番高額な学生服とか、そういうものについては、学生服リユース協会というのが、これは全

国展開しているＮＰＯ団体ですけど、そういうところなんかもありますから、白馬村でも、私の聞

いた知っとる範囲では、ノルディックのスキー靴ね、これはリユースして、何かみんなで回しっこ

して使っているということは聞いていますけど、もう少し、そういう学用品とか制服とかかばんと

か、そういうものも含めてリユースするような組織をつくるように、これは、教育委員会でもいい

し、健康福祉課の社協の関係でもいいし、それから、ほかの団体、どこでもいいんですけど、一定

の運営ができるような、後押しをするような感じの、みんなに声かけっちゅうんかね、そういうも

のを、まず役場のほうで、だれかが音頭とってやってもらえないかなと。 

 後の運営は、やっぱりこういう問題ですから、ＰＴＡとかＮＰＯ団体とか、そういうグループと

か、そういうものが運営してくと思いますから、とりあえず、軌道に乗るまで、村のほうでちょっ

と汗を流してもらえないかなと思うんですけど、いかがなもんでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  教育委員会のほうでお声がけをして、場を提供するなりということはやぶ

さかではないことだと思います。ただ、既にＰＴＡですとか保護者間で、もうそれ流通しているよ

うなところもあるもんですから、それは公のところに設置するかどうかっていうところの詰めだけ

かなというように思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  今の教育課長の話によると、既に一定のところがやられておるというよう

な答弁として受け取っていいんでしょうかね。そしたら、それをもう少し、みんなが分かるような、

保護者が分かるような感じで告知していただくとか、小さなグループで交換するんじゃなくて、も

う少し学校単位とか、そういうとこで大きく、みんなが利用できるような感じでしていただきたい

と思います。 

 次の質問に移らさせていただきます。 

 ２です。コロナ禍での生活実態調査と新年度予算。 

 コロナ禍で勤務時間が減少した、リストラされたなど、生活の悪化を伝えるニュースが報道され

ています。白馬村でも同じ状況なのか、それとも、白馬村は特別地域なのか、村内の実態が分かり

ません。 

 県にまん延防止等重点措置が適用され、キャンセルが増加し宿泊客、仕事量が減少、また保育園、

学校の状況で仕事を休むなど、生活と暮らしへの影響も考えられます。村は、村民、事業者の生活、

営業実態をどのように収集・分析しているのか、その対策のための事業内容と新年度予算案につい

て質問します。 
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 １、予算を作成するに当たり、村民の生活実態をどのように把握していますか。 

 ２、コロナ禍の中で、村内事業者の経営状況は悪いと思いますが、コロナ禍前の２０１８年と比

較して、今はどのような状況とお考えですか。 

 ３、今の状況を打開するための新年度予算の目玉事業は。 

 ４、新年度予算に、以前から要望の強いスクールバスの本格運行実施を盛り込みましたか。 

 以上４点、答弁をお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  コロナ禍での生活実態と新年度予算について、４項目のご質問をいただいてお

りますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目のコロナ禍での生活実態調査についてお答えをいたしますが、次の質問との関連もありま

すので。 

 毎月、主要の観光施設や交通機関から利用者数を、報告とともに利用状況もコメントいただいて

おり、これらから、村全体の状況を把握をしているところであります。また、定期的に県や商工会、

金融機関等にお集まりいただき、村内の産業経済や雇用情勢並びに金融市場を取り巻く感染症の影

響に関する情報の把握と共有をしております。さらに、国や村の支援制度の申請内容からも、経営

状況の把握に努めております。 

 一方、生活実態とは若干違いますが、新型コロナウイルスの感染症に伴う住民、事業者としての

行政ニーズに関しては、先ごろ通知をした灯油費等給付金に併せて、これまで行なってきた各種事

業について、直近でまとめたアンケート結果は、経済対策として、事業者は、１位プレミアム付の

商品券、２番目は休業事業者協力金、３番目は商工業者緊急支援であります。 

 一般では、１位がプレミアム商品券で、２位は灯油費等給付金、３位は子育て世帯支援金であり

ます。全体では、１位プレミアム付の商品券、２位は灯油費等給付金、３位には休業事業者協力金

といった結果になりました。 

 このほかに、感染症対策についてもアンケートを行なっており、今後も、見据えた経済対策、感

染症対策として、これらも参考にしたタイムリーな各種の制度設計などに役立てればというふうに

考えております。 

 ２点目のご質問では、比較対象が２０１８年とのことでありますが、新型コロナウイルスの感染

症の国内初の感染例は２０２０年の１月、村内では、同年１２月であったと記憶をしていますので、

その前年である２０１９年を基準年とし、２０２１年を対象年としてお答えをさせていただきます

が、また、国の月次支援金では、２０２１年の対象月の売上が、前年または前々年の同月と比較し

て、一定割合以上、減少している事業者を対象に支給をされていましたので、この情報をベースに

お答えをさせていただきます。 

 月次支援金は、緊急事態宣言措置、またはまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響を受け
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ている事業者で、売上減少率が５０％以上の事業者に対して支給をされました。村内では４３０を

超える事業者が、この支援金を受給しています。 

 主な業種は宿泊や飲食、小売になりますが、地域経済分析システムによると、これらの企業数は

約７００でありますので、その６割超が２０１９年比で５０％以上の売上減少を経験しているとい

うことになります。 

 また、２月上旬に開催をいたしました経済対策連携会議では、金融機関から、事業者の相談内容

として、新規や追加の融資に関することではなく、運転資金の当初借入れの据置期間が到来するこ

とから、据置期間や返済期間の延長に関する相談が多く占められているとの報告がございました。

このことからも、事業者の経営状況が極めて厳しいことがうかがわれます。 

 また、３点目の新年度の予算の目玉事業についてお答えをいたしますが、まず、新年度予算前と

なる今回の令和３年度の第９号の補正予算でも、新型コロナウイルスの感染症の第６波の到来によ

りまして発生をいたしました村内事業者の売上減少の影響を緩和するため、売上減少率及び事業規

模に応じて、第６波対応事業者特別支援金を支給する方針であります。 

 新年度当初予算の中で申し上げますと、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化をする中、管

内中小企業者などの円滑な資金繰り対策を支援するため、今年度に引き続き、公的融資制度の信用

保証料の補給及び利子補給補助金の交付を行ないます。 

 なお、新年度における補正予算に向けて、令和３年度に交付限度額が通知をされた新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の一部に対して、内閣府における本省繰越手続を行ない、こ

れに関しては、白馬村の令和４年度当初予算及び予定する補正予算に計上して実施をする事業の特

定財源とすることができるため、感染対策が必要か、経済対策が必要か、刻々と変化する社会状況

を見極めながら、この交付金を使って、新型コロナウイルス感染症対策としての有効な事業を、な

るべく早いうちに行なう予定で、各方面から情報収集をしているところであります。 

 この事業内容が決まりましたら、速やかに実施ができるよう、補正予算を計上する予定としてお

りますので、その際は、ご審議のほどよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 最後に、スクールバスについてであります。 

 スクールバスについては、令和２年度から試験運行を開始をし、運行経路や時間、対象者など、

様々な問題を洗い出しながら、間もなく２年目の運行が終了をする見込みになりました。 

 特にトラブルもなく、利用者からもよい評価をいただいていると、教育委員会からも聞いており

ますが、ご質問の本格実施とは通年運行を指すものと解してお答えをいたしますが、地域公共交通

網の形成のために、令和４年度から、スクールバスを初め、各種交通路線のすり合わせを行なう計

画としています。 

 スクールバスの運行は、新型コロナウイルス感染症の流行で、暑い夏の時期に試験運行ができて

いません。それぞれの交通資源のすり合わせを行なうためには、夏の運行を行ない、通年運行の必
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要性なども検証をしなくてはならないと考えておりますので、令和４年度予算において、夏の期間

を入れて、４か月の試験運行費用として計上をいたしました。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は、答弁を含め、あと４分３０秒で

す。質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  どうも答弁ありがとうございます。 

 それで、今大変有意義と言おうか、コロナ禍で厳しい状況だと。それで、何とか支援したいっち

ゅうことで、特別支援を考えてるというような答弁をいただいたと私は理解したんですけど、これ

は、昨日、今日と、大糸タイムズにこれも載ってました。 

 大町市も第６波の事業者の支援金というものを行なっていますが、それと似通った形で、白馬村

でも実施すると。細かいところについては、まだ決まっていないというような段階でとらえていい

んでしょうか。それとも、全然違うよと言うんだったら、ちょっともう少し具体的に答弁をお願い

します。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  お答えします。 

 まず、第９号補正に挙げております特別支援事業については、枠組みとすれば大町市と同様であ

ります。ただ、減少率で少し白馬村は工夫をしておりまして、前年または前々年の同月比で、２５％

以上減少している事業者に対して支援金を支給するというものであります。 

 個人であれば上限が８万円、法人であれば上限１６万円ということで、制度を今、組み立ててい

るところであります。詳しい内容については、補正予算を審議いただく常任委員会のほうで説明し

てまいりますが、概要的には以上になります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありますか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  時間がもうありませんから、最後に一言だけ。 

 資料としてもう１つ用意したんですね。資料５を見ていただくと、これは総務省の統計局が出し

ている国の基幹統計です。基幹統計っちゅうのは、重要な統計を国が責任を持ってやって、それを

ホームページ上に記載されています。この統計を、ある総理大臣はちょっと改ざんして問題にもな

りましたけど、そういう国の実態を知る一番重要な統計が全国で、各省庁で５３あります。 

 この５３の統計の中で、私は白馬村でも十分利用できる統計があるなというふうに考えました。

国民生活基礎統計とか、それから、毎月勤労統計とか、それから家計統計とか、それから、中には

商工会の集会で教えていただいたんですけど、国土交通省がやってる建築着工統計、これなんかも、

きちっと分析すると、白馬村に新築の建物がどれだけこの年、建ってたかというところなんかも分

かるということを聞いています。だから、こういうものをもっと利用して、予算案のつくり、それ

から村づくりに役立てていただきたいと思います。 
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 質問としては、こういうところはちょっと得意な人が余り見受けられなかったら、この統計局で

統計研修というものを行なっています。そういうところへ職員を派遣するなりして、やっぱり、デー

タをきちっとつかむっちゅうことが、世界水準の観光地を勝ち抜く一番の早道だと思うんです。あ

らゆる統計、データをやっぱり、この白馬村がきちっとつかむというためにも、こういう統計をき

ちっと、統計の予算を増やしてきちっとやっていってもらいたいと思います。 

 これで終わります。 

議長（太田伸子君）  質問時間が終了しましたので、第１０番、加藤亮輔議員の一般質問を終結いた

します。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 ２時０１分  

再開 午後 ２時０６分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第１番増井春美議員の一般質問を許します。第１番増井春美議員。 

第１番（増井春美君）  １番増井春美です。それでは、通告に従いまして、２項目の質問をいたしま

す。今日はケーブルテレビも入っておりますし、村民の方も御覧になってる方もいらっしゃると思

います。白馬村にとりまして、このケーブルテレビは大変情報手段としては貴重で重要なものだと

思っております。 

 それでは、１つ目に、ケーブルテレビ白馬の将来像について。 

 令和３年９月、総務省が発行した「ケーブルテレビの現状」の資料によりますと、令和２年度末

自主放送を伴うケーブルテレビの加入世帯数は全国で３,１１７万世帯、普及率は５２.４％、長野

県では４２万世帯、４８.１％の加入率であると記載をされております。 

 ご承知とは思いますけども、ケーブルテレビの本来の目的は、建物に囲まれたエリアや山間地な

ど各家庭の戸別受信機ではテレビ放送電波の受信が困難な地域や、家庭への放送配信であるとされ

ておりますが、ケーブルテレビには地域に密着した情報の発信、さらには防災意識の啓発や災害時

における災害情報の伝達としての目的もあります。当村のケーブルテレビ事業は、国の補助を受

け、８億円近い投資により整備され、平成２３年４月１日に開局以来、指定管理者、株式会社エー

アイシーコミュニケーションズに業務を委託しており、現在に至ります。また、近年では、情報通

信関連技術の進歩を背景とした新たな情報手段への急速な変化も起きております。 

 そこで、１２年目を迎えるに当たり、次の６項目についてお尋ねいたします。 

 １番目、事業の現状と課題は何だとお考えでしょうか。 

 ２番目、事業を健全運営するための世帯数はどのくらいとお考えですか。 

 ３番目、加入促進のためのキャンペーンの実施のお考えはありますか。 

 ４番目、放送番組審議会の活動内容はどんなものでしょうか。 
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 ５番目、村民への番組意向調査、アンケートの実施状況はどうでしょうか。 

 ６番目、村民サービスの情報基盤としての未来をどうお考えですか。 

 以上、６項目の質問を終わります。お願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  増井議員から、ケーブルテレビ白馬の将来像について、６項目の質問をいただ

いておりますので、順次、答弁をさせていただきます。 

 １点目の現状と課題について、お答えをいたします。 

 ケーブルテレビ白馬は、テレビ視聴困難地域及びブロードバンドゼロ地域解消、近隣市村との情

報格差の解消策と併せ、平成２３年７月の地上デジタル放送完全移行への対応及び各種行政情報の

提供による情報公開を推進するため、白馬村全域に光ファイバーによるケーブルテレビ網を整備を

いたしました。 

 ケーブルテレビ事業の現状ですが、加入件数につきましては、平成２３年度は１,８５８件に対し、

令和４年１月現在では２,１６４件となっています。 

 また、神城地域の通信の光ファイバー加入件数につきましては、平成２２年度は４２０件のＩＲ

Ｕ契約数に対し、令和３年度は９３９件の契約数となっています。 

 管理運営業務につきましては、専門的知識の必要な特殊業務であり、効率的な運用を目指す観点

から、開設当初から指定管理者制度を導入し、５年ごとに公募による募集を行なっています。現在

は、令和７年の３月３１日まで、株式会社エーアイシーコミュニケーションズと契約中で、住民の

基礎的情報ニーズにこたえ、地域情報や災害情報を自主制作番組や文字放送で放送するなど、地域

に密着したきめ細かな情報提供を心がけて実施をしているところです。 

 課題につきましては、開局から１２年が経過し、本体設備や附帯設備の老朽化が挙げられます。

近年の大規模設備更新工事を申し上げますと、平成２９年度には、音声、映像、データ等をユーザー

側に送出する設備機器、送出のヘッドエンドの更新工事を約３,５００万円で実施をしました。令和

元年度には、同じく、受信側ヘッドエンドとアンテナの更新工事を２,８５０万円で実施をいたしま

した。 

 また、令和４年度には、機器の劣化に加え、４Ｋへの対応のため、カメラ２台の更新を予定をし

ております。 

 また、衛星放送での４Ｋ、８Ｋへの対応や、地上放送番組のネット配信や映像通信サービスの拡

大による加入率の停滞、移動通信サービスの高度化、具体的には、５Ｇの導入などへの対応などケー

ブルテレビを取り巻く環境変化については、今後における大きな課題の一つとして挙げられます。 

 ２点目の、事業を健全運営するための加入世帯についてですが、開局に当たり、維持管理費用と

利用料金の検討を行なった際には、１,８００世帯から１,９００世帯の加入があれば健全な事業運

営ができると計算をしておりました。この計算の算出につきましては、指定管理者との基本協定で
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管理責任分担を詳細に決めておりますが、大規模な支障移転工事費や、１件３０万円以上の修繕費、

備品購入費等につきましては村が負担することとしておりますので、指定管理以外の部分について

の経費については読み切れない部分ですので、これらの経費を除けば、現状では健全運営と言える

と考えます。 

 なお、今後も設備更新等は必要であり、神城地域に整備した光通信回線のＩＲＵ契約に関する収

入金額につきましては、指定管理者によるケーブルテレビ事業の運営収入には組み込んでおりませ

んので、今後の設備更新等の財源に充てることを目的に、毎年、基金繰入を行ない、設備更新に備

えております。 

 ３点目の、加入促進のためのキャンペーン実施についてですが、事業実施及び開局に向けて、加

入負担金については、一定期間に加入申込みをされた方を対象に全額免除し、その費用について村

が負担した経過があります。これにつきましては、加入率向上に向け、一定の効果があったと認識

をしております。 

 この負担金につきましては、現在、指定管理者の収入源とできるものの、引込工事に係る実際の

工事金額は利用者から徴収する負担金額より高いため、さらなる負担が生じることから、このよう

なキャンペーンについては現時点では考えておりません。 

 加えて、一般論として、ケーブルテレビ加入により利用料が月額発生することからも、維持管理

経費を抑えるといった傾向を考えると、加入負担金に特化したキャンペーンは限定的と捉えており

ます。 

 ４点目の放送番組審議会の活用内容についてですが、まず放送番組審議会とは、番組の向上改善

と適正を図るため、放送番組等の審議を行なうことを目的として設置された審議機関で、放送法に

より設置が定められているものです。白馬村有線テレビ放送番組審議会は、現在１１名の委員で構

成をされており、白馬村有線テレビ放送番組審議会規則に定める番組基準に基づき、放送番組等に

ついて調査、審議をしており、開催につきましては、毎年１回の開催をしているところであります。 

 それから５点目の、村民への番組意向調査の実施状況についてお答えをいたします。平成２５年

度に一度実施をいたしましたが、回答率の低さから、現在は番組の中やＣＭ等でご意見やご要望に

ついて呼びかけを行ない、意見のある方からは、メールや電話で直接いただく形や、指定管理者に

よる企画立案により、ターゲットを絞って取り組んでおります。 

 最後に、村民サービスの情報基盤としての未来像についてお答えをいたします。先ほども申し上

げましたが、ケーブルテレビ白馬は、地上テレビ放送の難視聴区域及びブロードバンドゼロ地域解

消を目的として開設をし、これまで自主放送や文字放送、多チャンネル放送など放送サービスの高

度化と併せてサービスの充実を図ってまいりました。 

 一方で、４Ｋ、８Ｋ、動画配信サービスの普及など、ケーブルテレビを取り巻く環境は近年大き

く変化をしております。今後は、光通信のブロードバンド化によるインターネットテレビの普及な
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ど、先の見通しが不透明な部分はありますが、地域に寄り添うメディアであるケーブルテレビとし

て、公共的役割を果たすことができるよう努めてまいります。そのためには、常に利用者目線の地

域情報や災害情報などの発信により、公益性の確保・充実と、事業規模に応じた発展や、人材育成

等により事業性の確保・充実を図ってまいります。 

 これからの時代は、今以上に情報収集の選択肢が増えてくると予測ができます。そのような中

で、繰り返しになりますが、ケーブルテレビ白馬、今後も地域に寄り添った情報基盤として、引き

続き事業を行なってまいりたいというふうに考えております。 

 以上で、１つ目の答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  答弁ありがとうございました。私は、開局以来、もう１２年目になりますけ

ども、最初からケーブルテレビは視聴させていただいております。 

 ケーブルテレビは、毎日、一日中見るというわけではなくて、皆さんもそうだと思うんですけど

も、今回はコロナ禍にありまして、行政情報を村長のメッセージはもちろんですけども、行政情報

を頻繁に若い職員の方が放映されて、これは大変いいなと、今までにない形で、有効に、こういう

形で利用していけば、今後ともいいかなと思っております。 

 それと、これから質問をさせていただくんですけども、過去、私、議会の議事録をずっと見させ

ていただいて、村長も議長であられたりしたことがあるんですけども、私が議会、議事録で調べま

したのは、先ほど村長答弁ございましたけども、平成２４年の３月時点の加入世帯、先ほど言われ

た１,８５８世帯、全世帯を対象にした、これは加入率約５０％というような答弁をされており

ます。 

 それと、白馬村の第５次計画を見ますと、平成元年で２,０８８件、先ほどお聞きしました平

成４年の１月現在で２,１６４件ということでございました。約１１年近く経過しておりますけど

も、年平均にしますと３０件ぐらい増えておりますが、これは大変順調に伸びてきたというふうに

思います。 

 これからは、若い方のテレビ離れもございますし、安穏としていくわけにはいかないと思います

が、今までこの目標を順調に伸びてきましたけども、村として、何か対策を、指定管理者の方と一

緒にされてきたのか、恐らく他市町村、大町市なんかもそうなんですけども急激に伸びております

ので、その辺を対策をされてきたかどうか、お伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  それでは、加入率向上に向けての対策というところですが、開局当

時につきましては、先ほど村長答弁にもありましたとおり、加入負担金の全額減免というのがキャ

ンペーンになります。それ以降は、転入される方、いわゆる住民課の窓口で手続をするときに、白

馬村にはケーブルテレビがありますよというようなご案内をさせていただくというところです。 
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 あと、番組につきましては、どういうものが流れているのかが、なかなか分かりづらいというこ

とで、村民ホール、現在も置いておりますが、ケーブルテレビ、いわゆる自主放送を流したり、村

内の要衝となるようなところには自主放送の番組表というのを置かせていただき、そのような取組

をしているのが、加入に向けての取組ということであります。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  先ほどの答弁で、村長は加入促進キャンペーンについては考えていないとい

うことを発言されました。例えばですね、このまま年平均３０件が上がっていくとも、時代の変化

とともに思えません。加入促進というのは、今までやられてきて年３０件ぐらい確保しておるんで

すけども、やる必要が、やはりあるというふうに思います。 

 例えばですね、当初の負担金がございますよね、３万円。これもお聞きするところによると、３万

円だけでは納まらないところもあると、地域によっては１０万円を超えるようなところもあるとい

うことを考えますと、やはり先ほど言われた考えてないというのは、当然かなというふうに思いま

す。 

 ただですね、その３万円なんですけども、例えばですね、大町市のほうでやられたかと思うんで

すけど、分割してね納入をしていただくとか、また利用料金を何か月か無料にするとか、そういう

ふうなことは、ちょっと考えられないでしょうか、お尋ねいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、２件、提案がありましたけども、分割納入については、やは

り先ほどの話にもありましたとおり、村で設定している加入金の金額では賄い切れないので、分割

をしたとしても、あまり経営上の影響というのは改善はされないかなというふうに思います。 

 あと利用料金の関係につきましては、これは一定の検討する余地はあるかというふうに思います。

ただし、今の時代の中で、イニシャルコストはただになったとしても、ランニングコストを嫌うと

いう傾向は、これは若い世代の中でもよく聞く話です。これがはたして、その数箇月等で魅力があ

るかどうか、この辺は少し深掘りしないと何とも申し上げることはできませんけども、ただ検討の

余地はあるかなというところで答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  先ほどは、キャンペーンについては分割等の検討はできるというふうに理解

してよろしいでしょうか。 

 それと、次の質問に移ります。放送番組審議会について私は質問をいたしました。これは、お聞

きしますと、年１回、放送法で決められた回数だと思いますけども、お隣の大町市では２回やられ

てるんですね。基本的には、放送番組ということで、その審議ということですけども、どうしても
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ですね毎日見てる番組見てるわけでもありませんし、若い人の意見とかですね、アンケートを取っ

ていただきたいなと思ってます。回収率が悪いので、あまり意味がないからっていうようなお答え

だったと思うんですけども、郵送するにしても、全世帯ということではなくて、ある程度、サンプ

リングいうことでとっていただいて、放送審議会の方だけの意見はなくてですね、広くやっぱり意

見をとらないと、どうしてもマンネリ化していくような気がいたします。 

 それと、この放送審議会ではですね、番組についての審議だと思いますけども、こういう加入世

帯、加入率とかそういうことについての審議をされないんでしょうか、お伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  最初におことわりしておきますけども、先ほど、分割は考えていな

いけども利用料金のキャンペーンについては考えているという答弁をさせていただきましたので、

繰り返しさせていただきます。 

 なお、２点目の番組審議会での番組の内容ですね。実際に番組審議会は放送法の規定でいくと、

村が定めている番組基準に合っているかどうかというのを審議するのが、この番組審議会になりま

す。ただし、その後にどういう放送が必要かどうかという意見交換の中ではこういうものはどうか

というような話はさせていただいておりますので、若干ではありますが、その会の中では話をして

いるというのが実態です。 

 アンケートは、古いんですけども、アンケートとして回収をするよりも、リアルタイムにこうい

うものが欲しいといった声のほうが、指定管理者側からすると、番組の制作に反映しやすいという

ところがありますので、これもそのときの、はやりのものだけになるのかもしれませんので、じゃ

あ、アンケートをやって、まとめて、実際に番組をつくるときには、既にはやりが薄れているとい

うこともあるかもしれません。ですので、指定管理者側からすると、いつでもご意見については伺

うということでありますので、そのような体制でご意見は賜るという状況ということはご理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  放送番組審議会について、もう一度お尋ねをいたします。当然、年１回され

てると思います。議事録の概要というのは、当然とられてると思いますが、私もいろいろ調べまし

ても公開をされてないように思います。議事録の内容そのものは別としまして、概要ということで、

ホームページなり公表していただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  審議会の内容、ご意見、会議の中で出されてる内容を確認しながら、

ホームページの公開については公開するような方向で考えたいと思います。 

 ただし、先ほどの大町の例がありましたけども、大町は直営でやっております。白馬村は指定管
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理者が入っております。指定管理の中では、ケーブルテレビ等の知見を有する者を指定管理として

指定をしておりますので、そこら辺が回数の違いかなというふうに思いますので、その辺は付け加

えさせていただきます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  この質問の最後になります。今後ですね、将来的に、私もケーブルテレビっ

ていうのは本当に重要だと思っております。若い方がですねテレビを見ないとか、今増えておりま

すね、逆転してますね。テレビは見ない、テレビがないというようなことで逆転しております。恐

らくこのまま何年かすれば、今、加入世帯は、ある程度上がっておりますが、だんだん横ばいから

下がってくるような気がしております。この辺、恐らく下がってるんじゃないかと思いますが、や

はり積極的にですね加入促進ということを、指定業者のエーアイシーさんと協力して今から準備し

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、村長の場合は、当初ですね、ケーブルテレビの運営につきましては、これからですね、

今申しました、今ウィズコロナとかですね、少子高齢化とか、人口減少とか、そういうのがいろい

ろ諸問題が出てくると思いますので、ぜひですね重ねて申しますけども、行政のほうが指定管理者

の方と協力して、その辺を十分に考えていっていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、以上で１つ目の質問を終わります。 

 それでは、２つ目の質問をさせていただきます。白馬村歴史民俗資料館の将来像についてという

ことで、平成２６年第３回９月議会におきまして、村長は、歴史民俗資料館の在り方や活用につい

て、こんなことを言われていますね。答弁されています。村長になられて初めての議会であったと

思いますが、平成２１年度から村内の指定業者に業務を託していると。利活用を見ても、村民の利

用はほとんどなく、歴史民俗資料保存上、望ましい状態とは言えない。これまで歴史民俗資料館及

び古民家施設が保存する歴史民俗資料を一元化に管理し、村の豊かな自然風土に根差した習慣、先

人の知恵を伝承していくことが必要と考えると。文化財保護委員に現状を把握していただいて、あ

らゆる角度から検討し、総合的に判断していく必要があると考えていると答弁されております。 

 そこで、次の項目についてお伺いいたします。 

 １、歴史民俗資料館の現状と課題は。 

 ２、白馬村グリーンスポーツ条例第１３条に規定している運営に関する事項は定められている

か。 

 ３、文化財保護委員イコール資料館運営委員の活動内容はどういうものでしょうか。 

 ４、文化財保護委員による現状把握、総合判断は出ましたか。 

 ５、村民に開かれた歴史民俗資料館運営の将来像をどうお考えですか。 

 以上で２つ目の質問を終わります。 
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議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２つ目の白馬村歴史民俗資料館の将来像について、５項目の質問をいただいて

おりますので、順次、答弁をさせていただきます。 

 １点目の白馬村歴史民俗資料館の現状と課題についてのご質問ですが、白馬村歴史民俗資料館は、

文化庁や農水省の補助を受け、昭和５７年に建設をされ、現在はグリーンスポーツの森に含める形

で白馬村振興公社が指定管理者として運営を担っています。館内入口には、白馬岳登山の変遷があ

り、奥の資料室には、お歯黒用具一式、婚礼用具と押絵びな、明治から大正にかけて盛んに栽培を

されていました麻と草木染の染料などが展示をされ、生活様式の一端を見ることができます。 

 さらに、調理用具や豪雪地の生活で雪を利用して伐採、排出をした材木運搬用の一本そり、輪か

んじき、蓑などがあります。 

 また、村の文化財コーナーには、沢渡地区で見つかった鰐口、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、ト

ンボの標本と、遺跡から出土し、一部復元をした壺や土器が展示をされています。 

 課題としましては、村民の歴史民俗に対する意識を高め、入館者数を増やすこと、所蔵スペース

の確保などが挙げられます。 

 ２点目の白馬村グリーンスポーツ条例第１３条に規定している運営に関する事項は定められてい

るかとの質問ですが、白馬村歴史民俗資料館規則に、開館時間、休館、入館者の心得、資料の寄附

等についての取扱いが規定をされております。 

 ３点目の、文化財の保護委員（資料館の運営委員）の活動内容はとの質問でありますが、グリー

ンスポーツ条例第１２条に、文化財審議委員会の委員をもって、歴史民俗資料館運営委員会を組織

し、資料館に関する事項を審議すると規定されております。文化財審議委員会は、白馬村文化財保

護条例に基づき設置されている組織で、村内に所在する有形無形の文化財を調査し、重要な物の保

存方法及びその活用について、白馬村教育委員会の諮問に応じ、必要と認める事項について、教育

委員会に意見を述べる役割を担っています。動植物や美術工芸、考古学、民俗など各分野に詳しい

６名の委員で構成をされ、年間３回程度の会議を開催をしています。 

 近年における主な活動といたしましては、平成２６年の１１月に発生をいたしました神城断層地

震の直後、展示品が散乱したために文化財審議委員を中心に整理をいたしました。その際、被災し

た村内の家屋から、古民具を中心に預かってほしいという要望もあり、平成２８年から２９年にか

けて、これらの中から貴重な農具や古文書を、公民館講座や文化祭等で展示、解説をしました。 

 平成２８年７月から、歴史民俗資料館の所蔵品調査を長野市市立博物館の学芸員と村文化財審議

委員を中心に始め、平成２９年度からは神城断層地震により新たな物品の持ち込みがあり、ボラン

ティアを含めて数人で台帳番号と現物の照合、写真撮影や新規番号登録、寄贈者等の確認をして、

所蔵品台帳を整理しています。昨年１１月まで６年間にわたり２５回ほどの調査を重ね、デジタル

データとして保存し、活用方法について検討を行なっております。 
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 また、文化財の審議委員会では、歴史民俗資料館の調査の進捗状況の報告を受け、施設の利活用

についての協議も行なっております。 

 ４点目の、文化財の保護委員による現状把握、総合的判断につきましては、平成２６年９月議会

において、歴史民俗資料館の在り方や活用について、文化財保護委員に現状を把握をいただき、あ

らゆる角度から検討し、総合的に判断していく必要があると考えているとの答弁をしております。 

 文化財保護委員による資料館運営委員会におきましては、委員会で様々な課題を検討いただく中

で、資料館の現状の把握をいただき、先ほど述べました所蔵品の管理等についての課題を指摘をい

ただいております。 

 また、あらゆる角度から検討しての総合的な判断につきましては、まず村民の利用を高め、それ

が観光客への利用につながるよう取組をしてまいりたいと思っております。 

 最後に、村民に開かれた歴史民俗資料館の運営方法の将来像はとの質問ですが、白馬村は、農村

地区として長い歴史をたどり、その間に培われた生活習慣や年中行事、生活用具、信仰など貴重な

民俗文化を有しております。昭和に入り、生活様式の変化や太平洋戦争以降、急速な農業の機械

化、観光産業の振興、生活の都市化などにより、古き良き時代が忘れられつつあります。かつての

生活の姿を知る貴重な文化遺産を保存し、歴史文化を継承していくことが、将来の貴重な財産とな

ります。 

 これまでに実施をしてきた所蔵品調査も区切りがつきましたので、来年度以降は文化財審議委員

の意見も伺いながら、まずは、地域の皆さんにご来館いただけるような施策を展開してまいりたい

というふうに考えております。 

 また、新型コロナウイルスが収束した際には、多くの外国人観光客も白馬村にお越しいただける

と思いますので、白馬村の地域資源の一つである歴史文化を知っていただけるよう、将来的な在り

方についても検討してまいりたいと思います。 

 以上、歴史民俗資料館の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  答弁ありがとうございました。 

 今、村長の答弁をお聞きしまして、どうしてもすっきりしないという思いです。私も、もう随分

前からですね歴史民俗資料館に関心を持ってまして、学芸員の方が長野市から来られて、収蔵庫の

ものを写真撮りをしたり、ボランティアも何日かやっておりますので、実情は分かってるんですけ

ども、村長、そんなに資料館に行かれてることはないと思いますが、今現在ですね、村民の利用が

ほとんどないというのは、どういうふうに思われているか。 

 それとですね、これはですね村長がですね議長でおられたときにですね、やはり前村長さんがで

すね、これは平成２３年９月定例会です。同じような答弁をされてるんです。資料館の村民利用が

ほとんどなく資料保存も望ましい状態ではないと。将来的には専門職の配置や企画展示など、講座
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開催などで誘客につなげることが必要であると。そのとおりだと思います。 

 村長はですね、この歴史民俗資料館の認識ですけれども、目的っていうのは、私もあまり詳しく

はないんですけども、何のためにあるのかというのを、今お考えのことをお聞かせいただきたいと

思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  お答えいたします。 

 まず利用者につきましては、２６年のときの答弁の時点で、人数が少なくて課題であるというこ

とで、今回につきましても、利用者が増えているという答弁はしておりませんけれども、大体どの

くらいの人が歴史民俗資料館を利用しているのかということにつきましては、現在、入館者という

のはカウントはしておりません。グリーンスポーツ自体が、以前は有料だったんですけれども、こ

こ近年は無料になってるという感じで、資料館についても、その入館者数というのはカウントはし

ておりません。グリーンスポーツのスタッフ、振興公社の職員に聞きますと、年間でおおよそ

１００から１５０人ぐらいの利用が資料館にはあるであろうという数字を聞いております。 

 近年、グリーンスポーツ全体の入り込みも伸び悩む中で、資料館の利用者も減ってるということ

でございますけれども、具体的には、グリーンスポーツというのは、観光のお客様の利用、その観

光のお客様が資料館にも足を運ぶということがほとんどで、村民の訪問というのは非常に少ない状

況であります。 

 答弁の中でもありました課題とすると、まず観光客の、観光のお客さんに足を向けてもらう以前

に村民の認知、あそこに資料館があるという認識が非常に足りておらず、役場の職員にしてもそう

なんでありますけれども、職員を初め、それから村の人に、あそこに資料館というものがあるとい

うことをしっかり認識をしていただき、それがやがて観光客の増加にもつながればいいというふう

には考えております。 

 実際、答弁の中でもありました所蔵庫の中に、いろいろ地震の関係もありまして、所蔵品が今増

えておりまして、その整理がひと段落つくような見込みになったということで、新たに村民の目に

も触れていただけるような、その収蔵品を、所蔵品の整理っていうのも進んできておりますので、

そういったものも、また見ていただく機会に来年度以降はなるというふうに準備を進めております

ので、広報的なものも含めまして、少しでも関心を持ってもらえるような形をとっていきたいとい

うふうには思っております。 

 こういった文化の普及というんでしょうか、認識については、年数もかかるし予算もかかるとい

うふうに認識してございます。地道な活動をしていく中で入館者数を増やしていければというふう

に感じてございます。 

 また、目的ということについてもご指摘いただきましたけれども、村民の意識の高揚、啓発、保

護、保全等の必要な施策をとる中で、長期的なスパンで村の資源としての文化財の保護というもの
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は、していかなければいけないというふうに認識をしてございます。 

 以上でございます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。下川村長、よろしいですか。 

村長（下川正剛君）  いいです。 

議長（太田伸子君）  増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  先ほどから私は質問してるんですけども、やはりもやもやとした感じです。 

 こういう博物館とか資料館というのは、目的はですね、私の知る限りではですね、まず収集しま

したね、昭和５５、５６、５７年ぐらいでしょうか。入りまして左側の上のほうに、各地区の方と

お名前が、寄贈された方のお名前が入っていると思います。そういう収集を、まずしたと。実際、

収蔵庫があって保管をしていると。 

 そして、これからなんですけども、今、先ほどグリーンスポーツ条例のご説明いただきまして、

規定していると言われましたけども、肝心のですね、これから広めていこうとすることが何も書い

てないんですね。どなたにお聞きしても、前は規定で館長という言い方をしてましたけれども、館

長はどなたですかとお聞きしても、指定管理者じゃないかというふうなお答えもあったり、どうも

この辺がもやもやしてまして、ここが一番肝心なところで、これからの運営をするに当たりですね、

この調査を研究、今あるものは調査研究なり新たなものを収蔵するなり、これはやっぱり村長も先

ほど言われました村民の利用を高めたいと、まずはここですよね、観光の前に。 

 そういうことでやるならばですね、これは専門のですね学芸員、学芸員にもいろいろレベルはあ

って、ただ学芸員だけ持ってる、資格だけ持ってる方もいらっしゃいますけど、まずはですねそう

いう方に入っていただいて、先ほど、村民の利用を高めたいという教育的なですね見地で、そうい

う方にまず入っていただいて、前村長も言われましたとおりですね、企画展なり、講座開催なりを、

ここを核として進めていっていただきたいなというふうに思ってます。 

 今現在、公民館講座とか、外に出て、いろいろやることも、もちろんこれは大切なことですけど

も、まず、どうしてもですね指定管理者に、もう丸投げしてるような、私は印象を受けてるんです。

村としては、やはり、どこの教育委員会なのか分かりませんけども、まずは、この核になってる方

に入っていただいて広めていただきたいというのが、私のもやもやとした、もうお分かりになると

思いますが、このままでは、何回私が質問をしても同じ答えだと思いますね。村民の利用はほとん

どないということだと思います。 

 そういうことで、その辺の認識をですね、まず、今私、言いましたようなことをお願いしたいな

ということです。そのことについて、ちょっと村長のご意見をお願いいたします。 

議長（太田伸子君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  議員さんおっしゃられたとおり、なかなかはっきり言って進展してないのが

事実かと思っております。その中で、今ご提案いただいたんですが、村民利用という中では、教育
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の材料としての活用っていうのは有効かなという感じもしています。そういった中で、例えば教育

委員会、学校での見学にするとか白馬山麓でやって――白馬高校で行なっている中にも、地域教育

というのもあるので、そういったものとの連携も模索していけばどうかなと思っております。 

 理想は確かに学芸員を配置してというところになりますが、そこら辺、ちょっと私も知見がござ

いませんので、そこまで踏み込んだ発言は今日は控えさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。増井議員、質問はありませんか。増井議員。 

第１番（増井春美君）  専門的な学芸員を採用するとなると、これはもう今、村の情勢では大変厳し

くて、無理だと思います。 

 私、前回１２月の質問のときに地域おこし協力隊の話をさせていただいたんですけども、私もそ

ういうところで何か利用できないかなということで、ホームページをちょっと見たりして、山形県

のですね何町か、ちょっと今記憶ありませんが、そこの博物館のですね、町ですからそんなに大き

くないと思いますが、学芸員をやっぱり募集してるんですね。そういうことで、国の交付金を使っ

たりしてですね、地域おこしは３年ですけども、そういう人が入っていただいて、基本は「白馬が

好きだ」という方になりますけども、いろんな地域おこしもいろんな、今緩和されていると思いま

す。そういう方に入っていただいて、積極的にやっていただければなという思いです。 

 今、白馬村スポーツ条例ですか、これに今いろいろお答えいただいたんですけども、施設管理は

指定管理者、振興公社のほうはされてますけども、実際、運営というのがキーポイントで、それを

進めないと、いつまでたっても同じようなことだと思いますので、その辺をぜひお金のかからない

方法でいろいろ調べていただいて、何とかできないかなというふうに思います。将来的には、そん

なことで進めていただきたいなということです。 

 それと、最後ですけども、この前には、ケーブルテレビの話をしましたけども、ケーブルテレビ

も、やはり指定管理者の方にやっていただいてるんですが、例えばですね、いろんな地域おこしも

やり方がありますので研究していただいて、例えば村のほうで採用するなりして、今ケーブルテレ

ビのほうはスタッフ３人で今やられています。大変やっぱりいろいろ自主放送にしても苦労されて

やられております。あと一人欲しいなというふうに、ちょっとお聞きしております。そういうこと

の意味では、地域おこしも国の交付金を利用したりして研究していただきたいなというふうに思っ

ております。 

 以上で私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第１番増井晴美議員の一般質問を終結いたします。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会第２日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日３月４日は午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 



－106－ 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、明日３月４日は午前１０時から本会議を行なう

ことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時００分  
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令和４年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年３月４日（金）午前１０時開議 

（第３日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和４年第１回白馬村議会定例会（第３日目） 

 

１．日  時 令和４年３月４日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   増 井 春 美      第 ７ 番   太 谷 修 助 

   第 ２ 番   横 川 恒 夫      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   切久保 達 也      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   加 藤 ソフィー     第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   尾 川   耕      第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   田 中 麻 乃      第１２番   太 田 伸 子 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長    横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長    矢 口 俊 樹    観 光 課 長    太 田 雄 介 

 農 政 課 長    田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長    田 中 克 俊    住 民 課 長    太 田 洋 一 

 教 育 課 長    横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和４年第１回白馬村議会定例会第３日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（太田伸子君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は７名です。４名

の方の一般質問は昨日終了しておりますので、本日は、３名の方の一般質問を行ないます。 

 質問される議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよう

お願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第４番加藤ソフィー議員の一般質問を許します。第４番加藤ソフィー議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  第４番加藤ソフィーです。通告書に従い一般質問をさせていただきま

す。 

 ゼロカーボンビジョンについて、地球温暖化に起因する気候変動は白馬村にとっても極めて深刻

な脅威であり、雄大な自然の恵みを受けてきた本村だからこそ、村民と共に気候変動に対して行動

を起こさなければならないという考えのもと、令和元年１２月に気候非常事態宣言、令和２年にゼ

ロカーボンシティ宣言を行なってきたと認識しております。 

 これらの宣言に向けた基本的方針について、再生可能エネルギー連絡協議会を設立し、今年１月

に協議会により策定されたゼロカーボンビジョン気候非常事態宣言に向けた基本計画について伺い

ます。 

 １、この基本計画は本村においてどのような位置づけなのかを伺います。 

 ２、ゼロカーボン実現に向けて明確な道筋を描いたとされるこの計画ですが、実際に目標を達成

するために具体的にどのような施策をお考えなのかを伺います。 

 ３、スピード感を持って実現させるためには、各課の横断的な情報共有や協力が不可欠ですが、

どのような体制で進めていくのかを伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 
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村長（下川正剛君）  加藤議員からゼロカーボンビジョンについて、３項目の質問をいただいており

ますので、順次お答えをいたします。 

 １点目の、この基本計画の位置づけについてお答えをいたしますが、加藤ソフィー議員がご質問

で述べられているとおり、２０１９年１２月に気候非常事態宣言、２０２０年の２月にゼロカーボ

ンシティ宣言を行ない、今回策定した基本計画は、これらの宣言に向けた適格な道筋を描き、達成

するための基本計画となります。 

 ２点目の、実際に目標を達成するために具体的にどのように施策を考えているかについてお答え

をいたします。 

 本定例議会開会の冒頭の挨拶でも申し上げましたが、この計画策定を皮切りに、まずは、村民全

員がこの計画に記載されている村の温室効果ガス排出量の現状を知り、これまでのように行政に任

せるといった人ごとではなく、環境を意識した一人一人ができることから取組を始めることが大切

だと感じているところであります。 

 今月号の広報はくばから、この計画の概要版についてシリーズ掲載を開始をし、先ずは基本内容

の周知を図ってまいります。全体計画の中から村民が今すぐ取り組める内容についても掲載してい

く予定ですので、繰り返しになりますが、先ずは一人一人できることから取組を始めることに協力

をいただきたいというふうに考えています。 

 そして、白馬村再生可能エネルギーに関する基本方針等連絡協議会から答申された４つの重点施

策について取り組むべき内容を取捨選択し、優先順位をつける中で、スピード感を持って対応して

まいりたいと考えています。 

 重点施策の中には、再生可能エネルギーの生産が項目として上げられていますが、村としては既

に先行して着手している小水力発電事業等もありますので、今後もできることから順次、着手・支

援をしていきたいというふうに考えております。 

 最後に、各課の横断的な情報共有や協力について、どのような体制で進めていくのかについてお

答えをいたします。 

 ２点目の答弁と重複いたしますが、協議会から答申をされた４つの重点施策について、取り組む

べき内容を取捨選択し、優先順位をつける中で、スピード感を持って対応していかなければなりま

せん。しかしながら、一定の規模の施設を設置する場合については、周辺住民との合意形成を経た

上で、再生可能エネルギーを導入をしなければなりません。 

 これらは、住民からすれば景観の悪化や騒音等のトラブルが懸念をされ、村が持つポテンシャル

を最大限に生かせないおそれがあり、このような課題解決に向けては、行政や地域が再生可能エネ

ルギーを意識した上で、それぞれが取り組む必要があるというふうに考えます。 

 このような背景からも、庁内における情報共有については、おおむね月２回開催をしている課長

会議が最適であり、その役目を担うべきと考えます。また、再生可能エネルギー導入については、
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地域の課題解決に生かすことで、社会的雇用の最大化を図る事例もありますので、各課の情報共有

に限らず、計画にも記載されているとおり行政と事業者と、そして村民が情報を共有をし、一丸と

なって取り組んでいくことが望ましいというふうに考えているところであります。 

 答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  再質問に入る前に、本村が２０１９年に気候非常事態宣言を出し、この

問題に対してみんなで一緒に取り組んでいこうというメッセージを出せたということは、行政とし

て本当に大きな一歩だと思いますし、なかなかできないすばらしいことです。そこの部分はとても

高く評価しているということは、まずお伝えしておきます。 

 では再質問に入らせていただきます。 

 協議会の第１回目の資料を見ていると、協議会設置目的のところには具体的な行動計画を策定す

るとあるのですが、出てきたのは漠然とした基本計画であり、行動計画が抜け落ちてしまっていま

す。この点に関してはどうお考えでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  最初の協議会の中で行動計画という名前がありながら、実際にまと

めた計画の中には記載されていないということかと思います。 

 この協議会も会議を経ることに、最初に思っていたイメージと若干変わってきたという変遷の経

過があります。もっと１回目のときは具体的にビジネスパターンとして計画を盛れるようなところ

までいけばどうかというのは、議事録を見れば御覧いただけたかと思いますけども、なかなかそこ

まで絞り込むことができなかったという背景があります。 

 それは、まずは再生可能エネルギーをどういうふうに計画を立てるという前段で、この地域で実

際にどういう背景があるのかというものをいわゆる電気由来であるとか、化石燃料由来である。そ

こら辺をこの白馬の中で実際にできるだけ数値の近いものを調べていきましょうというところから

始まってきた中で、どちらかというと具体的にどこでやるという計画よりも、こういうことを進め

ていくというほうにシフトしてきたというところが正直なところになります。 

 ですが、今回、議員の皆さんにもお配りしている計画のまとめと、それと協議会が答申としてま

とめた４つの方針、この４つの方針がどちらかというと、今ご質問をいただいた中での行動という

ふうに読んでいただければありがたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はあませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  そうですね、この４つの重点施策ですかね、４つの施策でこれでも、な

おやっぱり具体性に欠けると思うんですよね。この行動計画はいつまでに何をするといった具体的

な計画のことを指すと思いますし、この協議会でも具体的な目標を住民も求めていたのではないか
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と思うんです。 

 そういった目標が漠然としている中で、当然、予算化するというのも難しいと思うのですが、そ

ういうこれから予算化していくために、またさらに計画を出していくという予定なのか、そういっ

たところの今後の予定を伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、今回の計画につきましては、改正の地球温暖化対策法の中に

地方公共団体の実行計画というものが、法律の中で規定をされています。 

 本村の場合には、既に計画期間が終わっておりますけども、地球温暖化対策地域推進計画という

ものがあります。これが、今言う、いわゆる地域施策編に当たるという位置づけがされており、そ

れに伴う計画というのは今回定めた計画です。 

 協議会のほうの答申の本文のほうにありますが、これを具現化するために、さらに実行可能な内

容を定めている先行地域となる事業の展開を図っていってくださいというのが、答申の本文の中に

あります。その先行地域の事業というところが具体的に進めていく、具体的な計画というふうに考

えていただければと思います。 

 今回のこの計画につきましては、策定をしたことによって補助率のかさ上げ等も国のほうからは

可能となるという通知もいただいておりますので、先ずはその先行地域をどこにするのか。 

 この絞り込みについては、協議会の皆さんからも、そこまではこの協議会のまとめの中でまとめ

られなかった部分があるんですが、委員からはその先行地域を上げるのにも、ぜひ協力をしたいと

いうところになりますので、どこをこの先行地域のエリアにしてくのか。これは庁内でも議論をし

ながら広いエリアになるのか、ピンポイントなるのか、具体的に再生可能エネルギーをどの場所に

設置してくのかというイメージで取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 現時点では、先行地域の上げる予算というのは盛ってはおりませんので、国のほうでの補助要望

等があるタイミングで、できればやっていきたいというのが担当課の思いであります。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  その先行地域なんですけども、この２月に公募締め切りがあったと思う

んですよ。この協議会をやっていく中で、最初に先行地域に向けて話し合いをやっていきましょう

とか、そういう具体的な話が出ていたのであれば、もう応募しててもおかしくはないとは思うんで

すけども、そこら辺いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  協議会の中でも早め、いわゆる２月というお話が今出ましたけれど

も、２月に上げればどうかというお話は実際に出ました。ただし、区域を決定せずに手を挙げると

いうのは、非常に採択率が低くなるということもアドバイスをいただいておりまいたので、２月の
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採択は実際に情勢等を聞くと、かなり絞り込んで出来上がったものでないと採択はされないだろう

という情報が入ってきておりました。 

 ただし、それに甘んじることなく次を狙うというような意識で取り組んでほしいというのは会議

の中でも言われておりましたので、担当課とすればそれを肝に銘じて取り組んでいくということで

ございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  そういうことであれば、次の公募までにそういった計画をちゃんと先行

地域を指定していくだとか、そういうことをやっていくということでよろしいでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  はい、おっしゃるとおりその方針で取り組んでいきたいというふう

に思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  ゼロカーボンに向けて協議会を立ち上げて様々な方面から意見を集めた

ということは、本当に有意義なことだと思いますので、協議会にかかった時間、そこで出た様々な

意見や提案、そして約６７０万円委託料として予算もかかっていると思いますので、無駄にならな

いように具体的な行動を村として、すぐにでも取りかかっていただきたいのです。 

 役場の役割として何ができるのか、もう既に協議会で話し合われてきていて、案はたくさん出て

いると思います。この計画の中で先ほど答弁にもありましたが、何が優先順位であるのかというこ

とを、本当に早く決めなきゃいけないと思いますし、あと取捨選択するというのは何かを捨てると

いうことだと思うんですけど、この計画に出てきたものっていうのは全て必要なものだと思うんで

すよね。全て一気にできないから何を優先順位にしていくかということが必要だと思うので、取捨

選択するというのは、ちょっと違うかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  言葉を言えばそういうふうになるかもしれませんけども、考えてい

ることは優先順位を定めながら全てを同時にできないので、優先順位を定めてという言い方をした

ほうが分かりやすかったかもしれませんが、そのつもりで取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  来年度の予算案が今出されていますが、地球温暖化対策事業にゼロカー

ボンビジョンに関わる予算というのは、何か計上されていますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ゼロカーボンだけではありませんけども、全体的な中で申し上げま



－114－ 

すと、まず犬川の小水力発電事業、あとは、農政のほうで考えております薪ストーブ、これはバイ

オマスの関係になります。あとは、学校関係ではＬＥＤ化もその事業の一つになります。それと庁

舎の空調の関係、これも化石燃料由来から電気に切り替えるというもので、電気は増えますけど

も、化石燃料については減るということになってきます。 

 あとは、家庭用の太陽光の補助金であったり、家庭用の自動車の電気の充電の補助金であった

り、そういうものが計上されており、事業としてゼロカーボンのために載せてるということになる

とＥＶ車両、毎年５００万円の事業で普及を図っております事業ということになりますが、それぞ

れ所管するほかの課でも事業として組んでおりますので、それは予算特別委員会の中で恐らく担当

課のほうで説明すると思いますので、そういう理解をしていただければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  今おっしゃったように、本当にいろんな課に横断した対策がもう既に実

際に予算上でもそうですし、一概に総務課だけで行なうこともできないということは予算の中でも

表れてると思います。だからこそ各課で横断的にきちんとしたコミュニケーションを取って、情報

共有していく体制というのが大切かと思います。 

 来年度のこの地球温暖化対策事業のところだけを見てみると、増えるどころか予算が減ってしま

っていると。何もやってないとはもちろん言いませんが、今までもクールチョイス宣言に伴うＥＶ

車の普及活動等には取り組んできたことは承知しておりまして、私がここで問題視したいのはです

ね、準備会も含めて１年半も協議会で話し合いを行なってきたにもかかわらず、いまだに具体的な

行動計画や予算なしでこの非常事態を過ごしているということですね。様々な段取りがないと行政

側も動けないのは承知しておりますが、そのスピード感を早めるための気候非常事態宣言だったの

ではないでしょうか。ご見解を伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、報告書を見ていただいたと思いますけども、まず白馬村の中

で今のままで行った場合のいわゆるＣＯ２、いわゆる温室効果ガスの量がどうなるのかというのが、

まず示されています。 

 そして、次には国が定めるシナリオでいった場合に、どのぐらいの温室効果ガスが減るのか。 

 ３点目は、再生可能エネルギーを発展的に、いわゆる優先的に事業をやった場合に温室効果ガス

がどのぐらいに減るのか。 

 最後に、それに加えて化石燃料由来を減らしたときにどうなるのかという４つのパターンが示さ

れております。 

 協議会の中で話をしたのは、実際にゼロカーボンの達成ができるかどうかを、まず白馬村の中で

しっかりと計算するべきだと。そこから何に取り組むべきなのかというものを、まずはフォーカス



－115－ 

しなければいけないというところになりました。 

 結論から申しますと、電気由来だけでは、もちろん電気由来の再生可能エネルギーをやることに

よって、ゼロカーボンの達成はできるんですが、本村とすると化石燃料由来も減らさなければなら

ないというのが結果から現れています。 

 確かに、一つ一つの事業を行政がやるのか事業者がやるのか、そこの主語たるのは誰がなるのか

という部分ももちろんありますけども、化石燃料由来については、基本的に事業者もそうですが、

一人一人が減らさないとこれは達成できないというふうに思います。 

 議員、おっしゃるとおりクールチョイスであったりとか、いろんな活動をしてきましたけども、

過去をたどってみれば京都議定書の締結以降、村民、県民、国民がいわゆるそのままにしていたつ

けが今に来ているというふうに私自身も思っておりますので、事業をどういうふうに取り込めるの

かというのは早急に進めますけども、村長答弁にありましたとおり、まずは一人一人が意識をしな

ければ、これはやる人だけがやっても達成できないというふうに思っておりますから、そこはそう

いう考えの下、今回、報告書の中では繰り返しになりますが、再生可能エネルギーを優先的に導入

することと、化石燃料を減らすこと、これをやってかなければ白馬村のゼロカーボンは達成できな

いという結論が出ておりますから、そこら辺をまず住民の皆さんに周知を図っていきたいという考

えで、その後にどういうことを取り組むのかというのは広報誌等を使いながら進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  一人一人がやっていくべきことだと私も思っております。この計画を広

報していくという中で、答弁にもありましたけども、広報はくばで連載していくということです

が、それ以外には何か考えていますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  具体的にどれという部分については、まだ具体的に決めておりませ

んけれども、当然のことながら広報はくばについては、ホームページでも見れますし、それぞれの

ユーテレであったりとか、それぞれの媒体を使いながらやることについては考えていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  やはり広報はくばでは十分な周知はできないと私は考えております。村

民とともに取り組んでいくと今答弁ありましたけども、本当にそう思いまして、でも村民を巻き込

むためには、やっぱり行政がしっかりと支えたり、サポートしていく役割があるということは、計

画の中でも示されていますね。 
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 ここで伺いますが、ゼロカーボンにつながる設備投資等の補助金で常に村民が使えるもの、ま

た、先ほどおっしゃっていましたが、新たに来年度予算案で計上された事業、薪ストーブのほかに

もあるのかとかどうかお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  新規の事業という部分で考えると協議会のほうの４つの優先施策の

中に書いているような内容については、新年度予算には計上はしておりません。したがって、従来

からの住宅用の太陽光であったり、家庭用のＥＶ車両の充電器というものになろうかと思います。 

 それはどういうやり方がいいのかという部分については、例えば、熱の暖房の効果があるとか、

そういうものをどういう補助制度をつくっていくのか、それはこれからになりますので、どちらか

と言うと来年度予算に向けてということになろうと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  補助金なんですけども、担当課が本当にいろいろだと思うんですよ。例

えば、ごみ減量のためであるコンポスト購入補助金、こちらは住民課ですよね。太陽光設置のため

の補助金は総務課、農政課ではペレットストーブ導入補助金、そして新たに薪ストーブ購入補助金

があるということですけども、やはり担当課がばらばらなので村民がこういった補助金を探したい

となったときですとかに、各課を回って聞いたりですとか、ホームページを入念にチェックしなけ

れば得られない情報であったりします。 

 例えばですが、そのような情報を村民に提供していく中で、各課の担当分野を超えてアクセスし

やすいように、ゼロカーボンビジョン特設ページみたいなものをホームページのトップの分かりや

すいところに設置し、そこの中に県からも出ている関連する情報もあれば掲載し、せっかく補助金

があるのに村民に情報が届かず使われないということを、少しでも減らしていく工夫が必要だと思

うのですが、いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議員ご提案のように、確かにトップページといいますか、政策のジ

ャンルとしてまとめるということは可能です。 

 ただ、担当課を１つにするかどうかというのはちょっとまた別な話になりますので、それぞれの

取り組む施策が所管する内容がありますから、それは所管に残るということはあろうかと思います

けども、ホームページ上で分かりやすくするという点については考えたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  やはり村民に周知していく中で情報がばらばらなのをまとめて、すぐに

アクセスしやすいようにするっていうのはとても重要なことだと思いますので、ぜひお願いしたい
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と思っております。 

 村民が主体となったゼロカーボンや環境保全活動に関する啓発等を行なう団体の活動費を支援す

る仕組みがあれば、この計画の広報活動を行政だけに任せず、住民団体とかからも広報活動がやり

やすくなって、広く村民に知られる近道なのではないかと思いますが、そのような支援は考えてお

りますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  今の点で行くと行政と民間の中間的な立ち位置での活動というふう

になろうかと思います。これ今の現行の制度の中でも協働のまちづくり事業というのがありますか

ら、支援自体は可能です。もちろん、何をしてくのかという部分の目的とか過去における活動等も

必要には若干なってくる部分ありますが、そういう点では現行の制度の中でも補助は可能っていう

ことで理解していただければ思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  ぜひ、そういった事業があるのならば、そちらもやりたいと思っている

ような住民に伝わるようにしていただきたいと思います。 

 気候変動は対策というのは、まさに待ったなしの状況でして、世界各国の科学者で作る国連のＩ

ＰＣＣ、気候変動に関する政府間パネルは気候変動の自然や社会への影響に関する報告書を８年ぶ

りにまとめ、その第２弾を先月２８日に公表しました。 

 報告書では、人類が引き起こした気候変動は自然と人に対して広範囲にわたる悪影響とそれに関

連した損失と損害を引き起こしていると結論づけ、前回の気候の変化が自然や人間に影響を引き起

こしているという表現から、大きく踏み込みました。 

 本村はそのような状況を理解しているからこそ各宣言を出したと認識しておりますが、普段と同

じような計画の進め方をしていては何のための非常事態宣言なのか分からなくなってしまいます。

宣言をしてから２年経過していますが、実際の行動に移るために何かためらっているような印象も

受けます。 

 ここでお伺いしますが、このゼロカーボンビジョンや温暖化対策の業務に当たられている職員の

数っていうのは何名いらっしゃるのでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  業務に従事する専任の担当はおりません。兼任で言えば職員が

３名、私も含めて３名プラス地域おこし協力隊も含めながらですから４名で当たっているという状

況です。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 
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第４番（加藤ソフィー君）  これからさらにこのゼロカーボンビジョンを進めていく中で、恐らく業

務の仕事などが増えると思うんですけども、担当する職員の数を増やすということは考えてはいな

いでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  今の答弁、やり取り聞いていても非常に重要な部署だということは重々承知

しております。 

 もう一個言うと、行政指導というよりは官民一体とならないとこれは進まないと、先ほどからず

っと言っている一人一人というところもありますので、直ちになかなか現実的に言うと職員の数を

劇的に増やすということはなかなかできないのが現状ではあります。ただ。そういった業務のほう

にシフトをしていくといったような対策は取っていきたいと思いますし、やはり行政職員が率先し

てやっぱり何て言うかな、小さなことからになっちゃうんですけれども、そういったものを見本を

示すような行動を取らせていきたいということは、もう新年度早々やっていきたいと考えておりま

す。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第４番（加藤ソフィー君）  ぜひ、やっていただきたいと思います。 

 新年度にゼロカーボンビジョンを実際に進めて行くという予算がついていないのはとても残念で

はあります。 

 私たちは気候非常事態であるということを宣言しているということを忘れてはなりません。村民

や村内事業者に呼びかけること、村長も以前おっしゃっていましたけども、１人の１００歩より

１００人の１歩を求めるということは本当に大事なことです。ですが、まずは自分たちの足下から

着実に変えていかない限り、村民を巻き込むことは難しいのではないでしょうか。実際に行動をし

ていくのと同時に行政の役割として村民の行動を後押しするような体制が早急に必要です。 

 大きな一歩を踏み出している白馬村だからこそ次は予算を伴う勇気ある大きな２歩目を期待しま

す。これで一般質問を終わります。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第４番、加藤ソフィー議員の一般質問を終決いたしま

す。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１０時３７分  

再開 午前１０時４２分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第２番横川恒夫議員の一般質問を許します。第２番横川恒夫議員。 

第２番（横川恒夫君）  ２番議員の横川恒夫です。白馬村に住んでいると１年のうち３か月から４か

月間は雪とともに暮らしていかなければなりません。今年は雪が多いため、国道から見える平川の
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雪捨て場には例年よりはるかに上回る量が運ばれています。いつになったら解けるのかと心配にな

ります。 

 私の質問事項は１つです。高齢者が冬期間安心して暮らせる環境づくりについて質問をします。 

 今年の冬は低温で大雪となり、雪片づけが大変苦労する冬となりました。高齢者世帯にとっては

屋根の雪、家の周りの雪、玄関から除雪してある道路までの雪、毎日のように大変な作業が続きま

した。外出の際の移動手段のない人は、歩いて行けたところも道路幅が狭くなり、歩道も滑りやす

く危険な状態で、買い物など不便を感じたのではないでしょうか。少子化が進む中、生活意識の多

様化、地域のつながりの希薄化が進んでいます。家庭や地域における世帯構成や生活環境も大きく

変化し、高齢者世帯が増えている状況です。 

 令和２年４月現在ですが、今の人口は８,７９５人、６５歳以上の人口は２,７３４人、高齢化率

は３１.１％となっています。高齢者のみの世帯数は１,７２４世帯で、そのうち５８５世帯が独り

暮らしとなっています。可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように、地

域全体で住民同士の支え合いが必要となっていますが、新型コロナウイルスの影響もあってか、人

との接触を避けるようになり、協力し合える作業もままならない状況です。そこで以下について伺

います。 

 １、特別豪雪地帯除雪支援員派遣事業について、今年度の申込者数は。雪の多いときは補助金の

増額はできないか。 

 ２、乗合タクシー運行事業について、利用状況は。多くの人に利用していただく対策は。 

 ３、高齢者福祉サービスとして食事、移動、見守りなどの支援をしていますが、これらに係る人

手は十分か伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  横川恒夫議員から高齢者が冬期間安心して暮らせる環境づくりについて、３項

目の質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の、特別豪雪地帯除雪支援員の派遣事業についてのお尋ねでありますが、この事業は、自

己の資力及び労力をもって屋根雪等の除雪ができない高齢者等の世帯に対し、除雪に要する費用、

人件費の一部を補助する事業で、屋根雪の除雪を伴う場合は１時間１,６２５円、住家から生

活通路までの除雪の場合は１時間当たり１,０００円の補助をするという制度であります。 

 今年度の申込者数は３０世帯で、実際に除雪作業を実施をしたのは１２月１５日現在で２３世帯

となっております。また、当該事業は県の２分の１の補助を受け実施をしておりますので、雪の多

いときの補助金の増額等については、県に対し要望してまいりたいというふうに考えております。 

 また、２点目の乗合タクシーの運行事業に関する質問でありますが、平成２０年１１月の開始当

初の１日当たりの平均の乗車人数は２０人程度でしたが、利用者の増加に伴い３０人を超えること

も多くなり、特に冬期間において利用が増え、令和２年２月期の１日当たりの平均の乗車数は
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３９.３人の最高を記録をし、年間の利用者数では平成２４年度に８,０００人を超え、その後は横

ばい状態で現在まで推移をしております。 

 最近の利用状況につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、利用者数は減

少傾向でありましたが、昨年９月末で第５波が収束してからの利用者数は増加に転じ、１２月には

６６７人、１日当たり３３.４人の利用がありました。しかし、年が明け、年内で新型コロナウイル

ス感染症が再拡大したことから、１月の利用者数は４０９人、１日当たり平均乗車数は２１.５人に

減少しております。 

 多くの方に利用していただくための対策といたしましては、事業開始当初、利用対象年齢を

６５歳以上としていたものを、平成２３年度からは５０歳以上に引き下げました。また、令和元年

度には、移動に介助を必要とする方が利用しやすいように、今まで有料としていた付添人の利用料

を無料といたしました。 

 その他、乗合タクシーの利用登録をされてない方、登録していても一度も利用したことのない方

に乗合タクシーを知っていただくため、包括支援センターの職員のサポートにより、予約から実際

に使ってみていただく「デマンドチャレンジ」を令和２年度から開始するなど利用拡大に努めてい

るところであります。移動手段を持たない高齢者であっても、安心して外出できる体制整備につい

ては、今後も引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、高齢者福祉サービスに関わる人手についてのご質問ですが、少子高齢化の進展、人口減

少に伴い、多くの分野において人手不足が深刻化しています。特に介護保険の分野では２０２５年

に３２万人、２０４０年には６９万人の介護職員が不足すると言われており、強い危機感を持って

いるところであります。 

 現在、食事に関しては、村内に白馬メディアが村の委託を受け実施をしている高齢者への配食

サービスのほか、民間の２つの事業者による配食サービスがあり、いずれもお弁当の配達・回収時

に安否確認も兼ねていただいております。 

 移動については、前述した乗合タクシー運行事業以外に車いすの方などが通院等に利用できる、

福祉車両を使用した移送サービスを白馬村社会福祉協議会が行なっております。 

 高齢者への見守りにつきましては、民生児童委員による担当地域の見守り活動をはじめ、村によ

る緊急通報装置貸与事業や訪問ヘルパーが電話で安否確認を行なう安心コール事業に加え、本年度

からはボランティアが電話で安否確認を実施する「スマイル電話」をスタートいたしました。ま

た、平成２９年度からは、銀行やスーパーなどの村内事業者が日常気になる人がいた場合、包括支

援センターに連絡する「白馬村見守りネットワーク」を構築し、認知症の方など高齢者の見守りを

行なっているところであります。 

 このような高齢者福祉サービスとして行なっているものが幾つかありますが、高齢化の進展に伴

い、支援を必要とする方が増加する中で、支え手となって除雪や移動の支援などを行なっていただ
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く人手は決して十分とは言えず、今後は地域住民を主体とする支え合いの仕組み作りを早急に進め

る必要があるというふうに考えております。 

 横川恒夫議員の高齢者の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  特別豪雪地帯除雪支援事業についてですけれども、条件を満たさないと申込

みができないということですが、申込者が少ないと感じました。白馬の場合、高齢者世帯は健康な

人が多く、できる限り自分の力で除雪をし、親族が近くにいたり、近隣住民や友人などの協力を得

て除雪作業をしているのではないかと考えられますが、申込者にしてみれば、これだけの雪が降れ

ば依頼する回数も増えます。玄関前通路の除雪の場合は１時間当たり１,０００円、年度内７時間を

限度とするという制限があります。年度内７時間を制限とする制限の時間を増やして負担を減らせ

ないでしょうか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

   （「訂正させていただきます」の声あり） 

議長（太田伸子君）  村長からの訂正の申し出です。 

村長（下川正剛君）  訂正をさせていただきますが、先ほど今年度の実際の除雪作業を実施をしたの

は「１２月」と申し上げましたけども、「２月」の１５日の誤りになりますので、訂正させていた

だきます。 

 それから、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業者数が減少傾向であるという中で、

１２月には６６７人、１日当たり３３.４人の利用がありました。しかし、年が明け、ということで

「年内」と申し上げましたけども、「村内」で新型コロナウイルス感染症ということでありますの

で、村内ということで訂正をさせていただきます。すみませんでした。よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  それでは、松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  お答えをいたします。 

 補助金の増額等の関係で１時間１,０００円の、玄関先から生活道路までの除雪について７時間を

年間限度とするということになってます。こちらについては、先ほど村長から答弁しましたとお

り、県のほうに要望をしてまいりたいと考えています。 

 そのほかにですね、対象となる方の条件です。労力、資力がなくて自らが除排雪ができない方と

いうことで、労力の部分で県内に子供がいたりとかっていう方については、対象となってませんの

で、その県内という部分をですね、もうちょっと近隣の市町村に限定するなど、そういった条件を

緩和して支援のほうを行なっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  ぜひ、検討していただいて少しでも安心して暮らせる冬になればと思います。 
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 続いて、乗合タクシー運行事業についてお伺いをいたします。 

 コロナ禍では利用者の減少も仕方がない状況とは思いますが、デマンド型の乗合タクシーは、利

用者の意見を聞きながら見直しをしながら継続してほしいと考えます。令和４年度には、スキー場

シャトルバスの統合運行、デマンド型乗合タクシーの利用時間等の見直し、スクールバスの試験運

行の結果について方向性が示されるため、公共交通の運行について検討委員会を立ち上げ、協議を

行なう予定となっていますが、どのような方法で進めていくのか伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  それでは公共交通全体の話ですので、私のほうから答弁をさせてい

ただきます。 

 今、議員おっしゃったとおりの交通の資源をどのように活用していくのかという点になってまい

ります。これは、実際の利用者等を含めた公共交通会議の下につく検討委員会がありますので、そ

ちらで今スクールバスの試験運行とかも行なっておりますから、それをどういう交通体系にしてい

くのかという今のデマンドは限定的な方ということになりますから、一般的に公共交通の資源とし

てはまだ充足はされてないということですから、そういう視点の中で検討を進めていくということ

でご理解いただければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  検討していただく中で、これもすぐ結論が出るわけではないと思いますけれ

ども、冬の間だけでも足の確保ということで運行をする検討もしていっていただければと思います

が、いかがですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  当然のことながら利用者目線で公共交通の在り方はどれがいいのか

ということで複合的に考えてまいりたいと思いますから、期間という部分についても一定の期間で

はなく年間を通じてという基本的な考えでは検討のほうに入っていきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  ぜひ冬の間だけでも運行できるようなものは先に決まっていただければと、

また願っております。 

 続いて、３番の高齢者福祉サービスのところについて質問をいたします。 

 どの分野においても担い手が不足しており、現場に携わる人たちには負担がかかっているのでは

と思います。特に民生児童委員は世帯の訪問や見守り活動を行なうとともに、生活上の様々な相談

に応じています。 

 民生委員から行政へ、行政から民生委員への情報共有はうまくいっていますか伺います。 
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議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  民生児童委員協議会、毎月１回ですね、第一水曜日に開催しておりま

す。ここのところ、ちょっとコロナ禍で開催はできていないんですけれども、その中で各民生児童

委員の皆さんから、そうですね日頃の見守り等について何かあれば情報共有をさせていただいて、

その辺はこの協議会の中で情報共有をさせていただいているということでご理解をお願いします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  冬期間の見守り活動をする人たちには、一段と苦労するのではと考えます。

待遇改善の考えはありませんか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  民生児童委員さんの待遇の改善ということで、お答えさせていただい

てよろしいんですかね。はい。民生児童委員さんの活動については、国のほうから活動の委託料、

あと村からですね社会福祉委員の報酬という形で決まった額を出させていただきますので、冬の間

の月額の委託料ですとかっていう額等については考えておりません。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。横川議員、質問はありませんか。横川議員。 

第２番（横川恒夫君）  見守る人たちについては、やはり非常に苦労が多いところ多いと思います。

何とか予算もかかることだと思いますけれども、待遇改善の方向を皆さんで協議していただければ

と願っています。 

 厳しい冬をみんなで支えながら伸びることができれば、村の求めている白馬の豊かさではないで

しょうか。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、２番横川恒夫議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時０５分  

再開 午後 １時００分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第７番太谷修助議員の一般質問を許します。第７番太谷修助議員。 

第７番（太谷修助君）  第７番太谷修助でございます。本日というよりも本定例会最後の一般質問者

という立場で、質問をさせていただきます。 

 この白馬村議会の、今議会にあります穏やかな雰囲気の前に、非常に私たちの心を曇らせている

ウクライナとロシアの紛争がありまして、本当に心痛い思いでいるんですが、ウクライナとロシア

の問題は一つ解決すればいいなというふうに、どなたでもお感じになっていることだと思います

が、争いごとは決していい結果を生まないことは世の中の人全てが知っているわけで、これはなん
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とかしたいというふうに思っております。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。本日は２つの質問をさせていただきま

す。 

 まず、１番、大糸線存続について。 

 ＪＲ西日本は２月３日大糸線南小谷糸魚川間について３月から持続可能な路線としての方策につ

いて、幅広い論議を行なうことを明らかにしました。もともと人口減少と過疎化が進み、ＪＲ西日

本が発足した、これちょっと間違いまして申し訳ございません、１９８７年、昭和６２年輸送密度

が９８７人に対し、２０２０年には５０人まで落ちています。大糸線利用促進輸送強化期成同盟会

事務局が大町市にありますが、３月に入って話し合いをするということになっているそうですが、

北陸新幹線の延伸に伴う誘客に活路を見いだそうと努力してきた本村としては、大変憂慮すべき事

態であります。 

 以前から関連自治体との会合等は重ねられてきたと思います。本村もメンバーに入っているわけ

ですから、いろいろなお話し合いがされてきたと思います。そこで以下の質問をいたします。 

 １、大糸線の利用促進という話はいつ頃から行なわれてきたのか。 

 ２、関連自治体との会合での問題点はどのようなものがあったか。 

 ３、生き残り策はどのようなものが考えられるか。 

 ４、とりわけ通勤通学の足の確保はどう捉えているか。 

 ５、インバウンド再開後の大糸線の利活用方法は。 

 以上、お願いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太谷修助議員から大糸線存続について、５項目の質問をいただいておりますの

で、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の、大糸線の利用促進に関する取組についてお答えをいたします。 

 大糸線の利用促進については、大糸線利用促進輸送強化期成同盟会と大糸線活性化協議会の２つ

の組織において取り組んでいるところであります。 

 前者の期成同盟会は昭和４０年に設立をされた組織で、長野県と新潟県、松本市から糸魚川市ま

での沿線自治体、議会、商工団体で構成をしています。主に利便性の向上や輸送力の強化に向けた

ＪＲ各社への要望活動や、利用促進事業としてテレビ番組への協賛やメディアを活用したＰＲ活動

を実施をしております。 

 後者の活性化協議会は、平成３１年に設立をされた組織で、長野県と新潟県、大町市、白馬村、

小谷村、糸魚川市とＪＲ西日本で構成をしています。主に生活利用の促進や観光利用の強化といっ

た事業に取り組んでおります。したがいまして、期成同盟会では古くから路線全体の利便性向上と

輸送力強化を通じた利用促進に取り組んでおり、活性化協議会では３年前から生活利用と観光利用
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といった直接、「乗り」につながる事業に取り組み始めていることとなります。 

 ２点目の質問にお答えをいたしますが、関連自治体との会合での問題点ではなく、どのような問

題意識を持って取り組んでいるのかということについてお答えをいたしますが、人口減少と少子高

齢化によりまして全国的に公共交通利用者の減少がみられます。大糸線についても同様で、利用者

の増加対策が最も重要な課題です。 

 また、大糸線は地域住民の日常生活に欠くことのできない路線であり、また、日本海側と長野県

中央部を広域的に結ぶ重要な路線であるという共通の認識に立ち、利用促進に取り組んでいるとこ

ろです。 

 ３点目の、生き残り策のご質問ですが、活性化協議会はＪＲ西日本も含めて３年前に設立した組

織で、一昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用を通じた活性化の取組をやりき

れていない、という状況です。したがいまして、生活利用の促進と観光利用の強化に関する事業を

着実に実施することに尽きると考えます。 

 ４点目の、通勤通学の点についてでありますが、実際に通勤や通学で大糸線を利用をしている人

数は把握していませんが、白馬・大町間は感覚的にはなりますが１２０人程度、南小谷以北は活性

化協議会の定期券の購入費助成事業の令和２年度実績から９人と見ることができます。白馬大町間

と南小谷以北では利用者数が格段に違いますが、日常生活に欠くことのできない路線であることに

は変わりはありません。 

 それから５点目の、インバウンド再開後の利活用の方法ですが、新型コロナウイルス感染症が終

息をし、外国人観光客が戻ってきたとき、また北陸新幹線の敦賀延伸を見据えたとき、山と海をつ

ないだ広域周遊ルートが実現できると期待をしております。 

 最後に、大糸線に関する報道について、これまでの経過を含め、押さえておかなければならない

ことがありますので、この場をお借りをしてお伝えを申し上げますが、昨年４月にＪＲ西日本金沢

支社長から期成同盟会の会長である大町市長に対して、コロナ禍により厳しい経営状況の中、今後

の持続可能な公共交通の実現に向けて、沿線地域を含め議論したいとの提案がありました。 

 これを受けて期成同盟会では、廃止や終期ありきの議論ではなく、地域の活性化に向けた幅広い

議論が必要であるとの認識に立ち、期成同盟会に振興部会を設置をし、沿線地域の振興に資する持

続可能な路線となるための方策について、幅広い議論を行なうことといたしました。一部では、バ

スへの転換などを含め、在り方を検討するといった報道がありましたが、期成同盟会の認識とは大

きく異にしてるところであります。 

 以上、１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ありがとうございました。最後に村長のほうからお話がありました、去年の

４月にＪＲ西日本の長谷川支社長のほうからそういう提案があって、みんなで考えていきましょう
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っていう提案があったっていうことは、私も聞いております。 

 それでですね、まずその大糸線の利用促進っていう話がいつ頃から行なわれてきたかっていうの

はとても大事なことでして、１９９２年に一番ピークに行った輸送密度は、１,２８１という数字が

過去大糸線の中では最高なんだそうですけども、それが現在２０２０年には５０まで下がってると

いう、とても悲しい状態になってるんですが、その中で例えば、期成同盟会だとか、あるいは活性

化協議会だとか、それから最近でしたら糸魚川市がやってます「大糸線を愛する応援隊」ですか、

私も先日、思わず入ってしまいました。とても彼らの考え方あるいは行動力を見てますと、私もぜ

ひ利用をさせていただいた一人として黙ってはいられないっていう形であります。 

 それで、一番良かった時からっていうのは、ＪＲが民営化された１９８７年、先ほど私がちょっ

と間違えました昭和６２年、そこが民営化された年なんですけれども、その辺りから徐々に、徐々

に減ってきたっていうことで皆さん危機感を持ってきたんだろうと思います。それまでは右肩上が

りでどんどん、バブルのはじける直前でしたけれども、非常にスキー場なんかも活性化されて、も

う黙っててもお客さんが来るシュプール号なんかも当時走ってまして、もう朝５時から駅にお客さ

んを迎えに行って、このお客はどこから来たんだろうっていうくらいの非常に白馬村が活性化に富

んでた時期だということを記憶しております。 

 それでこの、１９９２年をピークに下がってきたんですけど、それは高速交通網が発達したりと

か、それから自動車の普及だとか高速道路の延伸とかいろいろな問題で、徐々にそのＪＲは落ちて

きたっていうのはある意味分かるんですが、１９８７年に第３次中曽根内閣の時に民営化されたと

きのことに少し触れておかなければいけないと思うんですが、やはり戦後、鉄道を中心に発達して

きたんですけれども、非常に大きな負荷を、要するに赤字をしょい込んでしまったということが一

説にありました。 

 それを、今現在この２０２２年もずっとその問題を引き継いできて、一次はちょっとよくなった

んですが結果的には利用度が下がってきたり、人口減少だったり過疎化も重なってここまで来た問

題があって、２０１０年のときに、当時のＪＲの西日本の佐々木社長が同じような提案をして、各

市町村のあるいは観光協会だとか議会も含めて、あるいは商工会議所だとか商工会とかそういうと

ころを通して、みんなで話し合って何とかこれを存続させるような方法で皆さん意見を出してくだ

さいっていうことで提案をして、今回この３月に今の社長の長谷川社長が、また改めて声を出した。 

 その間１２年はあるんですけど、何も前に進んでなかったっていうことが今回、明らかになった

わけです。それは確かに各自治体の首長さんにしてみたら、そこへ積極的に言えば、言葉は使いた

くないんですが、その廃線に向かう一里塚のあれを踏むというような形で、誰でも二の足を踏んで

積極的にはなれなかったという気持ちは、すごくよく分かります。ですから首長さんもそれぞれの

方たちみんな苦労をしてあれしてきたんですが、いよいよ、うしろへ持っていくことできないよ、

それから老朽化してこれ以上はもう待てないよっていうとこで今回の話し合いになったと思います。 
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 このことは、国土交通省のほうも２月の１７日に通達を出してまして、西日本を含めたあるいは

全国のＪＲを含めたとこで、そういう赤字路線になってるとこの対策をやりましょうっていう文書

が出てるわけなんですが、その中でその、どういう方法で皆さんが意見を出すか、あるいは各自治

体の首長さんたちが自分たちの持ってる部分での解決策がどういう答えが出るかっていうことで聞

きたかったんですが、なかなかこれ答えが皆さんそれぞれがあって難しいっていうふうに思ってい

ます。 

 輸送密度が４,０００人を下回った赤字会社はＪＲ全体の中で、民営化された１９８７年には

３８％くらいで、まだ比較的に少なかったんですが、現在はもう５７％、ＪＲの半分以上が赤字の

路線になってしまった。それで先ほど言いましたように、もろもろの諸事情でそういうことになっ

た。老朽化はどんどん進む、人口は減少していくっていうようなことで、もうきたわけなんです

が、その中で大糸線がワースト５に入ってるっていうことはご存じだと思います―― 

議長（太田伸子君）  太谷議員、質問に入っていただけますか。 

第７番（太谷修助君）  はい、分かりました。それで、先ほど村長が言いました大町、白馬、それか

ら白馬南小谷の輸送密度の関係で、かなり１２０って数字がありましたけど、民営化時代からいき

ますと７％まで落ってるんですね。これ引き上げるための策というものを私はちょっと、白馬村の

村長として、首長として何か、ここをこうしたらいいよっていう、正確な答えは出ないと思うんで

すが、大きな問題として、ここをこうしたらいいよっていうものがあるとしたら、それをまず一つ

聞かせていただきたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  大糸線の関係について、村としてどういうふうに考えているかというそういっ

た質問だと思いますけども、いずれにいたしましても全国いろいろなところで鉄道があるわけであ

りますけども、一番のこの問題は少子化の影響が非常に大きいということ、それでまだ特に観光地

の関係については、今インバウンドでちょっとお客さんが減ってるわけでありますけども、通常で

あるならば白馬駅なんかは結構外国のインバウンドのお客様が白馬に来たお客さんが松本城に行く

とか、それからＪＲ西日本の大糸線に乗って、そして南小谷で時間を待っても糸魚川のほうへ魚を

食いに行くとかっていう、そんな明るいニュースもあったわけでありますけども、ここに来てコロ

ナということが大幅に拍車をかけまして、非常に各ＪＲ各線とも非常に厳しい状況だというふうに

認識をしているところであります。 

 そんな中で、我々この沿線の首長で毎年ＪＲ西日本の金沢支社のほうにお伺いをして、何とかこ

の大糸線の糸魚川から南小谷の間を廃止をしないように、ぜひ一緒になってこの活性化に向けて取

り組んでいただきたいというような要望を、毎回、毎回しているわけであります。 

 当白馬村といたしましても、これから北陸新幹線が敦賀、そして大阪のほうにどんどん延びてい

くという状況の中で、関西のお客さんを糸魚川で降りたお客様をこの大糸線沿線で誘客すると
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いう、そういった望みを持っていたわけでありますけども、今コロナというようなことで非常に厳

しい状況でありますけども、いずれにいたしましてもコロナが終息して、新幹線が延伸した暁には、

非常にこの観光地の白馬としても期待をしているところであります。 

 そんな中で、当時ＪＲ西日本と東日本が南小谷駅で分かれたと、分断されたというようなことも

一つの影響ではありますけども、地域の交通手段としてどうしても大糸線は必要であるというふう

に思っているところであります。くどいようで繰り返しになりますけども、観光で依存している特

に白馬村にとっては、非常に重要な路線だというふうに認識をしているところであります。 

 そして、また引き続きＪＲ西日本、それからＪＲ東日本もそうでありますけれども、沿線自治体

と一緒になって取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  やはり最終的には私も今、村長に答弁をいただいたようにインバウンドを生

かすという方法しか、今ちょっと私の頭の中にも案が出てこないんですね。コロナでって今、確か

に問題はコロナが影響をしてなかったらいいなあという部分があろうかと思いますけども、ただ、

問題を先ほども言ったように先送りしてしまったとこに反省点を見出しながら、この白馬を生かす

大糸線を生かすためのインバウンドをもうちょっとそのアイデアを凝らして、今の外国のお客様は

ただ単に日本を尋ねるだけではなくて、日本の文化だとかそういった教育的な部分も、あるいは風

景とかそういう景観とかそういったものだけでなくて、日本人の優しい心なんかも見たい、そうい

うものを体験したいというようなことでニーズが少しずつ変わってきていますので、そういうとこ

に目を向けて、この大糸線沿線、今のとこ問題になってるのは小谷村と糸魚川の間だけなんですけ

ど、そこ全体を盛り上げられる観光に結びつけるような案を、それぞれの行政の皆さんも、あるい

は関連する観光協会や商工会のそういう方たちからもいろいろな知恵を絞っていただいてやってい

ければいいなっていうぐらいしか答えとして見いだせないんですが、その中の具体的に踏み込んで、

こういうことをやったらいいよっていうのが、もし頭の中にあるならちょっとインバウンドに関係

したとこで村長、何かありますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  まさにその部分を大糸線活性化協議会で取り組み始めたというところなん

ですけれども、一番はここに来た外国人の方が日本海の食であるとか、あとは金沢の伝統的文化そ

ういったところ。また南に行けば松本城といった日本の文化を実際体験できるようなところ、そう

いうような組み合わせっていうのが一番この地域、鉄路で結んだこの地域を活性化していく一番じ

ゃないのかなというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員質問はありませんか。太谷議員。 
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第７番（太谷修助君）  そうですね、やはりインバウンドを活用した中で皆さんいろいろ考えていら

っしゃると思うんですが私、あるちょっと雑誌を読んでましたら、非常にこれポイントになるんじ

ゃないかっていうのをちょっと見つけましたんで、ちょっとお話させていただきたいんですが。 

 山梨県に小菅村っていう村があるんですが、ここは青梅線の終点で奥多摩湖があって、そっから

先、電車はないんですけども、その奥の小菅村をＪＲ青梅とそれからＪＲ東日本がタイアップして、

その村ごとホテルという発想をして、コーディネーターが入って８年ぐらいなるんですが、非常に

移住人口も２２世帯、７５人なんて言う非常に小さな、たった７００人の村ですけども、そこが逆

にたった７００人の村だけど村の全員がコーディネーターになってやったらこんなことができるよ

っていうことで、実践して成功していると言われてるとこです。 

 私もＪＲと関係するからそれがあるかなって思ったら、そうじゃなかったんですね。でもこれ一

つのきっかけでして、こういう方に、ここの小菅村を何とかしてくんないかいってお願いに行っ

て、こういうアイデアをいただいて、村民がみんな協力をして一丸となって成功しているという、

これを一つきっかけにすると、例えば小谷村のそれぞれの温泉だとか、有名な旅館だとか山の上に

もいろいろいいものがありますんで、そういうとこを一つぐるっと村が全部一つの遊び場というよ

うな考え方で、私の知り合いのとこにもすごい立派な古い古民家があるんですが、全部家の中は総

漆塗りです。そういう家が今、居抜きになってあるんですが、そういったものを生かしたりとか、

外国人がただここからピュっと糸魚川に行って新幹線に乗って京都に行くんじゃなくて、ここの途

中、白馬でさんざんスキーをやって面白かった、じゃ、このついでに小谷まで行くのは僅か３５キ

ロのとこであんな体験もある、こんな体験もできたっていうような、そういうものに行政の皆さん

も本当に真剣になって、死に物狂いになったら何かできると思うんですね。 

 村長、そこの決意というのはどうでしょう。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  お答えします。 

 そのような部分を大糸線利用促進輸送強化期成同盟会の中に振興部会を設けて、地域の活性化策

を幅広く議論していこうという中の一つにあろうかと思います。白馬村単独でできることに非常に

限られておりますので、この大糸線つながっている自治体が連携して、いろんなそれぞれの資源が

ありますので、それらを結びつけて何とか活性化を図っていきたいというようなことに取り組んで

いるところです。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  それで先ほど私、２月の１４日に国交省のほうも、全国のＪＲの見直しって

いうことで資料が提出されたっていうようにお話したんですが、これ鉄道事業者と地域の協働によ

る地域モビリティーの刷新に関する検討会って、地域モビリティー検討会っていう名前であれして
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いるそうですけど、この中はですね先ほどちょっと触れた中で、ちょっと村長なんかにはちょっと

耳が痛いかもしれませんけども、地域モビリティーの再構築とは言ってるんですが、地域鉄道の再

建というようなことは使ってないんですね。 

 ですから、限りなく先ほど言ったように、輸送密度が２００を超えるいわゆる代替に変わってか

なきゃいけないというような鉄道は、これから非常に難しい立場に置かれてると思うんですが、そ

の地域の人たちだけに責任を押付けるんではなくて、先送りしてきたそれぞれの首長さんたちの行

政の皆さんにも、真剣に同じテーブルについて議論してくださいねっていうことであると思います。 

 その国交省のほうの要望としては４点ありましてね、まずローカル線に関する地方自治の協議と

枠組みを作り、地域公共交通活性化再生法に取り組むと。 

 それから２番目には、モード転換における財政支援。 

 それから３番目は、柔軟な運賃制度。 

 ４番目は鉄道廃止後の施設撤去時の支援というようなことで、非常にこちらも大きな出血覚悟の

要望なんでありますけれども、一番最初のそのローカル線に関する地方自治体との協議の枠組み作

りに積極的に参加してもらわないと、あんたたちもう生き残っていけないぞっていうように言われ

ているわけなんですが、そのことに関してはどのくらいの覚悟を持っているか、観光課長で結構で

すからお答えいただけますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今、鉄道局で動いている検討会で恐らく私もその会議録とかまだ公開され

ていないので、ちょっと確証は持てないんですけど、資料から読み取る限り、先ほど太谷議員がお

っしゃったのはＪＲがこの検討会に期待すべき事項だというふうに、私は認識しております。運賃

のことであったり、廃線であったときの支援であったり、そういった部分はＪＲ側の要望事項であ

って、この検討会、研究会ではあくまでも地域と、それから実際に運行される運行事業者の方々、

そういった方で持続可能なローカル鉄道の在り方を一緒に考えていこうよというようなものだとい

うふうに、私は認識しているところであります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  非常に観光課長の答弁はそのとおり、やっぱり前向きにマイナス思考でいっ

ちゃいけないと、前向きな方法をとってかなきゃいけないっていうことで、そのとおりだと思いま

すけど。 

 実は、昨日実は、その第２回の会合が行なわれてるんですね。これをあと３回、４回、５回って

いうようなことで７月頃までにその何か全体をまとめて、四、五年かけて十分議論した中で、じゃ、

一番いい方策がどの方策があるかということの中に、この大糸線も実は輸送密度を５０まで切った

大糸線も含まれてるということ。これをこの５年間の、４年か５年かかると思いますけどその間に

本当にみんなで一丸となって、この大糸線を存続させていくっていうことに注力をしてかなきゃい
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けないと思うんですが。 

 私は一つ、これちょっと乱暴かもしれませんけども、そんなに西日本でお荷物になってるんだっ

たら、ＪＲの東日本に買っていただいて、たった３５キロだから老朽化もしたりトンネルの複雑さ

とか、このカーブの通りが悪いとかっていうことがあるけど、ここにたった３５キロだったら、こ

こも電化してもらって積極的に太平洋と日本海を継ぐそんなにたくさんないＪＲの中で、これを極

端な話モード転換しなきゃいけないっていうようなことではなくて、存続させるっていうことに注

力していただけたらっていうように思うんですが、村長に、この声については最後にお聞きします

けども、これ本当に村長の頭の中にも残れるっていうように思ってますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  残れるじゃなくて、残していかなきゃいけないという認識でおります。 

 あと、今ＪＲの東と西の分岐点が南小谷駅にある、それを東日本で一括できないかと、それは非

常に私たちの立場からすると非常に魅力的な案だと思ってます。ただ、できるかできないかってい

うのは民間会社の事情があるのであれなんですけれども、まあ、そういった意見も、またそういっ

た協議会では出していければいいのかなあと思っています。 

 あと期成同盟会は昭和４０年ということで、非常に昔からあるものなんですが、多分、当初はオー

ル電化を目指していたんじゃないかと、南小谷以北も電化してっていうのがずっと悲願としてあっ

たと思うんですが、なかなかそれも現実的には難しいという中で、だんだん廃れていってるってい

うのが現実かと思いますけれども、そうですね、やはり利用者の目線に立ったいろんなダイヤとか

にしなきゃ、それは利用者は増えないなあという感じもしていますので、そこら辺の視点からもい

ろいろ要望していければなあと思っております。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  それで、今度大糸線の俗にいう大糸北線って当時言われた北小谷から糸魚川

北線と言ったそうですけど、ちょっと非電化のこともあって南小谷まで含めて北線、そこから大町

までは南線っていうような形であれなんですけど、いわゆる南小谷から今度は大町、それから松本

方面に向かっての大糸線というのも非常に、先ほどの数字でいきますと村長、１２０っていうよう

なお話されたんですが、確かに民営化された当時あるいは１９９２年の最高の数字から行くと、も

う７％のとこまで白馬小谷間は落ってます。 

 それから大町と白馬でも５１１ですから、当時一番良かったときから行くと１９％まで落ってる

んですね。そうすると、大町を起点にして松本方面、大町を起点にして南小谷方面という部分でい

ったら、大町が起点なもんですから、ひょっとしたら大町以北の、私の高校時代は大町以北山沿地

方なんで、馬鹿にされたんですが、大町からこの南小谷までの利用度もどんどん落ってくとひょっ

としたら大町を起点にＪＲ東日本も、将来的に赤字がどんどん累積してったらなくなってしまうん

じゃないかと思うんですが、その辺りのことについては、どうでしょう。どんな考えを持っていま
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すでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  正直、どうでしょうと言われてもちょっとお答えに困るんですけれども、

大糸線、松本から糸魚川まで鉄路でつながっていると、その一つのラインであり、ほかの新幹線で

あったりとか、松本であればほかのラインとつながってるというネットワークとして考えていくべ

きだなあというふうに考えていて、どうでしょうといってもちょっとお答えに困るのが正直なとこ

です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  確かに答えようがないと思います。ただ、幹線、いわゆる国道とかと同じよ

うに鉄道という幹線を将来的にコストがないからなくしてしまおうっていう理論が必ず出てきて、

時代の流れとともに変わってくとは思うんですが、今、大町の駅なんかで乗る高校生なんかつかま

えて、「おい、電車込んでいるかい」と聞いたら、「めちゃめちゃ朝は混んでいるんですよ、でも

豊科の辺りまでいいけど、僕たちは豊科の辺りで降りるけど」っていうとこでいくと、今混んでる

っていうように見えるんですけど、それも数字がね大町豊科間でももう当時の一番最高の１９９２年

から行くと４４％まで下がってる。松本まではまだ５３％だから、でも半分まで落っちゃってる。 

 これもう１０年もしたら、子供たちは減少するわ、通勤通学はほかのサイクルあるいはテレワー

クで電車に一週間のうち５日間のうち２日乗らなんでもいいっていうことになると、これ本当にす

ごい存続問題にもつながってくるんで、この話を契機に私どもここから白馬は大町に向かって安泰

だよじゃなくて、同じように小谷の人たちと一緒になって活動をしていただきたいというふうに思

っていますし、そうしておかないと生き残っていけないと思いますので、その辺りはしっかり覚悟

してやっていっていただければというように思います。 

 まあ、これからいろいろな議論はされていくものですから、そんなようなことが頭に入れながら

次のその活性化策につないでいかれればいいかなと思っておりますので、どうかひとつよろしくお

願いいたします。 

 それでは次の質問に移らせていただきます。 

 ２番目、村内新型コロナ感染者への対応について。 

 村内新規感染者が増え続けています。２月２０日現在５６８人、本日が６１３人になってますか

ね。さらに増え続けると思われます。オミクロン株については、新型コロナの救世主という学者も

いれば、さらにサイレントに進行する新たな株が出現するという学者もいます。増え続けなければ

いいなというふうに祈るばかりですが、村内での感染者の中で教職員、保育士が不幸にも感染され

て対応を強いられてると思いますが、そのことに関して以下の質問をいたします。 

 １、今までに感染した教職員、保育士の人数は。 

 ２、風評被害のような二次的批判にさらされた人はいなかったか。 
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 ３、職場復帰されるまでの最短と最長の日数を教えていただきたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２つ目の質問で、村内新型コロナ感染者への対応について、３項目の質問をい

ただいておりますので、答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の今まで感染をした教職員、保育士の人数については、教職員が８名、保育士４名

であります。 

 また２点目の風評被害のような二次的批判をされた人はいなかったかとの質問ですが、学校や保

育園では生徒、児童に感染者が発生した場合、または濃厚接触者となった場合や感染拡大した時

に、その都度保護者に対し、きずなメールで学級閉鎖の有無のお知らせや注意喚起のお知らせをし

ております。その際に、必ず感染者やその家族関係者に対する誹謗中傷がないようお願いをしてお

ります。そのこともあり、今までに学校や保育園、教育委員会等に風評被害のような批判をされた

という情報はお聞きをしておりません。 

 最後に、職場復帰をされるまでの最短と最長の日数についてですが、感染された職員の復帰状況

は教職員では最短で８日、最長で１３日、保育士では最短で９日、最長で１１日であります。感染

者の行動制限は保健所の指示によりますが、発症日や療養の方法等により日数が異なること、異な

ってきていることについてはご理解をお願いをいたしたいというふうに思います。 

 太谷修助議員の村内の新型コロナの感染者の対応についての質問の答弁とさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ありがとうございました。なんでこんな質問をしたかって言いますと、私、

公的な立場にいらっしゃる特に教育関係や保育とか幼稚園とか、そういったとこにお勤めになって

いる方がかかってしまって、非常に立場的なものとして肩身の狭い思いをしているんじゃないのか

なあという、非常にちょっと心配をしてたんですけど、今村長のお話のようにきちんとそういうケ

アをしながらのあれですので、非常に安心しました。 

 一つ私、いつもマスコミの報道を見てますとちょっと心配することがありまして、新型コロナの

陽性者と、それから感染者っていうのはイコールではないんですよね。この辺りをね、例えばテレ

ビなんかでは、今日の東京都の感染者は何人とか。感染者ではなくて陽性者あるいは濃厚接触者で

しょ、それを感染になったんですかっていつも聞きたいんですけど、それとても大事なことでし

て。それで一番最後にお聞きしたのは、濃厚接触者だったり陽性の判定を受けた人が、何日で仕事

に職場復帰してるのかなっていうことを聞きたかったもんで。これ９日とか８日っていうと濃厚接

触者の発症していなかった方の人数も入っているということですよね。ちょっとお答えいただけれ

ば。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  病気ですので、症状のあるなしとか、症状の重い軽いで治癒療養期間が長
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い短いは出てきますんで。それとあと検査して保健所の聞き取り調査で発症日が遡った場合は待機

期間も検査から短くなるということもあるもんですから、それによって待機期間が短くなるという

こともあり得ますんで、いずれにしろこれは病気の話なんで、一概に基本は何日っていうふうには

決められないというところをご理解いただきたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  そうすると病気っていう形で役場の中では、この方は濃厚接触者あるいは陽

性者か、完全に感染してるかっていうのは入院でもしない限り分からないということですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  あくまでも濃厚接触者の認定は保健所がされるということであります。

今、一定の基準というところなんですけれども、濃厚接触者については基本的には７日間経過観察

ということになっておりますけれども、今、まん延防止等措置とかされて非常事態の折に学校の先

生ですとか、現場がその人が来ないと回らないというような状況については、５日間に短縮という

措置もとられているというところであります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ありがとうございました。白馬村の場合、そんなにひどいあれはなかったっ

ていうふうには思ってるんですが、先ほどの話にちょっと立ち戻らせていただきますと、やっぱり

陽性者の中には無症状の方もいらっしゃるんですけど、これ普通の風邪とかインフルエンザと同じ

でウイルスが体に入って来れば人間の体ですから、いわゆる免疫反応をきちんと示してだめなもの

は押し出すよ、あるいは残念なことに引っかかったら感染しちゃったよねっていうそこの違いをし

っかりしておかないと、何か濃厚接触者にあれされたために、こっちのグループに入れられて嫌な

思いをしたというようなことが一般の中ではたくさんあるわけですんで、その辺りは私どもこれか

ら何でもかんでもマスコミの言ったことを真に受けるんではなくて、正しい知識を持って厳しく対

応するということがとても大事だと思ってます。 

 最近の新型コロナのあれはＰＣＲ検査も効かない株も出てきてるんですよね。例えばね、オミク

ロンの今問題になってるのは、ステルスオミクロンって言って、いわゆる通常のオミクロンとは違

って、いわゆるＢＡ.１ではなくてＢＡ.２って言われているやつはもう、我々が持ってる免疫抗体

の間をすり抜けて入ってくる、本当に静かに入って来るんで分からなくてステルスといわれるそう

なんですけど、そういったウイルスも入ったり、それからフランスなんかではね、新型でＩＨＵっ

ていうのが既に報告されてるそうです。これ日本にも入ってるらしいんですけど、あまり政府は騒

ぎ立てないほうがいいだろうっていうことで、ちょっと言ってないと思うんですけども、それから

アメリカではインフルエンザと新型コロナ同時に感染する、インフルのフルとコロナのロナを併せ

てフルロナっていう名前で報告されてるそうですけど、これが結構サイレントに入ってるらしいで

す。デンマークなんかでも、１月のうちに１月の中頃くらいから、いわゆる新型オミクロンの今言
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ったＢＡ２のほうが半分以上進んでるっていうようなことが報告されてるそうですので、いずれに

しても私どもはしっかり緊張感を持ってこの対応をしていかなきゃいけないし、もちろん誰もかか

りたいわけではありませんので、慎重にしながら生活を続けていかなきゃいけないと思います。引

き続き、今の村の対応の仕方とてもいい状態できてますので、私どももちゃんとしたコロナの対応

策をしっかり持ちながら生活を続けていきたいと思います。 

 ちょっと早いですが、以上で私の質問を終わります。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第７番太谷修助議員の一般質問を終結いたします。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会３日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日から定例会会期日程表のとおり各委員会等を行ない、３月１８日午前

１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、明日から定例会会期日程表のとおり各委員会等

を行ない、３月１８日午前１０時から本会議を行なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 １時４９分  
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令和４年第１回白馬村議会定例会議事日程 
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（第４日目） 
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日程第 ３ 同意第 １号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ４ 議案第２３号 訴えの提起について 

日程第 ５ 議案第２４号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第１０号） 

日程第 ６ 発委第 ２号 消費税「適格請求書（インボイス）」の実施延期を求める意見

書 

日程第 ７ 発議第 １号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を求める意

見書 

日程第 ８ 発議第 ２号 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議 

日程第 ９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 
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 ６．発議第 ２号 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和４年第１回白馬村議会定例会第４日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決   

議長（太田伸子君）  日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決を行ないます。 

 それぞれ常任委員会に付託されました案件について、順次、各委員長より審査結果の報告を求め

ます。 

 お諮りいたします。議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）は、分割審査

をしていただいておりますので、常任委員長報告が終了した後に、討論、採決をしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正

予算（第９号）は、常任委員長報告終了後に討論、採決を行なうことに決定いたしました。 

 最初に、総務社会委員長より報告を求めます。第９番松本喜美人総務社会委員長。 

総務社会委員長（松本喜美人君）  それでは、私のほうから令和４年第１回白馬村議会定例会総務社

会委員会の審査報告を申し上げます。 

 本定例会において、総務社会委員会に付託された案件は、議案１２件です。審査の概要と結果を

ご報告いたします。 

 議案第２号 内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定について。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、令和４年

度から令和８年度までの５年間の、内山辺地ほか２辺地に係る総合整備計画の策定。 

 ３辺地の整備計画は、内山辺地ではスノーハープメイン会場法面及び木橋の改修、落倉辺地では

村道３１０１号線改良、野平辺地では重要伝統的建造物群の土蔵保存工事。なお、従来は、青鬼、

通の青鬼辺地と野平辺地に区分されておりましたが、辺地条件の人口５０人以上が満たされないの

で、今回野平辺地に統合との説明。 

 質疑に入りまして、計画策定の議案で、実施計画ではないとの理解でよいか、の問いに、そのよ

うに理解していただきたい、と答弁。 

 スノーハープの具体的場所と、落倉の村道３１０１号線は、小谷村側の西側に入る未舗装部分が

多い道路のことか、の問いに、スノーハープメイン会場の東側法面と正面の木橋で、落倉はご指摘
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のとおり、との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第３号 白馬村八方体育館の指定管理者の指定について。 

 本村が所有する、白馬村八方体育館が指定期間満了に伴い、一般財団法人八方振興会に再指定す

るもので、指定期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間。 

 質疑に入りまして、指定管理の施設は体育館だけか、の問いに、村の資産は体育館のみ、よって

指定管理施設は体育館のみ、との答弁。 

 体育館は文化会館と併設のため、八方区の体育館のイメージ、他地区でも利用が可能か、の問い

に、申込みをしていただければ、利用は可能、との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第３号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第４号 白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 いじめ防止対策推進法により、いじめ問題対策連絡協議会は条例設置とされているので、現在の

設置要綱を廃止し条例で位置付け。また、同法第３０条に規定するいじめ問題調査委員会も条例で

位置付けたいもの。令和４年４月１日施行。 

 質疑に入りまして、調査委員会の、弁護士等は事前に人選か、その都度人選か、の問いに、その

都度人選し、弁護士は村の顧問弁護士に相談、他の委員は県の教育委員会に相談、なお、事務は総

務課所管、との答弁。 

 調査委員会の設置は村長か、の問いに、自殺等の重大事案の調査であり、設置は村長、との答弁。 

 いじめ問題が、前面に出て皆が敏感になるが、いじめ対応は、の問いに、いじめを早期発見し、

いじめの芽を早く摘むように対処しており、件数は多くなっている。よく見ているから件数は伸び

るとの理解、と答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第５号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。 

 白馬村執行機関の附属機関に、いじめ問題対策連絡協議会の条例設置に伴い、委員報酬を日額

６,１００円、半日額３,８００円とし、令和４年４月１日から施行。 

 なお、いじめ問題調査委員会の委員報酬は、弁護士等の委員を予定していることから、専門の知

識を有し社会通念上その報酬を考慮すべきと判断される者の項を適用。 

 質疑に入りまして、参考として、弁護士費用は、の問いに、過去の事例で、１万２,０００円程度

と記憶、との答弁。 
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 討論はなく、採決したところ、議案第５号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第６号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例について。 

 ふるさと白馬村を応援する条例の、事業区分ごとに積み立てた額が１億円を超える場合は、当該

超えた額について当該事業以外にも、事業区分を変更して積み立てることができるとしたいもの。 

 質疑に入りまして、ふるさと納税の事業区分による基金積立てが、指定以外の事業区分になる旨

を告知して寄附を受けるのか、の問いに、寄附者には、制度改正を理解してから寄附採納となる、

との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第７号 白馬村税条例の一部を改正する条例について。 

 法人村民税の法人税割の税率を、１００分の８.４から１００分の６に改正、令和５年４月１日施

行。ただし、法人村民税の法人税割の特例規定を附則に設け、令和５年３月３１日から令和８年

３月３０日までの間に終了する各事業年度、３年間に係る法人税割の税率を１００分の７.２とす

る。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第７号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決す

べきものと決定いたしました。 

 議案第８号 白馬村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う

改正。未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減措置で、低所得世帯の従前７割軽減世帯は８.５割

の軽減、５割軽減世帯は７.５割の軽減、２割軽減世帯は６割軽減に改正。低所得世帯以外の世帯

は、均等割額の５割軽減、国保の納税通知書等の様式は村長に委任、金額のアラビア数字表記、令

和４年４月１日に施行。 

 質疑に入りまして、財政負担割合は、の問いに、国５０％、県２５％、村２５％、との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第８号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 

 議案第９号 白馬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。 

 生活雑排水槽汚泥の運搬処理手数料を、処理費用の値上げに伴い１リットル当たり２３円から

２７円に改正。令和４年４月１日施行。 

 質疑に入り、４円の値上げだが、標準家庭でどのくらいの値上げになるのか、の問いに、雑排水

のくみ取り量が多い家庭で２万１,０００円程度の増加、との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第９号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも

のと決定いたしました。 
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 議案第１１号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

 国民年金法等の一部改正に伴い、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行なう、恩給担

保貸付事業の廃止に伴う条例の整理。令和４年４月１日施行。 

 質疑に入りまして、２金融公庫が廃止されるということか、の問いに、２金融公庫が恩給担保貸

付事業を廃止するもの、との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

 議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）所管事項。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,１７０万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を６７億７,２６４万５,０００円とするもの。 

 所管する課ごとに主な補正について報告いたします。 

 総務課関係。 

 一般管理事業の２００万円減額は、人件費の実績によるもの。姉妹都市提携事業の４５３万

７,０００円減額は、コロナ感染により南小・北小の姉妹都市交流の中止によるもの。ふるさと納税

基金事業の１,８９２万９,０００円の減額は、ふるさと納税事業の特定財源分を減額によるもの。 

 質疑に入りまして、寄附金について、総務課科目に計上の金額と、寄附金の金額両方が減額の意

味は、の問いに、当初計上額が過大であった、との答弁。 

 補足答弁といたしまして、各事業の事業割振りとして指定なしで、村長が指定したものとの調整

分もある、との補足答弁です。 

 次に、寄附金の基金積み立てで、事業区分による移動が分かる説明資料の提示は、の問いに、基

金は積まなければ残高に載らない、伝票上の移動、決算にならなければ残高ではない、との答弁。 

 住民課関係。 

 戸籍住民基本台帳事業の２０９万６,０００円の増額は、主に社会保障・税番号制度システムの整

備委託料による。住民総務事業の１０９万２,０００円の減額は、会計年度任用職員の退職によるも

の。住民国保事業の８７４万円減額は、保険基盤安定繰入金確定に伴う国民健康保険事業特別会計

繰出金の減によるもの。 

 質疑は特にありませんでした。 

 健康福祉課関係。 

 社会福祉施設事業の９６２万２,０００円の減額は、地域医療介護施設の佐野区ふれあいセン

ターの建設取下書が、令和３年１１月５日に提出によるもの。 

 質疑に入りまして、佐野区ふれあいセンターの取下げ理由は、の問いに、コロナ禍で、建築資材

の輸入が困難になり建築資材が不足し、結果、建築費用が１.５倍から２倍に高騰したことによる、

との答弁。 
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 教育課関係。 

 教育委員会事務局一般事業の１９０万円の減額は、職員手当等の支払い見込みによる。学校環境

整備事業の４８１万６,０００円の増額は、中学校女子トイレの洋式化工事によるもの。南小学校管

理事業の１１６万９,０００円は、燃料費、光熱水費の高騰によるもの。北小学校管理事業の

１３０万円の増額は、燃料費、光熱水費の高騰によるもの。 

 質疑に入りまして、勉強ができる子はリモートでも勉強ができるが、画面を見ていても勉強をし

ていなかった子もいたという話を聞く。保護者も初めてなので困惑しているし、子供たちの学力差

を心配しているが、の問いに、リモート授業は、ＩＣＴ化が目的ではなく手段。文科省は双方向の

リモートならよいとの指針、との答弁。 

 燃料費の補正について、南小はＰＴＡ作業で断熱材を入れた経緯があるが、次年度の計画は、の

問いに、次年度計画についてＰＴＡは聞いていないが、継続したいとの話は聞いている、との答弁。 

 子育て支援課関係であります。 

 児童手当等給付事業の１,３４８万２,０００円の減額は、副食費補助金１１８万１,０００円の減

額、白馬幼稚園が施設給付の対象施設に移行し、施設給付に副食費が上乗せのため。 

 児童手当の不用額９６５万円の減額。施設等利用給付費は、利用者減により８５３万８,０００円

を減額。 

 子育て世帯生活支援特別給付金事業は、コロナ禍で家計急変世帯の増加により２００万円増額。

しろうま保育園運営事業は、職員募集に応募がなく人件費６１０万円の減額。子育て支援ルーム運

営事業は、職員募集に応募がなく人件費１０１万８,０００円の減額。 

 質疑に入りまして、保育士の処遇改善加算について、保育園の保育士はないがどのような取り決

めか、の問いに、村の保育士も該当するが見込んでいない。まずは民間から。総務課と協議の結果。

交渉は継続する。令和４年９月までの補助で、１０月からは公定価格に含まれ、施設型・地域型給

付費で交付される、との答弁。 

 児童手当の減額理由は、児童数を把握しているのになぜか、の問いに、予算不足が起きないよう

に余裕を持たせて当初予算を計上した、との答弁。 

 生涯学習スポーツ課関係。 

 ウイング２１維持管理事業７４９万１,０００円の増額は、燃料光熱水費１９６万３,０００円の

増額と、本年１月２日に強い寒気により、ウイング２１の２階ロビーの温水パネルヒーターが凍結

し、その後の漏水でエレベーター設備・スプリンクラー・床材等の水害による修繕費５５２万

８,０００円増額。 

 質疑に入りまして、この冬は低温日が続き、コロナ禍による休館日も多いので、管理の徹底を、

に対して、課内で注意し、修繕は繰り越して施行、との答弁。 

 各課の審査が終了し、全体討論はなく、議案第１２号は委員長を除く委員全員の賛成により可決
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すべきものと決定いたしました。 

 議案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８７４万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１０億６,５０６万円とするもの。 

 質疑に入りまして、傷病手当金６０万円の算出根拠は、の問いに、１人３万円で２０名を予測、

との答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１３号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

 議案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１億３１３万１,０００円とするもの。 

 後期高齢者医療保険料は年度末を見込み２４２万円減額。繰入金は金額の確定により３２万

６,０００円の減額。繰越金は金額の確定により３２万１,０００円増額。 

 歳出では、広域連合負担金に２４３万６,０００円減額。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第１４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 以上で、総務社会委員会の審査等についての委員長報告といたします。 

議長（太田伸子君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第２号 内山辺地ほか２辺地に係る

総合整備計画の策定については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３号 白馬村八方体育館の指定管

理者の指定については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第４号 白馬村執行機関の附属機関

の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第５号 白馬村特別職の職員で非常

勤のものの報酬に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第６号 ふるさと白馬村を応援する

条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第７号 白馬村税条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第７号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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 議案第８号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第８号 白馬村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第９号 白馬村廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１１号 白馬村消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第１１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１３号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、委員長報告

のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１４号の討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１４号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとお

り、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 続いて、産業経済委員長より報告を求めます。第８番津滝俊幸産業経済委員長。 

産業経済委員長（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸。令和４年第１回白馬村議会定例会産業経済委員会

審査報告をいたします。 

 本定例会において、産業経済委員会に付託された案件は議案が４件、陳情１件です。付託された

議案について、審査の概要と結果を報告します。 

 議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部を改正する条例について。 

 山小屋条例の定める宿泊料金の一部を変更するもので、改正内容は宿泊料金に含まれていた食事

料金を除き、素泊まり料金のみとするものです。 

 利用料は大人１人１泊１万円、小学生５,０００円、小学生未満３,０００円とし、個室利用の場

合は個室料金を加算することができることにし、加算額の上限を１室当たり１万円に改めるもので

す。 

 質疑、意見に入り、食事を含む料金は幾らか。食事料金は指定管理者が設定し村長の承認が必要。

令和４年度の食事込みの宿泊料金は１泊２食つきで、大人１万３,０００円、子供７,５００円を計

画している、と答弁がありました。 

 議案第１０号について、討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第１２号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第９号）所管事項です。 

 まず、観光課関係。 

 商工振興費７,１７２万円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策第６波対応事業者支援金

７,０９６万円が主なもの。この事業は村内事業者の売上減少の影響を緩和するため、２０２２年

１月または２月の売上げが２０２１年または２０２０年の同月比で２５％以上減少している事業者

に対して、減少率に応じて支援金を支給するものです。 

 申請期間は令和４年３月２５日から同年５月２０日まで。審査認定機関へ関係書類を提出し、審

査後、認定されれば４月１日以降随時支払われます。その他、観光総務費、観光施設整備費、観光

宣伝振興費の減額は事業完了やイベント中止に伴う補正です。 

 質疑に入り、第６波対応事業者支援金について、見込み事業者数は何件予定しているか。経済セ
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ンサスによる事業所数は９６５件。これまでの感染対策支援の実績などを踏まえ７００件とした。

減少基準となる２０２０年１月、２月は新型コロナウイルスの影響が出ていないと推察するので、

２５％以上の事業者はそれくらいと想定した。審査認定機関は白馬商工会を想定し、業者選定し決

定する。 

 ２０２０年に開業していない事業者への特例はあるか。２０２１年３月以降の開業者はこの事業

の対象外。国の事業復活支援金を活用してほしい。理由は売上げの正確性に疑義があり不公平感を

なくすため。また、国の支援金との重複申請は可能。詳細は申請要綱として公表していく。 

 次に、上下水道課関係。 

 環境衛生費４２５万３,０００円の減額は、合併浄化槽整備事業補助金の確定が主なものです。 

 質疑、意見はありませんでした。 

 次に、建設課関係。 

 道路維持費１億１,３８０万円の増額は、除雪事業の委託料１億１,０００万円、無散水電気料の

光熱水費に２００万円が主なもの。財源では車両売払収入として、タイヤドーザー・グレーダー・

道路清掃車の売却代金です。その他、道路新設改良費、住宅費の減額は事業完了や予算の組替えな

どによる補正です。 

 質疑、意見はありませんでした。 

 次に、農政課関係。 

 農業振興費２６６万５,０００円の増額は、経営体育成支援事業補助金を３００万円減額し、青年

就農給付金として２名分追加し３００万円の増額。農地集積協力金に北城南部地区ほ場整備事業協

議会へ２６６万５,０００円が主なもの。 

 農地費２,２７９万８,０００円増額は、北城南部地区ほ場整備事業の事業前倒しに２,５３３万

８,０００円増額し、犬川用水電動ゲート設置・小水力発電事業の設計委託料２５４万円減額が主な

ものです。 

 その他、林業振興費や地籍調査事業の減額は事業完了や予算組替えに伴う補正です。 

 質疑に入り、まず、新規就農者の内訳と使用農地はどうしていくのか。一人は、２８歳・男性で

千葉県の農業法人での就農経験あり、園芸作物を中心に年間売上げ２５０万円を想定。もう一人は、

３４歳・男性、就農２年目で水稲を中心に５５０万円の売上げを計画している。 

 新規就農者補助要件では、４９歳までが対象者で、面積要件はなく農地は賃貸でも可能、労働時

間は１,２００時間・所得は２５０万円が最低目標とされています。申請者の一人の農地は賃貸です。 

 農地法では３０アールの農地を所有している者でないと農地を取得できないが、新規就農者が農

地を取得するためにはどのようにするのか。答弁として、３０アール以上の農地を耕作し、営農実

績を積んで農業委員会で審査し、農業者として認められれば農地の購入は可能となる。ほ場整備事

業において畦畔へのシートでの養生は今後もしていくのか。畦畔のシートでの養生は、紫外線など
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による劣化でボロボロになり飛散してしまい、地主や地域へ大変迷惑をかけてしまったと反省して

いる。今後は良質な土を入れて施工していく方針。 

 全体を通して討論はなく、採決したところ、議案第１２号 委員会所管事項は、委員長を除く委

員全員の賛成により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）です。 

 収益的収入に１４０万円を増額し、３億１,１４７万９,０００円。収益的支出から２４０万円を

減額し、２億５,５５６万４,０００円にするものです。事業完了や組替えによる補正が主なもので

す。 

 質疑、意見はありませんでした。 

 議案第１５号について、討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号）です。 

 収益的収入に６４９万９,０００円を増額し、５億２,１８３万２,０００円に。収益的支出から

９３１万５,０００円を減額し、５億５６６万９,０００円に。 

 第４条本文中括弧書を「資本的収入が資本的支出に対して不足する額１億２,２３１万４,０００円

は損益勘定留保資金で補填するものとする」に改め、資本的収入額から１,６４７万３,０００円減

額し、３億３,２１７万７,０００円に。資本的支出から７３７万４,０００円減額し、４億

５,４４９万１,０００円とするものです。また、予算第５条に定めた起債の限度額を１億

１,１２０万円に改め、予算第８条に定めた経費の金額を３５万円減額し、２,４６８万５,０００円

とするものです。 

 内容は、事業完了や工事先送りによる補正が主なものです。 

 質疑で、一般会計補助金の減額補正の不用額は一般会計へ返金しては、の問いに、下水道事業は

建設改良の積立てもできていないので、節約しながら可能な限り内部留保していきたい、と答弁が

ありました。 

 議案第１６号について、討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 次に、陳情第１号 消費税「適格請求書（インボイス）方式」の実施延期を求める意見書の提出

についてです。 

 提出者は、大町市美麻新行１４８９０の１、北アルプス民主商工会会長種山博茂。 

 受理年月日は、令和４年２月１４日。 

 陳情内容は、新型コロナウイルス感染症拡大により地域の雇用不安や中小企業の経営不振が広が

っており、その中、来年１０月より開始される消費税の適格請求書、いわゆるインボイス制度につ

いて、当面の実施の延期を求める意見書を国に提出するものです。 
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 インボイス制度とは、消費税の仕入れ税額控除の要件の１つとして、適格請求書発行事業者が交

付する適格請求書の保存が必要となる。この適格請求書発行事業者となるには、税務署に適格請求

書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があるというものです。 

 質疑、意見に入りましたが、ありませんでした。 

 討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成により、採択すべきものと決定しま

した。 

 よって、本議会に委員会として意見書を提出いたします。 

 以上、産業経済委員会委員長報告といたします。 

議長（太田伸子君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第１０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１０号 白馬村山小屋条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１５号 令和３年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１６号 令和３年度白馬村下水道事業会計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 
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議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 陳情第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この陳情に対する委員長報告は採択です。陳情第１号 消費税「適格請求書（イ

ンボイス）方式」の実施延期を求める意見書提出の陳情の件は、委員長報告のとおり採択すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採択することに決定

いたしました。 

 次に、常任委員会において分割審査をしていただきました議案第１２号の討論に入ります。討論

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。議案第１２号 令和３年度白馬村一般会

計補正予算（第９号）は、常任委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 ただいまから、５分間休憩といたします。 

休憩 午前１０時５１分  

再開 午前１１時００分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 △日程第２ 予算特別委員長報告並びに議案の採決   

議長（太田伸子君）  日程第２ 予算特別委員長報告並びに議案の採決を行ないます。 

 予算特別委員長より報告を求めます。第１１番丸山勇太郎予算特別委員長。 

予算特別委員長（丸山勇太郎君）  令和４年第１回白馬村議会定例会予算特別委員会審査報告をいた

します。 

 本定例会において、予算特別委員会に付託された案件は予算審議６件です。５日間にわたり審査

しました。 

 令和４年度予算の概要、ざっくりわかる白馬村予算の説明を参考に、各会計予算書により慎重審

査した概要を報告します。 

 議案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算。 

 予算規模は、歳入歳出それぞれ５８億７,６００万円です。前年度当初予算比２億４,０００万円
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の減。 

 新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況下、厳しい財政を認識し、各種施策に優先順位を

つけ前例踏襲することなく取捨選択し、前年同様の一般財源枠配分方式を取り、各課はその範囲で

自ら創意工夫する、自己責任・自己決定型予算編成をした。その結果、５年ぶりに当初からの財政

調整基金繰入れはなしで組んだ、との説明がありました。 

 次に、各課審査の主な質疑・意見について、審査順に報告します。 

 総務課関係。 

 起債減、財調基金の未使用は理解するが、コロナ後を見据えた予算としては消極的では。村長選

後に大型補正予算を考えているか、に対し、４年度、５年度は財政的に最も厳しい。健全財政堅持

に全職員が取り組んだ結果の予算。コロナ予算は繰越して新年度早々に計画樹立する、との答え。 

 地球温暖化対策事業は、ゼロカーボン宣言をしている村として、もっと積極的に予算付けできな

いのか、に対し、ゼロカーボン基本計画報告書の答申が１月で、予算編成はそれ以前であり間に合

わなかった。複数の支援策案があるので、今後に制度設計する、との答え。 

 この関連の意見としまして、基本計画ができたのだから、少しでも充実の予算を。広報はくばで

周知するなら特集号を組んでほしい。 

 消防団への出動手当は、支払いが分団から団員個人になる。今後の分団の運営費は。行政区の負

担が増えるのか、の問いに、分団運営費の確保が困難になることが考えられるが、消耗品は従前ど

おり村から補助する。行政区にお鉢を回すことのないよう分団には話している、との答え。 

 白馬インターナショナルスクール設立準備財団、以下「ＨＩＳ」、への補助金について、ＨＩＳ

事業の説明を受けていない。ＨＩＳ支援の今後の考えと、ふるさと納税型クラウドファンディング

は、誰でも応募できるものなのか、また告知されてるか、に対し、平成３０年にふるさと寄付を活

用した協働のまちづくり推進補助金交付要綱を制定。一定の要件を満たしていれば申請は可能。ホー

ムページに掲載し、個別相談には対応している、との答え。 

 行政側は地域課題の解決に資する事業との説明だが、本村の教育面の課題は白馬高校。行政とし

て何が課題で、ＨＩＳによってどういった解決策が見いだされるのか。審査委員会の構成は、の問

いに、審査委員は副村長以下課長職。ＨＩＳからのプレゼンを実施し、ＳＤＧｓへの活動、コミュ

ニティー活動への参加などが地域の課題解決になると審査委員は評価した、との答えでした。 

 委員から、ＨＩＳの事業内容を議会が承知してなく、理解を深める必要があるとの複数意見から、

翌日に代表の草本氏から説明をいただく機会を持ちました。翌日の審査では、代表、草本朋子氏、

事務局長、堀井章子氏にお越しいただき説明を受けました。 

 説明概要ですが、教育こそが地域が存続する手段。自分で未来を切り開ける人材を育て地元にも

何らかの形で還元したい。英語で授業。中高一貫で学費は年間３００万円。学校教育法の１条校で

はないので、中学生は義務教育上白馬中学校に籍を置く。９月から新入生を受け入れ、中１、１５人、
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中２、１５人、教員７人でスタートしたい。高校生は国際バカロレア・プログラムの資格取得によ

って大学受験は可能。学校用地は取得したが、校舎建設には億単位の費用が必要。資金的には全く

足りていない。地元高校進学の生徒を取ることのないように考えるとのものでした。 

 以下の答えは、草本さんです。 

 まず、開校に反対ではないが、白馬高校存続に関心がある。生徒の横取りとの声も聞く。白馬高

校との具体的なコラボ案は、に対し、高校存続のために考えた結果の開校。開校によって白馬高・

白馬中と一緒にできることを考えている。発信不足が要因と感じている。白馬高校とＨＩＳを天秤

にかける生徒はいないと考える、との答えでした。 

 シンポジウム以降の行政からの情報がなく、議会が要綱や手続きの過程を知らず予算化された。

クラウドファンディング以外に、村に便宜供与をお願いしたいことはないと認識してよいか、の問

いに、要綱に基づく審査会への説明で、村に説明したと思っていた。クラウドファンディングは我々

が声を掛けて寄附をしてもらったもの。手数料も村に支払っている、との答えでした。 

 意見としまして、まずは地元新田区への説明会、次に全村での説明会の開催を望む。また別の意

見としまして、将来的に地域に根差した活動をしたいということなので、今後もこのような進捗状

況を聞ける場の設定を。それによって村民との信頼関係も生まれる。 

 次に、建設課関係に入ります。 

 機械購入費でタイヤドーザーとダンプの目的と費用は、に対し、ドーザーは３トン級の小型で小

回りが利くもので、除雪にも道路維持にも使用する。購入費は６００万円。融雪剤散布用ダンプは

１０年を経過しさびが出、故障も多かった。購入費は７４６万円、との答え。 

 都市計画マスタープラン事業の、４年度策定までのスケジュールは、に対し、３年度実施したア

ンケートとワークショップの結果を踏まえて都計審を開催。必要に応じて検討組織設置の有無を判

断する。来年度の今頃には完成するスケジュール、との答え。 

 無電柱化事業で設置されている緑地帯への植栽は誰がするのか。歩道の舗装、トランス、街灯だ

けではとても無機質になるのでは、に対し、植栽は県事業。地元と協議し植栽木を決定する。埋設

物の関係から緑地帯の大きさも限られてしまい、県道南側は設置できない。適正なものを７年度ま

でに決定する、との答え。 

 コロナ禍で地区役員懇談会を開催していない。多くの地区要望に応えられているのか。事業の選

定方法は、の問いに、道路新設といった大型事業はなく、舗装修繕等、細々とした要望が多くなっ

ている。それらは道路維持費の工事費１,０００万円、起債事業の工事費６,４００万円で対応する

考え、との答えでした。 

 意見としまして、カーブミラー、横断歩道の設置、通学路の表示等の要望も出ていると思う。要

望内容を議会側にも見えるようにしていただきたいというものです。 

 税務課関係に入ります。 
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 家屋評価システムは、評価済みの家屋データも入力するのか、入力は業者委託か、の問いに、新

設したものを入力、過去の建築の入力もあり得る、入力は職員がする、との答え。 

 高齢者の申告の便宜策を講ずる考えは。高齢者は年金のみの者が多い、に対し、昔は神城でも受

け付けていた。今は電子データを送信するため庁舎でしかできない。年金だけの場合は申告不要と

はしているが、障がいがあると有利な場合もある。若い世代のｅ─ＴＡＸの利用促進が進めば、高

齢者対応も可能になる、との答え。 

 家屋評価システムの構築者は誰か、の問いに、民間事業者が構築したもの。システムを電算に入

れれば電算のシステムとのリンクが可能、との答え。 

 様々なシステムを導入するが、徴収と納税の利便性だけでなく、申告上のメリットはないのか、

に対し、償却資産申告、給与支払報告書、法人村民税の申告が既にオンライン申請になっている。

来年度は軽自動車の納税証明がオンライン化される、との答えでした。 

 次に、農政課関係です。 

 有機ＪＡＳ認定経費負担金は初期のみなのか、ランニングコストへも補助するのか、に対し、認

定時及び更新時の経費、更新は毎年する、との答え。 

 農業体験実習館のバリアフリー化と暖房機器設置について、駐車場から玄関まで舗装する考えは。

貸出し時のまきストーブ暖房の管理は職員が後始末するのか、に対し、玄関周りでスロープと身障

者用駐車スペースを施工。まきストーブはペレットも併用できる機器。ＰＲを兼ねている、との答

え。 

 青年就農給付金は、田植えと稲刈りしかしない就農者も見られる。厳格な認定に努められたい、

の問いに、そのような者も見受けられるので、厳格に対処する。面談の際にひどい耕作の就農者に

は、補助金を出さない旨伝えてある、との答え。 

 関連意見としまして、青年就農給付金と環境保全型農業直接支払交付金は、しっかり現地確認を

実施されたい。 

 犬川電動ゲート・小水力発電に当たり、二酸化炭素排出削減量等の説明と、事業費１億円の国県

の負担率は、の問いに、県下初の事業導入、農業スマート化のモデル事業とされている。発電能力

も含め設計中。削減量数値化は検討させてほしい。負担率は国が５５％、県が１４％、村が３１％

で、村の負担には地元負担１２.５％を含む。電動ゲートについては、村負担のうち２５％を地元飯

田区が負担、との答え。 

 有害鳥獣被害対策事業の予算組立ては、に対し、３年度までは、個人に１日３,０００円を出動手

当として支払っていた。４年度から集団作業のため猟友会に委託する方法に変更する、との答えで

した。 

 次に、住民課関係です。 

 中長期在留者居住地届出等事務委託金の金額は外国人の人数で決まるのか、に対し、前年度に
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９０日以上白馬村に住所登録した者の人数、転入転出の事務経費を算定根拠として国が算出した金

額、との答え。 

 塵芥処理事業集積場補助金の希望地区は、に対し、瑞穂、深空、森上から要望がある、との答え。 

 石彫復旧工事費の内訳は。また、広域連合の費用負担はあるのか、の問いに、クレーン費、支障

木の伐採、伐採後の植栽の費用が含まれている。広域連合からの補助はない。公園整備は大きな範

囲で整備計画を策定していく、との答えでした。 

 会計室関係は、質疑ありませんでした。 

 議会事務局関係です。 

 議会が研修会等で講師を招聘した場合、講師の旅費を計上してもらえないか、議員も勉強する必

要がある。コロナ禍では出かけて勉強することもままならない。行政にも関わることなのでいかが

か、に対し、費用弁償になるので計上は可能。行政側も参加する勉強会であれば問題ないかと思う。

内容を吟味した上で柔軟に対応する、との答えでした。 

 次に、上下水道課関係です。 

 合併処理浄化槽整備事業が増加傾向となる要因は、に対し、下水道区域外のみそら野、めいてつ

が主。近年外国人の建築需要が高まっていて、それに伴い設置件数が増加している。問い合わせ件

数から、３年度と同程度を見込んでいる、との答え。 

 区域外流入可能地も浄化槽とするのかに対し、めいてつの基本は浄化槽対応。区域外流入が可能

ならば許可する。ただし管渠延長費用は申請者持ち。事業会計に移行したので加入者は増やしたい

が、区域外流入を認めるのは自然流下のみでポンプアップは認めていない、との答えでした。 

 次に、観光課関係です。 

 中小企業融資利子補給事業は、コロナの影響で増額されるかと想定していたが前年度とあまり変

わらない額。増額しなかった理由は、に対し、事業者の希望は、新規借入れよりも融資を受けた返

済猶予、返済期間の延長になってきており、新規借入件数が少なくなってきていることが要因、と

の答え。 

 八方池山荘建て替えは大きな決断。実施設計との説明だったが、建て替えならばこの金額で実施

設計は不可能と考える。委託料４００万円で何をするのか、の問いに、建て替えの基本計画を策定

する。規模と内容、その概算費用、法令上の課題整理が主。テラスの充実等も計画策定の際に検討

していきたい。設計士に丸投げではなく、索道や地域の意見も聴く、との答え。 

 地方創生推進交付金の委託料でモバイル空間調査を実施したが、今後の観光客の入込みはどのよ

うに把握するのか、に対し、モバイル空間調査の結果を基に、村内各所からの報告数値に補正係数

を掛け算出する、との答え。 

 ドローン事業の４年度からの計画は、に対し、３年度までが推進交付金の対象、４年度からは運

行実証を基に事業者が実施していく。村は財政面の支援はしない、との答え。 
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 これに関連する意見としまして、推進交付金事業は終了後も継続していかなければ意味がない、

やらなければ税金が無駄になる。 

 次に、健康福祉課関係です。 

 児童民生委員の改選年度。どの地区も成り手不足。課としての考え方と、めいてつ区の欠員につ

いての課の対応は、に対し、１２月で改選。成り手がないことは把握し、県から年齢基準の撤廃を

打診され賛成している。めいてつ区には今後も交渉していく、との答え。 

 除雪支援員は、年齢制限と県内に血縁者がいる場合は利用できない制度。制限の緩和ができない

か、の問いに、血縁者の件は緩和していきたい、との答え。 

 認知症初期集中支援チーム運営事業負担金について、どのような活動をしているのか。独居の場

合の対応はできているのか、に対し、情報は警察、近所、親族からある。看護師等を配置。村でも

対応が困難な事案を支援。疑いのある者への訪問もし、さらに健診の際にも把握し対応している、

との答えでした。 

 次に、教育課関係です。 

 白馬高校観光国際科の後期応募がゼロ人。募集の具体案はあるのか、に対し、４年度から５年度

が正念場と認識。保護者もコロナの関係から地域外へ就学させることを敬遠した。観光学科のある

大学との連携、地元中学生の入学促進。開催できなかった懇話会を４月にやる、との答え。 

 スクールバス運行事業について、コロナ感染症で４年度も夏期で運行不可となった場合の考えは。

バス運行が感染の要因になってないか、の問いに、今までの経験を通じて、学校生活においては感

染対策をしっかりしているので比較的感染リスクは低く、スクールバスも同様。通年運行に向けて

データを取りたい、との答え。 

 学校の在り方検討委員会の検討内容についての説明を。義務教育施設整備基金の積立ても予算化

している。将来的に統合の方向性は、の問いに、１１月に答申があり、答申では村の中長期的なビ

ジョンで検討をとの意見。この後の意見集約のため、全村民対象アンケートを実施する考え。長寿

命化計画では令和１８年、２０３６年が延命の期限。新年度から少額でも村の姿勢として基金への

当初積立ても開始。統合するか否かの結論は出ていない、との答え。 

 関連意見としまして、学校の在り方は、地域コミュニティー上では存続だろうが、財政状況のほ

か校舎の老朽化と設備面の不備もある。その面を地域にはよく説明し、行政側は統合という選択肢

を基本に持って臨む必要がある。 

 年度末の余剰金は、財政調整基金ではなく義務教育施設整備基金に積み立てていただきたいが、

いかがか、に対し、最優先で残高を増やしていくべき基金であると認識。余剰金は財調にも積み立

てるが、義務教施設基金にも優先して積み立てていきたい、との答え。 

 ＨＩＳの生徒の受入れについて、義務教育課程は中学に籍を置くことになる。教育委員会として

問題はないか。交流の考えや、机等の備品は用意するのか、の問いに、法的には中学校に通学する
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ことになる。登校しなければ不登校となる。教育委員会として可とできるかは頭の痛い問題。教材

や教諭の増、備品の準備といったことも出てくるかと思う。あくまで法に従い対応する、との答え

でした。 

 次に、子育て支援課関係です。 

 保育所等整備補助金は、民間事業者の予定はあるか。事業者の計画は新設か改築か、の問いに、

民間事業者から申出がある。予算は新築で計上。土地購入費は補助対象外。補助率は、新子育て安

心プラン実施計画を国に提出し採択されていることからかさ上げがあり、国が３分の２、市町村

１２分の１、事業者負担４分の１、との答え。 

 しろうま保育園の未満児は、コロナで休園時は仕事を休むしかないと聞く。人数の割に部屋が狭

いと聞くが状況は、に対し、未満児は密の状況、他に預ける施設がない。村内には認可外施設があ

るが、料金が高い等の事情がある。待機児童を出さないよう可能な限り受け入れているため、密に

なってしまう、との答え。 

 不妊治療は増加しているか、の問いに、増加している。５万円を上限に５名分計上、相談も増加

している、との答えでした。 

 次に、生涯学習スポーツ課関係です。 

 スノーハープは３コースあるが、Ａ・Ｃコースしか使用されず、Ｂコースの管理はどうなってい

るのか。管理しないまま橋梁も破損している。自然に戻してよいのか。多目的使用の努力や、村民

からの提案募集もしていない、の問いに、一部を除きＢコースは使用しない。維持管理費用の面も

ある。橋梁も破損している。Ａ・Ｃコースのみで大会は開催可能。使用しない部分は担当課として

は経費をかけて整備する考えはない。別利用の提案があればお願いしたい、との答えでした。 

 氷河調査委託料に山案内人組合のガイド人件費は含まれているか、の問いに、含まれている。新

潟大学に委託料を支払い、新潟大学が組合に支払う、との答え。 

 図書館検討委員会はどこまでリセットして検討するのか。基本構想まではちゃんとできている。

ゼロに戻すとは思っていない、どこまで戻すのか、に対し、場所の再検討、駅以外の３か所で再検

討する。基本計画を見直して、施設規模、機能、費用、官民連携等を再検討し、冊子データで公表

する。秋頃にはお示しできればと思う、との答えでした。 

 課ごとの討論、全体討論はなく、採決の結果、議案第１７号は委員長を除く委員全員の賛成によ

り、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算です。 

 予算規模は、歳入歳出それぞれ１０億１,４９８万９,０００円、前年度比３,８９０万１,０００円

の減。国保税は２億８２９万９,０００円、県支出金６億８,７８４万６,０００円、一般会計繰入金

１億４９０万８,０００円を計上。歳出の保険給付費は６億７,９７４万１,０００円を計上した。 

 被保険者１人当たりの医療費は、令和２年度で２４万円、県下７３位と低水準を維持するも、高
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齢化と人口減少で現役世代の負担増が想定される。保健事業では、生活習慣病予防と高齢者保健事

業・介護予防の一体化を積極的に推進するとの説明でした。 

 質疑では、医療費通知は４か月以上遅れて届いて確定申告には使えない。何のための通知か、の

問いに、レセプト点検があるため遅れる。通院等の確認のため、との答えでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第１８号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算。 

 予算規模は、歳入歳出それぞれ１０億７８０万円です。保険料は広域連合資料に基づき８,０１５万

円を、一般会計繰入金２,７３６万３,０００円を計上。歳出の広域連合負担金は１億５３８万

４,０００円との説明でした。 

 質疑・討論はなく、採決の結果、議案第１９号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算です。 

 予算総額は３９３万７,０００円。前年度比６１万２,０００円の減。 

 質疑・討論はなく、採決の結果、議案第２０号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算です。 

 水道事業収益は３億９８０万１,０００円で、前年度比５１万８,０００円の減額。水道事業費用

は２億６,６７１万２,０００円で、前年度比８７６万１,０００円の増額。二股浄水場運転管理委託

料、倉下送水ポンプ修繕費、検満メーター取替工事などの経費が主なもの。 

 資本的収入は４,８８５万３,０００円。駅前無電柱化移転補償費用、企業債、一般会計からの出

資金。資本的支出は１億４,８１７万６,０００円で、無電柱化に伴う水道設備の移転、配水管布設

工事４か所、機器更新工事２件のほか、水道ビジョン更新の検討業務委託料などが主なものとの説

明でした。 

 質疑では、めいてつ区の更新範囲を説明されたい。どこまで更新するのか。めいてつ区以外も老

朽化している。どちらに比重を置き更新する考えか、に対し、めいてつ区は３０年度から更新開始。

４年度では３００メートルを飯森側の給水不良の解消も兼ねて更新する。村内の基幹管路は更新を

急ぐ。給水不良箇所は早急に対応が必要。民地内配管も残っていてバランスを見ながら施工する。

管路だけでなく、浄水場、ポンプも老朽化しており更新の対象にする、との答え。 

 水道ビジョン更新の委託料について、更新の必要性や時期は職員が一番把握している。金をかけ

て策定する必要はあるのか、の問いに、水道ビジョンは水道事業の指針、利用者にも見ていただく

資料にもなる。職員だけで策定するには時間的・人数的にも厳しく、専門的分野は職員では困難。

職員も関与し真剣に策定する、との答えでした。 
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 討論はなく、採決の結果、議案第２１号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算です。 

 下水道事業収益は４億７,８５０万６,０００円で、前年度比３,３８２万７,０００円の減額。主

なものは下水道使用料１億７,７７２万８,０００円のほか、一般会計からの補助金、長期前受戻入

等。 

 下水道事業費用は同額で、管渠及び処理場の維持管理と使用料の賦課徴収業務に係る経費。 

 資本的収入は３億６,２２４万５,０００円で、前年度比２,０００万円余りの増額。企業債、一般

会計補助金、国庫補助金、県からの補償費。資本的支出は４億７,５６８万８,０００円で前年度比

１,８７６万５,０００円の増額。浄化センターストックマネジメント計画策定費委託料２,７１５万

円のほか、無電柱化関係、長期債償還元金、職員人件費などを計上。一般会計からの補助金は、収

益的・資本的合わせて３億３,９５０万円で、前年同額との説明でした。 

 質疑では、ストックマネジメント計画は何に活用していくのか、の問いに、この計画は下水道全

般の更新計画。今回は処理場の更新計画、管渠は先送りする。国庫補助を受けるためにも必要。短

期間で整備と更新も集中するので平準化のために委託する、との答え。 

 下水道区域の拡張はもう困難と考えるのか。駄目な理由は資金面か人員面か、に対し、下水道会

計は資金がなく今以上の拡張は無理。人員を増やしても設計など専門的知識を必要とする。職員の

頭数だけの問題ではない、との答えでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第２２号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 以上で、予算特別委員会の委員長報告を終わります。 

議長（太田伸子君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第１７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１７号 令和４年度白馬村一般会計予算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起

立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１８号の討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第１８号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特

別会計予算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第１９号 令和４年度白馬村後期高齢者医療特別会計

予算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第２０号 令和４年度白馬村農業集落排水事業特別会

計予算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第２１号 令和４年度白馬村水道事業会計予算は、委

員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第２２号 令和４年度白馬村下水道事業会計予算は、

委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第２２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 村長から同意案件の申出、議案の申出、産業経済委員長より発委の申出、丸山勇太郎議員か

ら発議の申出、切久保達也議員から発議の申出、常任委員長より閉会中の所管事項調査についての

申出、議会運営委員長より閉会中の所掌事務調査の申出があり、議長において受理いたしました。

よって、会議規則第２２条の規定により、議事日程を変更し、追加議案を審議いたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議事日程を変更し、追加議案を審議することに

決定いたしました。 

 ただいまから、事務局より議事日程を配付いたします。 

（資料配付） 

議長（太田伸子君）  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  配付漏れなしと認めます。 

 お諮りいたします。日程第３ 同意第１号から日程第８ 発議第２号までは、会議規則第３９条

第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これについて採決いたします。

この採決は挙手によって行ないます。 

 日程第３ 同意第１号から日程第８ 発議第２号までは、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、日程第３ 同意第１項から日程第８ 発議第２号まで

は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、同意案件の審議に入ります。 

 お諮りいたします。日程第３ 同意第１号は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、採

決をいたしたいと思いますが、これについて採決いたします。この採決は挙手によって行ないます。 

 同意第１号は、質疑、討論を省略することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、同意第１号は、質疑、討論を省略し、採決することに
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決定いたしました。 

 △日程第３ 同意第１号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について   

議長（太田伸子君）  日程第３ 同意第１号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  同意第１号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 次の者を白馬村固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、北安曇郡白馬村大字北城７３２５番地、氏名、内川守代、生年月日、昭和２８年６月

２８日。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。同意第１号 白馬村固定資産評価審査

委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、同意第１号は、原案のとおり同意することに決定いた

しました。 

 これより、議案の審議に入ります。なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の

規定により、１議員１議題につき３回まで、また会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意

見を述べることができないと定められておりますので申し添えます。 

 △日程第４ 議案第２３号 訴えの提起について   

議長（太田伸子君）  日程第４ 議案第２３号 訴えの提起についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第２３号 訴えの提起についてご説明いたします。 

 本件は、村道内の土地について、所有権移転登記手続請求事件及び妨害排除請求事件の訴えを提

起したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 事件の概要につきましては、議案書添付の別紙のとおりでありますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

 以上で、議案第２３号の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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 討論に入ります。討論はありませんか。第１０番加藤亮輔議員。 

 賛成ですか、反対ですか。 

第１０番（加藤亮輔君）  １０番加藤亮輔です。 

 反対の立場で意見を述べます。 

 この議案の内容は、北城地域の道路の土地の所有権争いです。村は、道路に石などを置いて所有

しているため、交通安全の観点からも非常に危険と察し撤去を打診してきましたが応じず、時間ば

かりが経過する中、今回、行政は道路の所有権の判断を司法に委ねる措置を取りたいとして議会の

賛成を求めるとの議案です。 

 被告になる土地の所有者は、石の置いてあるあの道路部分は、私が昭和４６年に購入したもの

で、現在も土地登記簿の名義人は私だ。まして、村に印鑑を押したこともない。この問題に関して

は土地の所有権を主張し、何も行政に訴えてきたと言われています。 

 しかし、行政から放置されてきたというような主張もしています。このように平行線の中、原告

の村の主張は民法１６２条１、２０年間所有の意思をもって平穏に、かつ公然と土地の他人のもの

を占有した場合は、その占有権を取得するに１０年間所有の意思をもつて平穏にかつ公然と他人の

ものを専有した者はその専有の開始のときに、善意があり、かつ、過失がなかったときは、その所

有権を取得する。この条文を持ち出して、被告が疑義を訴え始めたのは、それ以後のことだと時効

取得を主張して、この道路の占有権は、村が取得しているとの考えに立って裁判を起こしたもので

す。 

 裁判所がどのような判断を下すか分かりませんが、私は、村と被告の関係は今以上に悪くなると

思います。 

 村が住民を提訴する、この行為は全ての村民にとっても非常にショックな出来事です。まして土

地登記簿謄本に自分の名前が記載されていても黙っていれば所有権が他人に移譲することがあるな

ど、知らない法律を恨むことになります。 

 私は、裁判ではなく、対話を続ける中で解決すべきと考えます。また、行政が住民を訴える行為

を議員として賛成することはできません。数十年にわたってこじれた話を解決するにはお互いが歩

み寄り、また時間が必要です。行政は役人のよろいを脱いで一村民として村民に寄り添って対話を

続けることをお願いして私の意見といたします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は挙手によって行ないます。 

 議案第２３号 訴えの提起については原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（多 数 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、議案第２３号は、原案のとおり可決されました。 

 △日程第５ 議案第２４号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第１０号）   

議長（太田伸子君）  日程第５ 議案第２４号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第１０号）を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第２４号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第１０号）に

つきましてご説明をいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億円を追加し、歳入歳出予算の総額を６８億

７,２６４万５,０００円とするものであります。 

 第２条、繰越明許費につきましては５ページをお開きください。 

 第２表、令和３年度から４年度へ繰り越す事業は８事業ありまして、まず、２款３項戸籍住民基

本台帳事業２７２万８,０００円は、第９号補正で新たに計上いたしました住民基本台帳法の一部改

正に伴い、転入転出手続のワンストップ化対応に係るシステム整備委託料を国の補正対応に併せて

全額繰り越すものです。 

 ５款１項犬川用水電動ゲート設置・小水力発電事業２,０４６万円は、飯田の犬川にゼロカーボン

達成に向けた小水力発電施設を導入するための実施設計委託料を新型コロナの影響で用地交渉や水

利権協議が遅れたため、全額繰り越すものです。 

 ６款２項新型コロナウイルス感染対策事業７,２５０万円は、第９号補正で新たに計上いたし

ました新型コロナウイルス感染症の第６波による事業者の売上げの減少を緩和するための事業費

を全額繰り越すものです。 

 ７款２項村道改良国庫補助事業２,１００万円は、大左右の橋梁修繕工事と橋梁点検委託料の

一部を繰り越すものです。同じく４項都市計画事業５２８万円は、景観計画策定委託料を新型コロ

ナにより検討委員会が予定どおり開催できなかったため全額繰り越すものです。 

 ８款１項防災事業１３５万３,０００円は、ハザードマップ更新委託料で県のハザードマップ

更新が遅れているため、村も併せて全額繰り越すものです。 

 ９款１項学校環境整備事業４８１万６,０００円は、国の補正予算に伴い、第９号補正で新

たに計上いたしました中学校女子トイレの洋式化事業費を全額繰り越すものです。 

 同じく５項ウイング２１維持管理事業５１８万４,０００円も、第９号補正で新たに計上しま

したウイング２１の凍結による漏水被害などに係る修繕費の一部を繰り越すものです。 

 以上の合計額１億３,３３２万１,０００円を次年度に繰り越しをしたいというものであります。 

 ７ページの歳出明細を御覧ください。 

 ７款２項２目除雪事業１億円の増額は、第９号補正でも除雪委託料を増額したわけですが、除雪
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に係る稼働時間の増加により除雪委託料がまだ不足しているため、追加で１億円を増額するもので

す。 

 この事業の財源につきましては、６ページ１６款２項２目物品売払収入のロータリー除雪車を売

却した代金５９万円を増額して特定財源とするほか、１０款１項１目地方交付税の普通交付税を一

般財源として９,９４１万円増額するものです。 

 説明は、以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。 

 議案第２４号 令和３年度白馬村一般会計補正予算（第１０号）は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 △日程第６ 発委第２号 消費税「適格請求書（インボイス）」の実施延期を求める意見書   

議長（太田伸子君）  日程第６ 発委第２号 消費税「適格請求書（インボイス）」の実施延期を求

める意見書を議題といたします。 

 趣旨説明を求めます。第８番津滝俊幸産業経済委員長。 

産業経済委員長（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。発委第２号 消費税「適格請求書（インボイ

ス）」の実施延期を求める意見書。 

 陳情第１号が採択されたことに伴い意見書を提出するものです。 

 内容は、令和５年１０月から開始される適格請求書、インボイスについては、免税事業者がイン

ボイスを発行するには税務署へ課税業者にもなる発行事業者としての登録が必要となり、登録後は

消費税の申告と納税義務が発生するにもかかわらず、インボイス制度全般に関する周知不足といっ

た日本税理士会をはじめとする専門家などからの意見があるほか、新型コロナウイルス感染症の影

響から消費の低下、円安、輸入価格の高騰、資材不足などにより、法人・個人事業主の経済危機が

進行しており、地域の経済、地域住民の暮らしを守るためには、インボイス制度の実施による大打

撃を回避する必要があることから、消費税のインボイス制度の実施を当面延期するよう求めるため、

地方自治法第９９条の規定により別紙により意見書を国会、国に提出したいものであります。 

 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣です。 
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 以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。提案者に対する質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。発委第２号 消費税「適格請求書（インボイス）」の実施延期を求める意見書

は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、発委第２号は、原案のとおり可決されました。 

 △日程第７ 発議第１号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を求める意見書   

議長（太田伸子君）  日程第７ 発議第１号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を

求める意見書を議題といたします。 

 趣旨説明を求めます。第１１番丸山勇太郎議員。 

第１１番（丸山勇太郎君）  発議第１号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を求め

る意見書について説明いたします。 

 地域高規格道路松本糸魚川連絡道路、略称、松糸道路は、高速交通網の空白地帯である大北地域

にとって日本海側と長野県の中央部を結び、既存の高速道と一体となって広域的な道路ネットワー

クを形成し、物流だけでなく、本村の主産業である観光産業にとって、将来にわたり持続可能で活

発な経済活動を支える地域を育む道であります。 

 また、深刻な高齢社会を迎える昨今、国道１４８号以外の直通迂回路がない中、地域内外の医療

機関や高度な医療サービスを提供する拠点病院に迅速かつ確実に移動できる交通の確保は極めて重

要であり、生命に直結する命をつなぐ道であります。 

 さらに、この道路は、平成２６年に発生した神城断層地震を経験した本村にとって、いつでも起

こり得る次の大型地震や地球温暖化の影響からか、近年、激甚化する豪雨災害からの迅速な復旧・

復興を図るための緊急輸送路として、より広域的かつ隣県との連携性を踏まえた安全・確実・迅速

を原則とする防災活動を支える防災の道であります。 

 現在、新潟県糸魚川市では、今井道路が事業化し、県内では小谷村において松糸道路の規格を有

する国道のバイパス工事が進み、安曇野市では新設区間安曇野道路の早期事業化に向けた取組が、

また大町市では最適ルート帯の選定に向けての地域の合意形成を目指した取組が進められています。 

 松糸道路は、高速道路網から離れた本村が少子高齢社会において安心して快適な暮らしを営むた



－169－ 

めの、さらに持続可能で活力ある経済圏の形成に欠くことのできない重要な社会インフラであり、

本道路の一日も早い建設に向け、引き続き、全力を挙げて事業を進めていただくよう２つの事項を

強く要請するため、地方自治法第９９条の規定により別紙により意見書を提出したいものです。 

 なお、提出先は、長野県知事、長野県議会議長です。 

 説明は、以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。提案者に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。第５番尾川耕議員。 

 賛成ですか、反対ですか。 

第５番（尾川耕君）  反対です。よろしいですか。 

議長（太田伸子君）  はい。 

第５番（尾川耕君）  早期建設を求めるこの意見書に対して、私は、反対の討論を行ないます。 

 まず１つ目に、この道路計画路は広く住民に理解されているか、第２に、議会として県に早期建

設を求める意見書を出すことが村民の総意に基づいたと誤解されるのではないか、第３に、１０年

後、２０年後、３０年後の世界がどうなっているのか想像して計画を進める必要があると考えるか

らです。 

 まず第１に、この計画の説明会、意見交換会が白馬で行なわれたのは２００１年で、２０年以上

前の話です。私も参加いたしました。それから２１年間、白馬村内では説明会はありません。松糸

道路の計画は既に頓挫して、部分的な国道の改良工事で終わらせるものだと感じている村民も多い

のではないでしょうか。 

 ２つ目の村民の総意だと誤解されるということですが、さきにも述べたように２１年間説明があ

りません。その間、道路の規格の変更があったりいろいろあります。住民に十分に伝わってないの

ではないでしょうか。 

 そして、今まで私が経験してきた住民活動の中で、行政サイドが企画を進めるときにおいて、よ

く使われる言葉に「議会からの要望があった」、「〇〇協議会からの要望があった」というふうに

進めていきます。 

 しかし、この計画の根拠は、１９９４年頃につくられた国の整備計画です。聞くところによると

昭和４０年、５０年代に高度成長期の中で地域から熱望された要望だと思います。５０年がたって

ようやく今、計画から実行へ移されつつあります。既に５０年がたっております。完成にはまだま

だ時間がかかります。一旦計画が動き出すとなかなか止めることはできません。まずは、今の住民

の意思、そして将来世代の要望を聞く必要があるのではないでしょうか。 
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 ３つ目です。２０年後、３０年後の世界を想像し計画を進めることは、また見直す必要があると

考えます。人口減少、２０５０年の日本の人口は９,７００万人です。さらに高齢化、技術面では自

動車の自動運転の飛躍的な向上、それに伴う物流の変化、メタバース、仮想現実空間の発達等々、

そして、人類の最大の問題である気候変動など、未来をしつかり予測した計画が必要になると感じ

ます。 

 だから、以上のことにより、私はこの意見書の提出に反対いたします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  ほかに討論はありませんか。第９番松本喜美人議員。 

 賛成ですか、反対ですか。 

第９番（松本喜美人君）  賛成です。 

 第９番松本喜美人です。発議第１号の賛成討論をいたします。 

 地域高規格道路は長年熱望している道路であり、白馬村の発展、村民の福祉の向上、ひいては平

成２６年の神城断層地震を経験した者にとっては、災害からの復興のためにも必要な道路でありま

す。 

 要望事項には、白馬村内区間白馬村市街地区間の調査及び検討について鋭意前進を図ることとあ

ります。白馬村内の計画については、村民意見を集約する上でも長野県からの村内ルート案の提示

が必須であります。 

 以上のことから、意見書の提出に賛成するものです。 

議長（太田伸子君）  他に討論はありませんか。第４番加藤ソフィー議員。 

 賛成討論ですか、反対討論ですか。 

第４番（加藤ソフィー君）  反対です。 

 発議第１号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を求める意見書について、反対

の立場で討論を行ないます。 

 この道路の計画が発案された当初は、高速交通ネットワークの空白地帯を解消するために、多く

の住民や観光客にとって必要とする道路であったと認識しています。 

 全体の計画路線が指定された頃は、長野冬季オリンピックの開催やスキーブームにより本村まで

来るのに大渋滞は当たり前のような時代だったと伺っております。 

 その頃から２０年以上たった今、日本のスキー人口は激減しています。それに加え新型コロナウ

イルスの感染拡大や気候変動による異常気象など、周囲を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 また、当時はまだ幼かったが、今では２０代、３０代になった方々や、その間に移住されてきた

方々は、この計画自体をよく知らない方も大勢います。今この地域にどのような課題があり、それ

を解消するためには何が必要なのか、そして、本当に多額のお金をかけてまで新しい道路を造るこ

とが最善策であり優先するべきことなのか、改めて村民の間で議論する必要性がある現状から、建
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設計画自体の村民への周知徹底が先です。 

 よって、早期建設を求める発議第１号の意見書への反対の討論といたします。 

議長（太田伸子君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。発議第１号 地域高規格道路「松本糸魚川連絡道路」の早期建設を求める意見

書は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 △日程第８ 発議第２号 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議   

議長（太田伸子君）  日程第８ 発議第２号 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議を議題と

いたします。 

 趣旨説明を求めます。第３番切久保達也議員。 

第３番（切久保達也君）  第３番切久保達也です。発議第２号につきまして、朗読、説明いたします。 

 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議。 

 本年２月２４日、ロシアがウクライナに軍事侵攻をしたことに伴い、民間人を含む負傷者が発生

し、多くの人々が避難や国外脱出を余儀なくされ、国際社会から非難の声が上がっている。 

 ３月４日にはヨーロッパ最大級の原子力発電所への攻撃、９日には、使用済み核燃料保管施設を

有するチェルノブイリ原発への送電を遮断するといった、一歩間違えれば取り返しのつかない地球

環境への影響が生じる行為をした。原子力発電所への攻撃は施設への攻撃を禁止した国際法に違反

するものである。 

 また、子供病院への攻撃は、いかなる理由があろうとも決して許される行為ではない。これまで

も我が国や欧州各国がロシアと首脳会談を行なうなど国際社会は平和的な解決に努めてきたにもか

かわらず、ロシアが軍事侵攻に踏み切ったことは、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害するも

のであり、力による一方的な現状変更を認めないとする国際秩序の根幹を揺るがす暴挙である。今

回の侵攻を許すことは、アジアを含む国際社会の平和と安全への脅威となりかねない。 

 よって、本村議会は、国際秩序を維持する上でロシアのウクライナ侵攻に対し、強く非難すると

ともに、直ちに侵攻を中止し即時に無条件で撤退すること強く求める。 

 皆様のご賛同をいただきますようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。 

 説明者に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（太田伸子君）  質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。発議第２号 ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議は、原案のとおり決

定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

 △日程第９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について   

議長（太田伸子君）  日程第９ 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 

 常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります所

管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について   

議長（太田伸子君）  日程第１０ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題といたし

ます。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります議会の運営に関

する事項について閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第１１ 議員派遣について   

議長（太田伸子君）  日程第１１ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本件についてはお手元に配付してあります議員派遣の件の資料のとおり議員

を派遣することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣することに
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決定いたしました。 

 以上で、今定例会に付された議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、下川村長より挨拶をしたい旨の申出がありましたので、これを許します。下川村長。 

村長（下川正剛君）  令和４年第１回白馬村議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 議員の皆様には、今月２日に開会して以来、本日まで１７日間にわたり、令和４年度一般会計予

算をはじめ、条例改正など慎重なるご審議を賜り誠にありがとうございました。 

 議員の皆様からいただきましたご意見ご指摘等につきましては、いずれも厳正に受け止め、課題

の所在等を十分に認識をし、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。 

 特に、議決をいただきました新年度の各予算につきましては、コロナ禍における村民の生活、福

祉の向上のための重点事業を中心に適正に執行をさせていただきたいというふうに考えております

ので、議員各位をはじめ村民の皆様のご協力をお願いをいたします。 

 北京パラリンピック冬季競技大会は、「雪氷上での喜びの出会い」というビジョンを掲げ、世界

最高レベルのパラリンピック選手及び６００人が参加をし、今月４日から１３日の１０日間にわた

って開催をされ、パラアスリートによる雪上競技と氷上競技といった６競技７８種目で熱戦を繰り

広げるとともに、２００８年の北京オリンピック・パラリンピックでも使用された会場を利用する

など、オリンピックレガシーの大会となりました。日本選手団も金メダル４個、銀メダル１個、銅

メダル２個を獲得し、パラリンピアンの活躍は私たちに大きな感動と勇気を与えてくれました。 

 新型コロナウイルスの感染症は、本年１月２７日から３月６日までの期間がまん延防止等重点措

置として長野県全域に適用し、強い対策を講じてきたこともあり、新規陽性者数は確保病床使用率

とともに減少したことに加えて、３月６日までには２回目接種済みの高齢者の８割を超える方に追

加接種ができる見込みであるなど、ワクチンの追加接種も順調に進んでいる状況も踏まえ、まん延

防止等重点措置については、３月６日をもって終了をいたしました。 

 ７日以降は、県域の状況に応じて感染警戒レベルを定めることとなり、現在、北アルプス圏域は

感染警戒レベル５、新型コロナウイルス特別警報Ⅱに置かれています。オミクロン株よりもさらに

感染力が強いとされている変異株ＢＡ.２が県内でも確認され、置き換わりが懸念をされますが、村

民の皆様には第６波の着実な終息に向けた感染防止対策を継続をし、落ち着いた春を過ごすため、

引き続き、ご協力をお願いをいたします。 

 新年度におきましても、コロナ禍における状況把握に努めながら、村政運営に取り組み、本村発

展のために必要とする各種事業を推進しますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 最後に私ごとでありますが、一言ご挨拶を申し上げます。 

 村長に就任し、２期目の任期が８月６日となります。各方面から、次回どうするのか、多数ご意

見がございます。私なりに熟慮に熟慮を重ね検討した結果、私も高年齢でもあり、この先４年間を



－174－ 

村長というハードな激務に耐え得るには大変厳しい状況であるというふうに認識をしているところ

であります。 

 白馬村は、多様性があることから交流し学び合うことで成長する村として、さらに国内外から世

界水準の山岳リゾートとして認知をされてまいりました。白馬村の類い稀な山岳景観は村民の財産

であります。環境を守り、さらに発展するためには、私が続投するよりも、志が高く、次の時代を

担う若い方にバトンタッチができればと考えております。 

 残された任期を白馬村及び村民のために全力で取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお

願いを申し上げます。 

 議員各位におかれましては、新年度にかけて公私ともに何かとお忙しい時期かとは存じますが、

健康に十分ご留意をいただき、引き続き、本村発展のためご活躍をいただきますよう、ご祈念申し

上げまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

議長（太田伸子君）  これをもちまして、令和４年第１回白馬村議会定例会を閉会といたします。 

 大変御苦労さまでした。 

閉会 午後 ０時１８分  
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